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万病錦袋固と了翁禅師の生涯

天 野宏ペ斉藤明美ベ 杉原正泰ホZ

The Life of Ryoonzenzi Who Made “Kintaien" 

、HiroshiAMANO， *1 Akemi SAITOU材 andMasayasu SUGIHARA *2 

(1989年4月14臼受理)

1.はじめに

寛文4年(1664)，江戸池ノ端仲町で「錦袋

園」が売り出された.万病に効果があるとい

うもので，開庖時には 6~7 人が買い求める

程度だったが， 日に日にその数は増え，少な

い日でも 60~70人の客が庖を出入するように

なった.江戸の名薬といわれるようになり，

6年聞に 3，∞0両を売り上げるまでになった.

錦袋園は万病加減と植われるように気つけ，

めまい，頭痛，感官，胃病などに効くとされ

ている . 錦袋園が登場した寛文年間 (1661~

72)は江戸初期にあたり，浅井了意の浮世物

語(1664)など庶民文化が完成した時代でも

ある.幕藩体制が定着し町人階級が経済的に

も恵まれていたことも，こ の時代の特徴であ

る.錦袋園はこうした江戸初期の文化と深い

つながりをも っていることがうかがえる.と

いうのも錦袋固には懐中要薬と記され，旅に

出る人は土地が変わり水にあたることがある

ため，朝夕に服用すると良いとの内容が書か

れているのである.旅行で一番気がかり にな

るのは，いつの世も健康問題である.社会，

文化，経済も比較的安定し この時期旅に出

る人も少なくなく，錦袋園は庶民にもてはや

されたと思われる.それが，空前のベストセ

ラーにつながったことを裏付けている.錦袋

固については，これまで，し、くつかの報告が

あるが，この薬を世に出した了翁 (りょうお

ん〉禅師の生涯や京都，大阪でも販売されて

いた事を記載したものはない.了翁禅師の生

涯，錦袋固に関する資料U を入手したので報

告する.

2. 夢授により登場した錦袋圃

錦袋圃の登場は神秘性に富んでいる.寛文

四年，それまでの長い修業のなかで，了翁禅

師は大願成就のため一指を焼き切った.35歳

のとき，修業で関東，奥羽を奔走の際，切断

した指の傷が再発，その痛みに悩まされた.

江戸の松平圧九郎宅(まつひら しょうくろ

う〉に逗留したある夜，悲嘆に伏し沈み肱を

枕にして打ちまどろんでいると，夢に異人が

現れ，苦しむ禅師を憐れみ「痛むところにこ

の薬を貼けよ」と手から授けた.了翁禅師は

ただちにその姓名を尋ねた.異人は肥前，長

崎南京寺興福寺の開山如定と名乗った.禅師

は驚き目を醒まし，口を験しすすぎ，法衣を

着た後，肥前にあたる西方を向いて参拝した.

開山如定の指示どおり の薬を求めると，指の

痛みは嘘のよ うに消えた.痛みから解放され

た禅師は，また，修業のため南船北馬をした.

*1 日本薬史学会 The Japanese Society 01 Hi・story01 Pharmacy. 

拘束京女子医科大学薬剤部 Division 01 Pharmacy， Tokyo Women's Medical College. 8-1， 
Kawada-cho， Shinjuku-ku， Tokyo 162. 

( 125) 



1カ月後，修業の際，淫欲を絶ち切るため陽

茎を断ち切った傷が再発し，その痛みは切断

した指より，重く精神的にも絶えがたかった.

強い痛みに襲われ安らかに寝ることができな

い日々が続いた.ある日，また，如定禅師が

夢に現れ， 了翁禅師を哀れみ， I前回の薬方

に，この薬味を加え速やかに用うベし」と金

色の手で錦の袋より薬を取り出し「これが万

病に効く万能丸なり」といい，授けた.了翁

禅師は指示されたとおり，薬味を加えて服用.

痛みは夢が醒めたように消え，傷跡も治癒し

た.あまりの効果に，試みに服用を続けると，

気力が充実し五臓すべてにも効き目が現れ

た.了翁禅師は身体の全癒を感謝し，この薬

を病気で悩む人に恵むことを考えるようにな

った.また，心ひそかに大願成就の日も近い

と思うようになった.薬を万人に与えるため

には大都会で国家の中心である江戸が適して

いると心に決めた.浅草観音でこの望みをか

なえるため日参し，その際，薬名を万能丸，

錦袋園のいずれかにするか百念百拝百回のく

じを取ると，百回とも錦袋固ならいうことな

Lとの結論がでた.ここに，江戸の名薬，錦

袋園が誕生することになったのである.了翁

禅師は江戸で錦袋園を売り広めるためにはど

うしたらいいのかを故郷の松平隼人に，相談

する.松平隼人は，禅師の薬で万人を助ける

という願いを諒解した.しかし， I仏教に身

を置く者が商いをすることは許されることで

はなく，かえって仏教を汚らわすことにもな

る」と指摘.禅師はこの話を聞き売薬を時賭

した.さらに，再び隼人の兄，荘九郎に相談

をもちかけた.荘九郎は隼人の言うことは一

理あるが，この薬の助けを求めている人もい

るとの話に禅師は売薬を決心した.東叡山麓

紫荷の側に庖を仮設し，万病加減錦袋闘を売

り出した.

a. 江戸名物になった錦袋圃

開庖当時の客は 6~7 人にしかすぎなかっ

たが， 日を追うごと にその数は増え，少ない

ときでも 80~90人にのぼるようにな った.門

前市をなした.庖が繁盛することにより，周

りからの嫉妬も強く ，嫌がらせも多かったが，

風を吹くにまかせた.6年間に 3，∞0両を儲

け，その資金の一部で林氏の蔵書 7，∞0余を

買収，さらにその書を世に広く知らしめるた

め観学寮を建立することを決めた.観学寮は

今の図書館にあたるもので， 了翁禅師は図書

館の祖ともされている.天和2年 (1682)12 

月28日，池之端売薬所が類焼に逢い，ことご

とく焼失し，土蔵に保管していた14，000巻の

書籍も灰と化した.しかし， 1，200両は大火

から逃れ，これをもとに復興させ，観学屋の

中央に経蔵を設立した.天和3年 (1683)の

ことである.天和 2年の大火は江戸庶民を路

頭に迷わせた.湯島天神および池の端界隈は

焦土と化し，多くの人が焼けだされた.当時

のことを了翁禅師はこう述べている.中町近

辺の市屋，ことごとく類焼に逢えり，その有

様，家財一々焼失するものあり，土蔵は免る

ものあり，遠方，近処親族の方に立退くもの

あり，左なき類は或は藁，菰を被むり雨路を

凌ぎ，或は涯を囲みて雪風を防ぐものあり，

其便りも無くて満身ことごとく濡れ凍ゆるも

あり，斯の如く苦悩に迫まれるもの幾百と云

う数を知らず，又湯島天神の蓋において焚死

するもの大凡そ百余人，或は妻子を失ひて夫

ばかりのものもあり，或は主人に別れて僕従

ばかりの類もあり，其骸骨は位;瞳の如し・・・j.

こうした状況のなかで，禅師はその町の名主

を呼び，路頭に迷う庶民の生命を救うため，
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資金援助の意志のあることを伝え，配分につ l

いては名主に任せた.そのために 1，2∞ 貫文

を使った.

このほか，慈善事業として，大風雨で半ば

傾いた寺院に50両を寄付，また， 42万人に錦

袋園を施した.錦袋園は江戸の社会，文化に

大きな影響を与え，とくに文化面での功績が

大きい.売薬で‘得た利益をもとに図書を集め，

勧学寮を設立し，文化育成を図っている.錦

袋園は知客寮須知めによると，寛政4年，京

都，大阪でも売られていた.それには錦袋園，

本舗，江戸池の端，観学屋大助，京都支庖，

四条通御旅町観学屋大次郎，大阪支庖心斉橋

南久宝町観学屋大三郎と記載されている.ま



ナこ，京都府山城国字治郡黄柴山内， 天真院勧

学寮でも製造販売された.それには，こ う記

載されている.本舗，京都府山城国宇治郡宇

治村字五ケ庄黄柴山内， 天真院勧学寮謹製.

錦袋園，金十銭包， 金二十銭包.一，錦袋園

之儀，当院開基了翁の製薬にして，寛文年中

より売弘め来り江戸池の端に擦屈を設け諸人

救助の為め取次弘め方など広く仕来り候に付

効験書の儀は敢て弁せず其一二の概略を挙る

のみ実地に試み知られん事を乞ふ.功能，第

一， きつけ，きのつかれ，¥きのふさぎ，ずつ

う，ふじんのちのみち，つきやくふじ ゅん，

むねのいたみ，こどものむし， くわくらん，

I むねのつかへ，ものあたり，はきけ， くだり，

せんき，すばこ，しゃく，たんせき，むしば，

ふっかよい，ふねのよい， くるまのよい，と

りけもののわずらい，とりむしけもののどく，

じこ うあたり， りゅうこうせいかんぼ，ねっ

さまし用法.用法は湯水茶にでものぞみに

在すべし，量販したるものには錠五箇，丸は

三十八粒，冷水にて用ふ.理務多忙の人，読

書生徒等は必ず毎朝暮，錠は二箇，丸は十五

粒づっ用ふれば精思を爽やかにせしむ旅行の

人毎朝暮用ふるときは山療に威る憂なし，癒

症には宵に錠五箇，丸は三十八粒水一合五勺

入れきっと煎じをき翌朝あたためずに用ふ.

姦の毒あるいは諸病によし又は火傷には水に

てとき用ふ.又馬の病にて呼吸悪きには錠は

十箇，丸は七十六粒水にときて用ふ.流行病

のあるときは毎月二箇， 丸は十五粒ずつ預防

に用ふベし.

錦袋園の主成分は阿仙薬とされ，それにつ

いて，知客須知寮幻にこう記載されている.

「阿仙薬茜草科に属する薬用植物.高さ十米

余に達する喬木で葉は狭長の単葉を数多く有

する羽状複葉で花は黄色穂状で各花は一本の

めしべを囲んで沢山の雄しべがあり花の主た

る部分をな lしている.果実はそれぞれ内に固

形扇平の種子がある.これを細割りしたもの

を温浸し，その浸出液を蒸発乾固したものを

阿仙薬といふ.阿仙薬 KateChinガンビー

ル阿仙薬，ベク阿仙薬の二種あり .前者は印

度に産する茜草科植物より製する.褐色又は
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暗褐色塊， ときにその味収数性にして，やや

苦く後徴やかに甘味がある.主成分カテピン

にして，葉酸をも含む.止血剤，収数剤の目

的に慢性下痢，内部器官の出血に用ふ.阿仙

薬樹，主と して印度のベグ地方に産するマメ

科植物アカシヤ属の一種で重硬，強靭，耐久

力に富み産地では器具，車輔の枕木な どに用

ふ.この樹の心材は多量にタンニンを含み，

これを温水にて浸出して阿仙薬を製し， 薬用，

染料，その他， タンニン剤の用途に供するJ.

4. 了翁禅師の生いたち

勧学寮(図書館〉の祖であり ，47個の寺院

と21個の経蔵を建立し錦袋園を世に出した了

翁禅師の生涯については，これまで，その弟

子の了源，了観の2人の手記があるのみであ

る.しかし， いずれも雑多に記録したもので，

了翁の一代の功績を伝えるには不十分といわ

れている.こうした状況を踏まえ，了翁禅師

の生涯をより正確にした略伝が明治40年に発

行され，京都府宇治市黄柴山万福寺に保管さ

れている.

了翁禅師は，寛永7年(1630)庚午 3月18

日午時，羽川|仙北尾勝郡八幡村(現在の秋田

県〉に生まれた.家は貧困で，父母は男児誕

生を喜んだが衣食に飢え，母乳も満足ではな

かった. 2歳のとき，母親が帰らぬ人となり，， 

父子が残された.乳離れしない子供を残され

た父親は乳を得るあてもないため， 養子に出

すことにした.しかし，その年，養母がこの

世を去り，続いて養父も没した.また，突の

父のもとへ帰ってはみたが，家はあいかわら

ず貧困のどん底にあった.飢えをしのぐため

伯父の家に引きとられ救われたが，しばらく

して，伯父，伯母が相次いで没した.了翁禅

師八歳のことである.また，父のもとへ帰る

が，養子に行く先々が不幸に遭うため，禅師

の姿を見るのを人々は恐れるようになった.

12歳のとき，親族会議で，出家させれば飢え

を凌ぐことができ，経文を諦読することによ

り過去の罪を払拭できるとし，同国岩井河に

ある龍泉禅寺にあずけることに決ま った.そ

のとき，近所に加州(石川県〉の浪人，斉藤



自得が住んでおり，日頃から寺院に参拝し，

寺との知遇も浅くはなかった.寺僕となる幼

い了翁禅師を見て，この幼童にも何らかの長

所があるといい，仏弟子にするよう和尚に懇

願した. 了翁禅師は斉藤自得の好意により，

羽州龍泉禅寺に身を寄せること にな り，仏教

の世界で人生を送るス ター トを切ったのであ

る. 寛永20年 (1643)，14歳のとき大願をた

てる.奥州平泉に藤原秀衡(ひでひら〉が入

道の際，建立した光堂があるが，その中に納

められていた一代蔵書がし、つの時代にか紛

失，散乱し， 国中の社寺に六七軸，また民家

に二三巻散在しているのを見て了翁禅師は心

を痛めていた.藤原三代は東夷を支配下に置

き， 繁栄の基礎を築き珍宝を貯え，とくに，

秀衝は金銀珠玉を散りばめた光堂を建立した.

仏師を南部より招き仏像を作り，三買に帰依

し奉った.蔵書は善美をつくし，なかには他

ではみられない貴重なものも見られた.しか

し， 世が移り変わり，これらの経蔵は散乱し

て見ることができな くなった.了翁禅師は光

堂の蔵経の散逸を遠近に求め，その六巻を返

納した.禅師は自らの身を顧み，知識の貧し

いことを憂い，また末代のためにも一世の聞

に一代蔵経を収集する大願をたてたのである.

正保元年 (1664)，15歳のとき，巴上の鎮守

八幡大神宮に参詣し， 誓願成就を祈った.一

代蔵経の収集を禅師一代の希望とし，神仏に

祈願し東奔西走し，正保4年 (1647)，18歳，

初めて故郷を出て，同国米沢亀岡の大聖堂に

参龍し，こ の年を終えた.慶安元年 (1648)，

19歳の年，大願はなかなか果たせず，心身が

もうろうとなり，それに耐えられなくなっ

た.そのため，臨済宗雲居和尚慈光不味禅師

に五戒を受け帰郷した.その後，秋田天徳寺

堂頭和尚の参徒となり ，上州白井の双林寺に

出向き修業を積む.故郷を出て 3年後父親，

の老表は激しく，大願成就のため日夜の苦し

い修業のときも，年老いた父親のことが気に

かかった.すでに，田畑，家財などを売りと

ばしており，父を養う糧は何もない.遠く離

れ，朝夕，了翁禅師fi父親を思った.父を助

けるため，江戸へ上り，朝夕，托鉢し，諸人
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から施しを受けあるいは乞われて経惟子を書

き写したり，また，他人の米をついて銭を得

るなどして 3両を貯え，これを父親のもとへ

送った.これにより，禅師の心は安らかにな

った.

5. 隠元隆請の来朝

承応元年 (1652)，同志から中国の大禅師

隠元隆碕が来朝することを聞き，承応 3年

(1654)に船で肥前〈長崎〕に渡り，隠元大

禅師の着任を待った.隠元隆E奇3) は豊臣秀吉

が朝鮮に改め込んだ文禄 2年 (1593)に中国，

福建省福州府，福清県で生まれた.当時，中

国明王朝が倒れ清王朝が成立した動乱期で、あ

った.29歳のとき，故郷近くの貰柴山万福寺

で剃髪し僧となり，宗祖臨済義玄などの高僧

のもとで厳しい行を積み，自らも高僧となっ

た.その頃，日本は徳川幕府の基礎も固ま

り，宗教については，その力が強くなること

を防ぐため僧の格式や本寺末寺聞の主従関係

を定めた寺院法度，檀家制度を実施させた.

そのため，仏教界からは名僧も出ず沈滞ムー

ドだったが，社会，文化は安定しており庶民

からの反発もなかった.ただ，一部，僧のな

かには仏教界の沈滞を嘆き禅風の刷新を求め，

明(中国〉から書物を取りょせる僧や明に渡

ることを志す僧もいたが，鎖国のため出国は

困難だった.中国の仏教書に触れるには肥前

の寺にいた，わずかな中国僧に頼るほか方

法はなかった.肥前に在住する中国僧は日本

の僧を指導するだけの力はもっておらず，中

国の高僧の来朝が進歩的な僧の悲願となって

いた.隠元大禅師はこうした状況のなかで，

度重なる招請により，承応3年 (1653)長崎

に到着する.最初は興福寺，宗福寺で全国か

ら集まった禅僧を指導.3年間の期限付きで

一応の役目は終わったとして帰明する予定だ

った.とこ ろが，万治元年 (1658)，江戸に

上り四代将軍，徳川家綱に謁見したとき，家

綱が京都近郊に寺領を提供することを申し出

た.これにより 隠元は日本での永住を決意し

た.寛文元年 (1661)，京都の東南，宇治に

寺院を聞き，故郷と同じ寅柴山万福寺とした，



7翁禅師は隠元大禅師の大訓を得るようにと

喜び勇んでいたとき，大病にかかり病状は日

に日に悪化していった.薬石の効果もなく，

l隠元大禅師に会うのを諦め佐賀の知人に身を

寄せ，そこで加療することになった.しかし，

病は全治しないため，江戸へ戻り治療を続け

たが，いっこうに良くならず日ごとに衰弱し

ていった.こ のままでは命がいつ絶えるとも

知れないため，病躯を起こし故郷の羽州へ帰

省した.羽州の故郷で老衰の父と再会，これ

までの修業と，その間，大病に擢るなど， 1も

う二度と逢うことはできなL、」と父に別れを

告げ故郷を跡にした.明歴3年 (1657)28歳

のとき，厳しい修業により大病から解放され，

この年，隠元大禅師が摂州富田(大阪府〉の

普門寺に招請され，教えを開いていた.これ

を聞いた了翁禅師は杖を頼りに普門寺へと足

を運んだ.隠元大禅師の門に入り，教えを請

う.このとき，法力を請うと隠元大禅師は

「無」を了翁禅師に示した.寛文2年 (1662)，

33歳のとき生死輪廻を究めると淫欲に落ち着

く.その淫欲を振り払うため陽根を断った.

.50日の入浴により切りとった跡の傷は治り，

これにより忘念が消え，心眼が大きく聞けた

という .34歳の年，難行を続けたが，まだ，

足らないと感じ小指をくだき，油布をまとい，

仏前の灯火に移し，同侶 7人の前で般若心経

20巻を読んだ.煩悩を消すために行った陽根

の切断や小指をくだいたことがもとで発病.

それがもとで夢の中に開山如定が現れ，万病

錦袋園が世に出ることになる.薬の利益で了

翁禅師は大願の一代蔵書の収集に務め，観学

院を建立した.貞享2年 (1685)59歳，高野

山に経蔵の建立が許可され，了翁禅師は観学

坊権大イ首都法印を任命された.

6. 考 察

万病錦袋園は夢授により登場した薬物で‘あ

勺，その効果は名称のとおり，どんな病気に

も有効とされている.夢授により作られたと

いうのは非科学的であり，科学の発達した現

在ではその理解には苦しむ.夢のなかで錦袋

国を教えたという開山如定は中国の僧である
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ことからおそらく中国からの伝来によるもの

と考えられる.この薬が登場した寛文年聞は

徳川幕府の基礎固めが終わり，社会，文化が

安定し庶民の経済も比較的，安定していた.

ただ，医療に関しては信仰と深い関係があっ

たため，錦袋圃は大僧都が作り使った薬とい

うことで信仰と薬石が一致し庶民にもてはや

されたものと思われる.薬の効果もさること

ながら， 信仰というプラセボ効果も大きかっ

たのではなかろ うか.この時期，夢のお告げ

で、で、きた薬が，こ のほかにもある.太子山

奇慮、丸もその一つで，江戸中期，天和年間

(1681)に京都下京で創薬されている.信心

深い松屋奥兵衛が夢のなかで「明け方，門口

に薬匙と処方を置くから，それをもとに薬を

創り，世の人を助けよ」とのお告げを受けた

というものである.この処方も古い中国の処

方にあり，夢のお告げは作り出された話では

ないかともいわれている.錦袋固にしろ太子

山奇慮丸にしろ，呪術的な色合いが強い.当

時の庶民は薬にそうした呪術的な要素を求め

たのかもしれない.となれば，錦袋園は一つ

の薬文化を作ったのではないかと考えられる.
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Summary 

"Kintaien" was offered for sale as field 

medicine early in the Edo Period. It grew 

more and more popular and became the 

golden remedy in Edo city. This medicine 

was made by Ryoon Zenzi. It was said 



that Kaizan Nyotei， a Chinese high-ranking 

priest， appeared in his dream and taught 

him its ingredients. In those days， the 

political situation was stable and medical 

treatments had religion. The common 
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people praised “Kintaien" much to do with 

because a high priest made it. Ryoon 

Zenzi made a profit of 3000 ryo in six::i 
years. He collected books and built a 

library called “Kangakuryo". 
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精鋳水の広告と売薬論争

天野宏*1 斉藤明美ペ 杉原正泰*2

The Advertisement of “Seikisui" and Discussion about 
the Patent Medicine 

¥ 

Hiroshi AMANO， *1 Akemi SAITOU料 andMasayasu SUGIHARA *2 

(1989年4月 14日受理)

1.はじめに

精錆水を世に出した岸田吟香は明治初期の

日本のジャーナリズムの祖でもあり，薬の販

売にあたり新聞をうまく利用した.わが国の

日刊紙の先駆となった横浜毎日新聞の創刊間

もない号に精鈴水の広告を出した.その後，

東京日日新聞で明治天皇の東北巡幸記を連載

したり，台湾征討にわが国初の従軍記者とし

て加わるなど，その名を広め東京日日新聞に

も精鋳水の広告を出したりした.また， ジャ

ーナリストであることから，政府高官に知己

が多く，その関係を利用し県令により精錆水

を宣伝した.こうした一連の行動に待ったを

かけたのが福沢諭吉で‘ある.当時，福沢は時

事新報の編集に携わり，売薬の効果を疑問視

する売薬論を展開し，精鋳水を名ざしで非難

した.その後，何度か続報を出し徹底的に論

陣を張った.これに対し岸田吟香を始め当時

の売薬業者は反論し訴訟問題にまで発展した.

当時の文献を入手，調査分析したので報告す

る.

2. 横浜毎日新聞の精錆水広告

明治に入り， 日本の社会，文化は大きく変

わった.欧米の影響を受け，街にはガス灯が

つき，行灯がランプに変わり，東京銀座には

洋風の建築が出現するようになった.こうし

た動きのほかに，新聞 ・雑誌などが創刊され

た.その背景には明治 3年 (1870)，本木昌

造が鉛製活字による活版所を設立したことに

より，印刷が容易にな ったことがあげられる.i
明治 3年 (1870)，日刊紙の先駆である横浜

毎日新聞が創刊された.新聞人である岸田吟

呑は新聞が広く一般大衆に影響力を持つこと

を知っており，創刊間もない横浜毎日新聞に

精錆水の広告を出している.明治 4年 8月18

日号 (1871)に十段ほどの文字広告が掲載さ

れている¥) まだ，記事が少なく，ところど

ころ，余白が見られる紙面にひときわ目立っ

ている.それには，こう書かれている.I御

めぐすり，こ の目薬はアメリカの名醤ヘボン

先生より停法の良剤にて世にありふれたる売

薬の類にあらず，大瓶代金蓋朱， 小ビン周囲

百五十文， 買弘所，蒸気松屋，岸田銀次J.

岸田銀次は岸田吟香の本名で，蒸気松屋とは

当時，江戸横浜聞に定期乗合船を営業してい

た海運業のことである.岸田吟呑は精錆水の

販売と同時に15馬力の小蒸気船を買い稲川丸

と命名し毎日 2時，江戸横浜聞に定期船を運

判日本薬史学会 The Japanese Society 01 History 01 Pharmacy. 
*2 東京女子医科大学薬剤部 Division 01 Pharmacy， Tokyo Women's Medical College. 8-1， 

Kawada-cho， Shinjuku-ku， Tokyo 162. 
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ているJ.県令とは県の長官，いまでいえば

知事に当たる.知事が精鋳水の宣伝を行った

ということになり，現在では考えられないこ

とではあるが，当時はこ うしたことも通用し

たというわけだ.

さらに，明治9年 9月6日の横浜毎日新聞

にはイラスト入りの本格的な精鈴水の広告

(図1)を掲載しているお.明治 3年の広告と

は比べものにならないほどで，四段の紙面の

うち，そっくり一段を占めており，他の文字

のみの広告に比べ目立つ.内容は次の ように

なっている.

「目薬，精鋳水，岸田吟香謹製，コノ御メ

グスリハ美国ノ大醤平文先生ヨリ直侍ノ名方

ニシテ世間ニアリフレタル買薬ノ類ニアラズ，
タチ

一切ノ眼病ニ用ヒテ忽マチ其功能アルコト 奇

妙フシギノ目薬ナリ抑々人ノ身体が内ニテ目

ハ尤モ大切ニシテ且ツ傷ミ安キ所ナレパ少シ

ニテモ限病ノ 気味アリト思フ時ハ早ク此精鋳

水ヲ用フベ シ若シ油断シテ手後ト成ル時ハ忽

マチ病毒増長シテ速力ニ治リ難キナリ 故ニ

誰人ニ限ラズ平生コノ目薬ヲ用意シ置コト肝

要ナリ 東京ソノ外各地ニモ取次所コレ有リ

候間御求下サルベク若シ取次買弘メ成サレ タ

キ御方ニハ私方マデ御申シ越シ下サレ候ヘパ

早々 精鋳水項験書ナラビニ買弘方規則書等

航させていた.精鋳水の広告を出した同じ日

の横浜毎日新聞に，蒸気イナガハ船の値下げ

の広告を出している. その後，海運業から手

を引き精錆水の販売に力を注いで行った.

明治6年 (1873)，東京日 日新聞 に請われ

て入社し，平明達意な文章で読者を集めた.

翌年の明治 7年 (1874)，台湾討軍に従軍記

者として参加し，その模様を紙面に連載し，

その名をますます，広めていった.明治 8年

(1875)には，東京日日新聞にはフリ ーラン

サーの形で出勤するかたわら銀座2丁目 に

楽善堂薬舗を設け，本格的に精錆水を販売す

るようになった.東京日日新聞に精鈴水の広

告文も出した.さらに，仕事柄，政府高官に

知己も多く，その人達をうまく利用し宣伝し

た.報知新聞(昭和 5年 5月23日号)2) の家

憲物語48回の「我が国最初の眼薬，精鈴水の

発端神酒徳、利に入れた時代から，正直を売り

物の岸田吟呑一家」の記事で，三代目吟香が

次のように語っている.

「明治 9年，明治天皇が東北御巡幸の折は

新聞記者の名で屋従(こじゅう〉し，首時の

大官たとえば伊藤博文公などみんな自分の知

己であった関係を利用し， )際令を呼び出して

精鋳水の宣伝を した等乱暴な話であるが，お

かまひなしにやるところ翁の性格が躍如とし
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横浜毎日新聞，明治
9年9月6日の精鋳

水の広告の一部

図 1



ヲ御覧ニ入レ申スベク且ツ御望次第精鈴水御

送ニ届ケ申シ上ベク候是敢テ一己ノ利潤ヲ謀

ラントスル非ラズ柳力以テ世人ノ幸福ヲ補フ

所アラン コトヲ巽フ而己J.

精鈴水そのものの宣伝と拡脹のため取次庖

をも募った広告である.さらに，代金のこと

や，発送の仕方，看板などについてこと細か

に書かれており，その概略を以 下に示す.

「代金は大取次，小取次も現金決算で，必要

とする本数をその都度，注文すること.運賃

は取次が負担しその分，¥定価を高くして売

って欲しい.精鋭水は西洋の大医が多年，試

験研究して発明した無色透明の水剤で、あるた

I め高価である.世間通例の売薬とは非常に異

なるため，その点を理解して欲しい.

精鋳水の看板や引札を必要とする場合は，

姓名を入れたものを提供する.詳しくは規則

書に記載しであるので，郵便で，東京銀座一

丁目一番地岸田吟香まで請求のこと」こう

した精鋳水の広告は庶民に大きな影響を与え

たことはいうまでもない.明治初期，医師は

少なく，売薬は庶民にとっては欠かせないも

のだった.とくに，精錆水は外人医師の開発

した，いわば洋薬であり魅力あるものだった

ことが考えられる.精錆水のほか宝丹，仁丹，

浅田飴，実母散などの売薬も庶民の要求に応

え，大量に発売され，売薬ブームを巻き起こ

した.

3. 売薬印紙税規則の公布と時事新報

政府は効果が不確実な売薬のブームに歯止

めをかけるため何度も売薬規則を検討してき

た.売薬ブームで業者間の競争が織列になり，

事実を歪曲して宣伝し販売する所もでてきた

からである.明治 10年 (1877)，売薬規則を

布告.翌年には規則を一部改正し，明治15年

10月27日 (1882)，太政官第51号で売薬印紙

税規則が公布された.これは売薬の定価に 1

割の印紙税を課税するというものである. 十

銭のものは一銭の印紙を貼付するというわ

けだ.時事新報の福沢諭吉はこの規則を全面

的に評価し明治15年10月30日の時事新報で論

障を張った4) 書き出しは「太政官ハ第五十
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一競ヲ以テ質薬印紙税ノ規則ヲ布告シテ寅薬

ノ定債一銭マデノモノニハー厘ノ印紙を貼シ，

二銭マデハ二厘，三銭マデハ三厘，以上同様

の割合ユシテ品物ノ定債一割ノ税ヲ課スルノ

法ヲ定メラレタリ新ニ課税トアレハ随分世間

ノ論柄タル可キナレド我輩ノ所見ニ於テハ此

新税法ヲ以テ甚タ嘗ヲ得タルモノト断定セザ

ルヲ得ズ」で始まり，売薬は病気に対し効果

はないが，ただ，医薬が備わっていない僻地

では心理的な慰めになることや，売薬印紙税

の税額は国民の幸福に利用すべきであること

を延々と述べている.その概要は第ーとして

「売薬は人の病気に対し効果がない.効果が

あるほどの薬品であれば誤用により害が現れ

るため政府は販売を許可しない.無効無害の

売薬は服用しても， しなくても良い.水やお

茶を飲むのと同じであり，胡叡のように香を

臭ぎ噛むのと同様のものを売薬として発売許

可されている.名称は薬とな っているが，病

気とは関係のない売物である.税金をかけて

その品物の売買を規制することは人身に一豪

の害を与えるものではない」ことをあげ，売

薬の無効を説いている.第2では，売薬のプ

ラセボ効果ともいえる点について言及してい

る.

「売薬は事実，無効だが寒村僻地で医薬の

入手が不自由な所では，これを服用すること

により心が慰められる.薬の効果というより

薬という名称が心理的に働き効果が現れるこ

ともある.課税のためにその効果が減ること

はない.売薬業者は課税されたからといって

値段を上げてはならない.課税のために，い

ままで十銭の品が十一銭とした場合は一銭分

の薬効を増すべきであるJ.第 3では衛生上

の問題にまで触れている.

「今回の課税は売薬を禁止するのが目的で

あるとか，歳入を増やすためのものだとの議

論がある.ただ，歳入を増やすためだけの処

置であるのなら良法とはいえない.私が推測

するところによれば，今の社会の人の智恵で

は売薬の流行は決して抑まらないと信ずる.

人の考え方が進歩すれば売薬の売上高も減少

していくことだろう.一般の人は意外に売薬



が無効であることを知らず，それを信じてお える」

り愚なことである.まだ，これらの薬を欲し

ても金がなく買えない人が多いが，産業が発

展し国民が豊かになれば，売薬を買う人は次

第に増えることは明らかである.学聞を身に

つけ，物事の原則真理を探究し，売薬が無効

であることを知っておかないと数百年後に悔

やむことになる.

そのためには，経済を論じ政治の利益と損

失を話しながら，流行の売薬，洋医の薬，漢

医，洋医についても考えるべきだ.わが国は

近年，文明は進歩したというが，学問の上で

は今日まだ暗黒未明の世界であるといわざる

を得ない.暗黒の世界において売薬の流行の

勢いを抑えようと しても十数年はかかる.売

薬の課税は少しも人身に害を与えず，また，

人情を傷つけることもない.売薬が相変わら

ず増え新税額が減少しないことは国のために

不幸なことだが，不幸の税額を国民の幸福の

ために使ってもらいたいものだ.

わが国は今，衛生法が不備であることはし、

うまでもない.国民の食物の種類を調査し，

有益な食品を勧め，外国の薬のみに頼らず，

わが国で生産した薬品を利用し，本邦固有の

病気を研究し特にその治療法を開発すること

だ.飲料水の供給を便利にし，衛生上の全園

地図を作り健康な地域と不健康な地域を区別

し流行病の有無を検討するなど一国の大事業

を行な うべきである.この事業を行う には，

医師を広く集め医学会議を聞き，各地方に医

師を派遣する必要がある.これらの費用に今

回の売薬印紙税を充てることは，まさに不幸

の金を幸福のために利用するものであるJ.

最後をこう締めくくっている.そこには，暗

に岸田吟香を批判しているとも思える文面が

ある.概略はこうである. r終に一言，付け

加えると衛生を怠って，自ら禍ちを招きその

禍ちを他人に巻き散らし世に害を与える者は

無学無智によるものである.その人物を評す

れば，売薬を自ら服用し，それに甘じるよう

な愚かな人達に多く見受けられる.それゆえ，

売薬税を国の衛生法に費せば，結局はこれら

の人達が自費で行なうことに他ならないとい
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4. 福沢諭吉の売薬論

福沢諭吉は売薬を徹底的に追求しており，

時事新報は明治15年11月18日に，論説欄で，

五年前に福沢諭吉が書いた売薬論を再度掲載

した匂. そこでは岸田吟香を売薬師新聞記者

と表現し槍玉にあげている.ちょうどそのこ

ろは岸田吟香が前述したよ うに新聞広告を利

用し精鋳水を大々的に販売していた時代でも

ある.時事新報の論説は以下に示す書き出し

で位台まっている.

「左ノー編ハ五年前福沢君ノ起草シタル買

薬論ヲ抜抄シタルモノナリ近日買薬税則殻行

ニ付或ハ世論アルガ如シ五年ノ久シキ本論ヲ

見サ'ル人モ多カ ラント思ヒ更ニ本日ノ論説欄

内ニ記シテ江湖ノ注意ヲ促スモノナリ」時事

新報の売薬に対する取り組み方の凄さが感じ

られる.この前文の後に福沢諭吉の売薬論が

展開されている.その内容の概要は次のよう

になっ ている.

「売薬の流行は誠に驚く べきことである.

この年の三月初旬まで免許された薬方の数は

三万九百九十一種に登り，そのうち九百六十

一種は一月から二月までの六十日間に願い済

みになったものである.それらの薬方の中味

を聞くと，猫の子の黒焼，蛇の首の干物があ

り，なお，ひどいものには火葬場の油煙，便

所の凝結もあり，鼻汁に等しい水薬に耳の垢

に等しい散薬など気持の悪くなるものが多い

これより，少し薬らしい薬といえば葛粉など

を基にして様々な雑物を手当り次第に引きま

ぜ薄荷油，廊香を使い舌の先と鼻に突込んで

売り付ける趣向である.

売薬が役に立っか立たなL、かは今更，言う

までもない.人の病はそれぞれ異なる.医者

は診察するとき平生の身の有り様を聞いて，

当日の容体の変化を尋ね，容貌顔色，言語，

呼吸の状態などを事細かに聞きだし，これな

らばと思う 薬を与えても，まだ不安があるも

のである.医者の心配は病の診察と調剤にあ

る.それに比べ売薬とは一体，何であるか.

万病すなわち， 震乱(かくらん ・日射病のこ



と)，中風血目， J閥目(ただれめ)，血の道，

痘搭，頭痛，仙気などに内服しても外用しで

も良いとは何とも疑わしい.乞食のお椀であ

れば銭を入れたり，米，茶を入れ食事に使っ

たり，樗務(ちょぼ〕あるいは枕の変わりに

なり，一つで何もかも間に合わせることがで

きる.

万用ー椀ということになるが，売薬の万病

ー薬は受け取り難い.古着を買っても身丈に

合わないこともあり，一剤の薬で万病に合う

はずはない.売薬は役に泣たないのに，流行

するのは驚 くべきことである.薬方の数三万

九百九十一種にして受売鑑札の数は明治十年

十二月まで八万二千五百九十四枚となってお

り，この三万九百余の製薬は八万二千余の受

売人が毎年どれほどの利益を得ているのであ

ろうか.非常に安く見積も っても，薬方一種

の利益を平均百円として，三百万円にもなる.

この三百万円は日本人が毎年，猫の黒焼や鼻

汁に似た薬に払う金額である.まことに愚か

なことである.売薬はA岨〈まじなし、〉と同

様に愚民の気休めである.政府がこれを許し

ておくのも毒にも薬にもならないと認めてい

るからで，世間のパカさ加減を見物している

のである.結局は国民の智恵が付くまでは何

とも仕方がないとしている.政府が個人のと

ころまで入っていくことはできず，また，売

薬業者も商売としている以上，それを奪うこ

とはできない.

三万九百の薬方はひとつとして役に立たず，

無益無用であることが明白であることがわか

っているのに，世のため，人のためと 言って

売ることは控えるべきだ.無用である薬であ

れば政府が売薬を一切禁止してはどうかの議

論はある.しかし，寒村僻地の医者のいない

所では売薬を当てにして病人を介抱する人も

いる.その薬に効果はなくてもそれで安心す

れば，それが売薬の功能といえばいえる.世

の中は少しずつ道理に近づき愚かな挙動は次

第に減少してきている.すでに政府は売薬に

税金をかけて売薬流行の勢いを抑えよ うと し

ている.

学者医者はこの政策が愚民を困らせるため
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のものではなし売薬に対する啓蒙であるこ

とが本意であるのを知っている.ひとつの村

で売薬が無効であることを知り，医者に額む

人が一人でもあれば，その考えがもう一人に

伝わり知識の進歩となる.日本人であれば，

愚昧の域から脱することに勉め，一生涯で出

来なければ二代， 三代で達成させる よう日夜

心配することは正しいことである.今，売薬

を捨て，医師に診察を受けようとしても，そ

の数は少ない.東京でも良医を見つけるのは

難しく，まして寒村僻地では親の病気に隣村

の医師を迎えると いう.

その医師はどんな学聞を行ってきたかわか

らない.一部の医警のみを読み，それが傷寒

論で，使う薬が草板木皮であれば家伝の秘薬

と閉じでこれは，また売薬師に等しい.売薬

を用うるのであれば，何も医師によらなくて

も売薬の庖から買うことができる.売薬の中

には稀に少し効能があるものがある.下剤，

止下剤，健胃，鎮痛薬などは中ぐらいの効果

があり，僻遠の薮医者の治療と伯中すること

もある.

これは世間の薮医者にと っては恐るべき こ

とで，これらの医者は売薬師と同じと見られ

ても致しかたない.医者の名があれば日頃か

ら多少の患者に接して白から臨床に望むこと

が必要である.臨床は医術のなかで最も大切!

なことで，その証拠には年来の漢医と洋医の

治療をめぐる争いで，漢医の治療は病に適す

ることはあるが，学問の巧拙がない. 日本の・

医学の今後を考えたとき，医師の投薬する薬

も売薬庖の薬も同ーのものにすることは望ま

しくない.今こそ売薬の流行を鎮め，医学の

進歩を奨励すべきである.売薬の流行がどれ

ほど強ま っても，この薬で満たされることは

言うまでもない. 十中まれにー，二の病気に

適していたとしても，八，九の損失を償うこ

とはできない.

百のうち百，効かないものが多い現状では，

効果を期待し量を増やすことも考えられる.

天下にー名の良医が養成されれば一分の実益

を得る.良医を養成する方法としては田舎の

医者を真の医道に入ることを勧め，その人が



出来なければ子息が入ることも考えられる.

医学が進めば実益が増えるが，売薬が進めば

それによる損失の方が大きい.そのためにも，

売薬を捨て医学を興すことの方が大切であ

る.J売薬がし、かに無益であるかを延々と説

いた後に，福沢諭吉は岸田吟呑を槍玉にあげ

て売薬論を締めくくっている.r今ノ買薬師

新聞記者ノ如キ既ニ圏内ニ於テ上流ノ地位ヲ

占メ其地位ニ居テ暗ニ買薬ノ流行を煽動スル

其所業は取リモ直サズ醤学進歩ノ妨碍ヲ為シ

公益ヲ謀ルノ表面ヲ以テ其裏面ノ質ハ却テ之

ヲ害スル者ニ非ズシテ何ゾヤ其罪決シテ逃ル

可ラズ故ニ田舎醤ヲ拙ナリト云フノ論ハ以テ

賀薬ノ流行ヲ許スノ口貰ト為スニ足ラザルナ

リ.J 
この福沢諭吉の売薬論は大きな影響を与え

た.売薬業者は結束し営業妨害，名誉棄設と

して品川治安裁判所へ訴えを起こした.その

経違を東京横浜毎日新聞，明治15年12月1日

号はこう報じている日.r買薬鎌ひを以て名を

得たる三田の時事新報記者は去月中其論説を

以て買薬の巧能なき&;とを論せしに朝野新聞

にこれを駁し一時世人の注目する処となり し

が遂に府下同営業人は其影響により大に損害

を豪むりたりとて同新報社と営業人の聞に紛

議を起こし屡々掛合のありし よしなりしが折

合の付かきりしと見へ買薬人二十二名は代言

人松尾清二郎氏に依頼して愈一昨二十九日該

社を相手取品川治安裁判所へ拾万国の損害要

償を出訴せりといふ其結局は如何なるべき

や.J
福沢諭吉の売薬論に対し岸田吟香の反論は

みられない.おそらく融通無碍，こだわりの

ないもって生まれた性格によるものと思われ

る.あるいは，岸田吟香が東京日日新聞に紙

面を飾ったのは明治12年(1879)で，その後

東京日日新聞と縁が薄れ，その年の初夏には

「脳病」の兆候があり，伊香保温泉で静養す

るなど50歳前後の年齢になっていたこともあ

り，それだけの気力もなかったのかもしれな

札、7)
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5. 福沢諭吉の売薬論第2弾

売薬業者の訴えに福沢諭吉は受けて立ち，

明治16年 1月26日8) 27日町の両日の時事新

報に再度，売薬論を展開した.前回と異なり，

慎重に学問的な立場で売薬の無効を説いてい

る. 1月26日号の内容は次のようになってい

る.r病とは肉体的，精神的な変化によって

起こるものをいう. 薬は内服，外用すること

により，変化した体の状態を元に戻すべき効

力のあるものをい う.薬品の種類は多いが，

一般の人がこれを服用すると大抵は害になる.

また，病に陥っているときでも薬によ っては

害を起こすものがあり，これを劇薬といい，

阿片剤や水銀剤がそれに属する.こ に反し，

アラピヤゴムなどはその効果がきわめて緩漫

であり，一般の人が服用しでも害はなく，滋

養に有効されている.薬効の有無はそれを服

用する人が判断すれば良い.一般にどんな薬

品も服用する人の体質などを考慮すべきであ

る.必ず病の状態を詳しく調べそれに合った

薬を用うるべきで，身体と薬剤の関係は密接

であることを知ることが必要である.

病は前にも触れたように体質，肉体的，精

神的な変化によるもので，千差万別である.

各病態に応じて治療するのが原則で，ある変

化にはこの薬といった ようにすれば元の体に

戻る.薬を用いるときは医術を要し，病の診

察はむずかしいものである.昔風の医師が患

者の脈や腹部を按えて診断するのは間違いで，

診断するときは，腹部を按えることはもちろ

んのこと，まず， 顔色容貌を診察し年齢，職

業，病歴， 日常の噌好，発病前の状態，発病

後の症状などを聞き，さらに父母兄弟などの

血縁の健康状態を尋ね，祖先は短命だったか，

何か特別な病気に穫っていなかったを糾す.

その後，患部を触診し，器械を使い診断し，

家族歴などを勘案して総合的に判断し，投薬

すべきである.そ うして始めて薬が効果を現

し有効な薬といえる.

学聞を備えていない者はこのことを理解す

ることは難しいかもしれない.良医は患者が

来ても簡単に治療せず，現症と前後の事情を



検討し診断をつけそれに応じて治療を行な

うJ.福沢諭吉はいかに正しく診断するかが

重要であり，診断を誤れば薬を服用しでも無

効であることを強調しているのである. 1月

27日号では売薬は医学的にみて，その効果が

不明瞭であり，売薬師は患者の状態を見ずに

薬を売るため問題があると指摘している.そ

の論調は最初の売薬論に比べ緩和にな ってい

る.内容を以下に示す.

「薬剤を有効に使うには，診断を適確にし

て服用量，服用時聞を誤ちないことである.

このことを読者は了解したことと思う.薬剤

は医師の診断のもとに服用すべきである.こ

れに比し売薬は医学的にみて¥，、かなる薬

剤であろうか.効能書を見れば，ほとんど，

万病に効くとされている.万病とは誰の診断

によって付けられたのだろうか.売薬師は患

者の病症を見ずに，遠隔地まで売っている.

その使い方によっては問題もでてくる.たと

えば，売薬の効能に“頭痛によし"と書いて

あるのを見て頭痛に悩む人が服用したとき，

効く人もあれば効かない人もある.頭痛は一

種固有の病ではなく，原病があって起こるも

のである.頭部の打撲， リウマチなどにより

血液の異常からくる もの，婦人の産後の貧血

によるものなど多種多様である.

医師はその原因を探り頭痛の治療を行なう.

頭脳に血液が溜まった充血の頭痛であれば頭

部を水で冷やし貧血による頭痛には酒精の

薬品を使う .頭痛のすべてにひとつの薬剤で

効果が期待できるものではない.暴飲暴食で

長い間，胃部を患い頭痛持ちの人が売薬を服

用しでも効果がない.身体に無用の薬を入れ

ることは，我住宅の一部を無用の客に貸すこ

とと同じである.その客が無効であれば寛大

に許すこともできるが，反対に有用の薬を誤

用すれば病勢を助けることになり，悪客に座

を貸して乱暴されることにもなる.薬は毒で

あり毒は薬であるということもできる.Jこ

の号でも福沢諭吉は岸田吟香を通俗酒落ノ先

生と表現し批判している. r売薬師及ヒ売薬

ニ心酔スル通俗酒落ノ先生等ハ物理ノ原則ヲ

モ酒落ニ臨着シ医学上ノ診断ニ依頼セズシテ
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其薬ヲ有効無害ニスルノ法アリヤ・ーJ. さら

に，最後に売薬が有効であるというのなら理

論でそれを示せと強く迫っている.

6. 裁判は福沢諭吉の売薬論が勝訴

福沢諭吉の再度の売薬論も効果はなく 3

月3日，判決が出され時事新報側の敗訴とな

った.これを不服とした新報側は控訴したが

さらに敗れ，大審院に上訴し最終的には勝訴

した.勝訴したのは明治18年12月25日で3年

に及ぶ裁判だった.判決が下った翌日， 12月

26日の時事新報は判決の結果を掲載してい

る10) r売薬営業損害の訴訟，時事新報第二

百二号の社説は売薬人等の営業に損害を興へ

たりとて四十余名の売薬営業者が時事新報編

集人を相手取り裁判所へ訴へ出で始審控訴は

両裁判所に於て時事新報編集人の敗訴となり

遂には右の社説を取消しさりしも時事新報編

集人は右の裁判を不当なりとし代言人浮田俊

三氏を以て去る頃大審院に上告したるに判事

中村元嘉氏の主任にて双方の対審を聞き尋て

も昨廿五日に至り大院に於て左の通り判決し

前裁判文は全く破棄されて時事新報編集人の

勝訴と相なりたりJ.

7. 考 察

明治の先覚者，岸田吟香は次々に新しいこ

とをやってのけた.ジャーナリスト出身だけ

あって世情をよく把み，それに見合った行動

をと った.精錆水の広告を新聞に出したのも

ジャーナリストとして新聞がし、かに一般大衆

に大きな影響力をもつかを十分に知っていた

からだと考えられる.ジャーナリストの立場

を利用し政府高官に精鋳水の宣伝を依頼した

ことは，現時点では考えられないことだが明

治の混迷期にあるいはそうしたことが通用し

たのかもしれない.ただ，岸田吟香のこうし

た行動を苦々しく思っていた人物は多いよう

で，その筆頭が福沢諭吉だったといえる.

福沢諭吉の時事新報での売薬論は明治初期!

の売薬を批判しているが，本当のところは同

じ言論界の重鎮でもあ った岸田吟香に自戒を

求めたのではないかと思われる.“売薬師新一



聞記者ヘ“通俗酒落の先生"の表現がそれを

よく現している.精錆水の広告は当時の社会，

文 化に一つの問題を提起 したわけである.福

沢諭吉は売薬を無効と決めつけ岸田吟香と同

じよ うに新聞を使い売薬論を展開した.しか

し 医療が貧困な時代に売薬が果た した役割

も大きかったと考えられる.薬は文化との関

係が深く ，精鋭水は明治初期，まさに売薬文

化を作ったといえるのではなかろうか.
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Summary 

Ginkou Kishida， who was a journalist， 

maked use of his position promoting sale 

of “Seikisui"， He advertised in the Yoko-

hama Mairiichi Shinbun which was the 

first daily newspaper in Japan and in the 

Tokyo Nichi nichi Shinbun. He had a wide 

acquaintance who were statesmen and he 

also made use of them promoting sale of 

it. Early in Meiji Era there were not a lot 

of Western doctors. Patent medicine were 

absolutely necessary for th巴 people.Taking 

the patent medicine was a boom at that 

time. The Goverment started out to regulate 

them. Yukichi Fukuzawa of the Zizi Shin-

pou carried his opinion “Patent medicine is 

ine任ectual".He criticized Ginkou Kishida 

because of the expansion of his business. 

His opinion influenced other traders who 

started a suit against Yukichi Fukuzawa. 

¥ 



薬史学雑誌

24(2)， 139~149 (1~89) 

ツベルクリン事始 め

小山鷹 ーー*1

The Discovery of Tuberculin-A Talk of the Beginning 

¥ 

Takaji KOYAMA刺

(1989年5月8日受理)

第 1章 ツベルクリンの創製

1. Robert Koch (1843~1910) 

コッホは， ドイツのハルツ山地にあるクラ

ウシュタ ールに鉱山技師の子として生まれた.

ゲッチンゲン大学で医学を修め1866年卒業，

しばらくは臨床医として診療所に勤務したが，

1872年東プロシアのポーゼン州のボルスタイ

ンで開業医となった.診療の傍ら顕微鏡に熱

中して炭痘菌を発見しこれが家畜の流行病

牌脱痘の病原体であることを証明して1876年

に発表した.これより細菌学者としての名声

が高まり， ドイツ政府は1880年帝国衛生院の

所員とした.そのため細菌学の研究に没頭で、

きることとなり， 1882年結核菌を発見し1883

年にはコレラ菌を発見し， 1885年にはベルリ

ン大学の教授となった.

1890年結核ワクチンであるツベルクリンを

創製した.コ ッホはこれは結核症の治療薬と

して開発したのではあったが，当初期待した

ほどの治療効果も挙がらず，副作用も強いの

で，治療薬としては間もなく消滅したが，結

核症の診断薬としてはいまなお使用せられて

いる.もっとも現在使用せられている物は，

当時のツベルクリン より タンパク質のみを精

製した PPD(purified protein derivative) 

またはさらに精製した PPDsで，非特異的反

応が少なし判定に便利になっている.

コッホは1891年伝染病研究所長に任命せら

れ， 1905年「結核菌の発見と結核に関する研

究」によってノ ーベル医学生理学賞を受けた.

2. ツベルクリンの発見

1890年8月，ベルリンで開催された万国医

学会で，コッホは「動物の結核を治療し且つ

不感受性とならしめる法」と題した発表をし

た1> 純粋培養した結核菌を殺菌して水と混

和したものを，健康なモルモットの皮下に注

射しても注射局所に膿潰をおこす程度にすぎ

ないが，あらかじめ結核菌を接種して結核症

としたモルモットに注射すれば， 48時間以内

に死亡する.しかし動物が死なない程度に注

射量を減らすと，結核菌接種部位に広がった

皮膚の壊痘を起こす.さらに注射液を稀釈し

て量を少なくしてしばしば注射すると，結核

菌を接種した部伎の潰療は縮小し， 遂に擁痕

を結び，腫脹していた淋巴腺は委縮し，病症

は回復に向かう .これこそ結核治療法の基礎

が得られたものであるとして，多数の動物実

験例を挙げて示した1>

当時と しては結核症は慢性の死病と怖れら

れ，確実な治療法はまったくなかったので，

コッホのこの発表は世界的に大反響をまきお

こした.すでにワクチンは完成していて即座

に結核を全治させることができる ようになっ

判 〒703岡山市原尾島 4-3-11(Haraojima 4-3-11， Okayama City 703). 
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ているとか，なぜこのワクチンを公表しない

で秘密にしているのか等々，過賞と非難の声

が高くな った.コッホは十分に試験を重ねて

世間に公表する予定であったが，やむをえず

自分の責任の一端を果たすためにと「結核治

療薬の報告」と題して，明治23年(1890)11 

月13日発行の独逸医事週報第46号号外で発表

したら2) その要旨は

(1) 肺虜療法の臨床試験はコッホの指導に

よってア ー ・リッベルツおよび軍医ドクトル

エー・ ブフ ールが施行しており，まだ終了し

ていない.施用したのは教授ブリーゲルの外

来患者， ドクトル ウェ ー・ レヴィーの外科

患者，枢密員フレンチェルおよび軍医エル・

キョーレルの慈恵病院患者，枢密員フォン・

ベル ヒマ ンの外科患者である.

(2) 薬液の製法は，現在もなお改良中であ

るので，後日発表する.ただし伯林北西区リ

ュネフソレゲル街28番館ドクトル アー・リッ

ベルツがコッホ及びプフールの指定で、この薬

液を販売しているので，有志の医師はここで

求められたい.

(3) 薬液は寅褐色澄明，そのまま保存すれ

ば変化することはない.用に臨んで稀釈する

ときは煮沸した滅菌水または 0.5%石炭酸水

を用いる.

(4) 薬液を内服しでも効果はない.皮下

(肩肝骨間，腰部〉に注射する.注射器はブ

ラバッツ製を用いてもよいが， コッホ注射器

(ゴム球付き， ピストンなし〉を使用するほ

うが便益である.

(5) 健康人または結核症以外の患者に薬液

0.1 ccを注射してもほとんど影響はないが，

結核症の患者に対しては強い作用を呈する.

この作用を一般反応と局所反応とに分ける.

(6) 一般反応は主として熱発作で，多くは

戦傑を伴って体温は 39~410 にも達する.同

時に四肢の望苦痛 ・咳欺 ・倦怠 .n恒l止等がある

ことがあり，まれには皮膚に黄痘 ・胸部頚部

に麻疹様の発疹を呈することがある.発作は

注射後 4~5 時間で始まり， 12~15時間継続

する.場合によ ってはもっと遅く発作して症

状の軽いこともある.患者は発作中違和を感
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じないし各症状が消えると却って前より 爽快

な気分になるという.

(7) 局所反応は狼箔(皮膚結核〉で最もよ

く観察せられる.注射により患部は腫起紅潮

L，熱発作時には最も激しく極点に達し，や

がて暗赤色に変わって壊死する.この変性部

は幅約 1cmの帯白色の線で固まれることが

あり，この線の周囲に大きな赤い環線を示す

こともある.解熱とともに患部の腫脹が減少

し， 2~3 日で消失する . 狼癒の病巣は装置液

痴で被われしだいに硬塊に変わり， 2~3 週

間で脱落し滑沢な赤色娘痕を結ぶに至る.

他の結核症特に内臓結核では見ることはで

きないが，結核病巣部位で‘は同ーの変化が起

こっているものと認めるべきである.

(8) 上記の反応は体内に結核がある限り

0.01 ccで必ず起こるものであるから，結核

症の鑑別診断には必要不可欠となる.

(9) この反応は動物種によりかなり 差があ

る.たとえばそルモットは同一体重あたりヒ

トの 1，500倍を使用しなければ同程度の反応

を起こさない.

同 ツベルクリン応用の眼目は結核症の治

療にある.

外科系結核症には，通常 0.01ccを注射し，

1~2 週間経って再び 0.01 ccを注射する.

これを反復してま ったく反応を示さなくなっ

て止める.

内科系結核症には，0.001 ccより始め，反

応が消退すれば漸次増量し最高 0.01ccまた '

はそれ以上に達せしめる.

ω 未だ組織学上の研究を終わっていない

ので詳かではなL哨L ツベルタリンはなお生

活している結核組織にのみ作用し壊死させて

治癒させるもので，結核菌を殺すものではな

い.壊痘質内の菌は生活環境の悪化のため死

ぬることもあるが，生存している菌は壊痘質

とともに身体から離れる.また生存菌が新た

に新組織に入りそこに病巣を作り，再びツベ

ルクリンに感じるようになることもある.

~~ ツベルクリンは結核組織を撲滅するも

のであるから，たとえば肺結核患者に対して

短時間に注射量を増加することができる.わ



ずか3週間で当初量の 5∞ 倍にも上げること

ができる.これは最初のうちは身体内に多数

の結核病巣があるため少量てー強い反応を起こ

すが，各注射ごとに反応を起こすべき組織が

しだいに消滅するので，同ーの反応を得るた

めには注射量を増加しなければならないから

であり，身体が薬液に慣れるためではない.

(l~ 肺結核治療法はできうる限り初期に施

行する必要がある . 初期の肺結核患者は 4~

6週間で確実に治癒に就く .ただし再発の有

無は未だ詳かではない.手や充進している肺

結核も治癒の可能性はある.重症に奏効させ

るのは困難ではあるが，新規の外科手術を兼

I 用すれば治癒の可能性は増す.

M ツベルグ リン療法を施行する際に，他

の治療法も兼ね.て行い，むしろツベルクリ ン

療法を補助として使用することが望ましい.

コッホの ツベル クリ ンに関する第ーの報告

は以上の諸項にまとめられる 1，わが， これは

待望のものであっただけに世界に大反響を与

えた.この発表の日こそは「独逸臣民の永く

記念に残すべき 日にして歴史上一大特筆すべ

き日勺 と讃える人もあり， ドイツ皇帝はコ

ッホに赤鷲大十字章を贈り貴族に列せしめら

れたへ

コッホの治療液は， コヒ 液 (Kochsche

Flussigkeit) ， コヒリンハ (KochscheLym-

phe)，コ ッヒン (Kochin)，ツベルクリン

(T u berculin)等種々の名称1，白 で、呼ばれたが，

反応が激烈であるから取締法ができるのも当

然であった. ドイツ帝国の中でもプロ シャ王

国では教務大臣フォン ・ゴスレルがツベル ク

リン販売について次の告示日を出している.

(1) コッホ氏液は薬舗において販売すべき

ものとす.

(2) 薬液は発明者お よびリッベルツに供給

を仰ぐべし.

(3) 薬液瓶の内容は 1~5cc たるべし.

(4) 薬液瓶には薬名 ・製造年月日を詳記し

必ず使用法書を添うべし.取扱方は毒

薬と 同一なりとす.

(5) 公認医の証書を領せざれば薬液を販売

授与すべからず.

(6) 特別の帳簿を製し， 薬液販売に関する

一切の事務を記入すベし.

(7) 6ヶ月を経過したる薬液は販売に供す

べからず.

(8) 前条の薬液は之をリッベルツに返却し

無代価にて新製薬と交代すベし.

(9) 薬液の代価は 1 ccに付き6マルク

5ccに付き25マルク と

定む.

これに依るとプロ シアでは，ツベルク リン

はリッベルツより供給を受けた薬舗で販売し，

薬舗では特別の帳簿を作って一切の事務を記

載する.使用は公認せられた医師に限定せら

れる.薬液の有効期限は製造後 6カ月であり，

有効期限を経過した薬剤は新品と無償交換す

る.

有効期限 6カ月の件は日本の関係者には大

問題であった.印度洋を経てわが国に輸入せ

られるツベルクリンは，到着後の有効期限は

わずかに 3カ月にすぎず，製造後 3カ月を経

た薬液を輸入すれば，到着時には有効期限を

過ぎたことになるからである6)

ドイツ帝国の中でもパパ リヤ王国では取締

規則が少し異なり，告示に依れば4)ミュンヘ

ン・ウュルツフソレヒ ・エノレランゲンの三王国

大学ならびにニ ュルンベルヒ ・バムベル ヒお

よびアウ グスフソレヒの三市立病院に使用を限

表 l ドイツにおける1890年末までのコッホ療法施用結果

患者総数 治癒 著しく好転 佳良 無効 死亡

内科的結核患者 1，061 13 17l 194 586 46 

外科的結核患者 708 15 148 237 298 9 

言十 1，769 28 319 431 884 55 

結核症以外の患者 :402名，患者数総計 :2，l7l名
(転帰の合計数と患者数とが一致しないのは報告漏れがあるため)
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定 し， また特別の帳簿を必要と しないし， 原

液を予め稀釈して供給しうることになってい

Tこ7J

ドイツ近隣の諸国もツベルクリンは頗る危

険で要注意薬品として，露国は1890年11月29

日，決国は同年12月8日，仏国は同年12月29

日にコッホ氏液取締法を公布した4) それら

の骨子とするところは「ツベルクリンは大学

のクリー エック以外では患者に使用しではな

らない.他の開業医でツベルクリンを使用し

ようと思うならば，まず大学でコッホ氏療法

を十分に研究しなければならなし、」とするも

のであった4)

ドイツ一国で1890年12月末までにコッホの

新療法を受けた患者は 2，171名に達した.そ

の内訳は第 1表に示す1，6，7)

3. 治療薬としてのツベルクリンの終末

コッホはツ ベルク リンに関する第二の報告

を1891年 1月15日発行の独逸医事週報第3号

に発表した1)

これにはツベルクリン発見の由来を述べ，

結核症に対し激烈な反応を起こす有効物質は

結核菌中の溶解性物質であることを認めたと

してツベルグリンの製造法を公表した.すな

わち純粋培養した結核菌を加熱殺菌し40~50

%グリセリン液で浸出した液がツベルクリン

であると発表した.この有効成分の化学構造

は不明であるが， 一種の蛋白質であろうとし

た.

次にツ ベルク リンが結核組織に特効を有す

る理由を説明して

(1) 結核菌はその繁殖中に周囲の細胞を壊

痘に陥らせる物質を産出する.

(2) ツベルクリン中にはこの壌痘を誘起す

る物質を含む.

(3) ツベルクリンを注射すると身体内の結

核病巣周囲の組織に壊痘質を増加するた

め，溺漫した壊痘を生じ，その中に包み

込まれた結核菌とともに体外に排除せら

れるか，または菌の栄養障害のため死滅

することもあるであろう.

これがツベルクリン奏効の理由であるとし

すこ1)

(142 ) 

ツベルグリンの発見によりいまやコッホの

名声は老ピスマルク酌 よりも高しと 3川、われ

たが，コッホ自身も認めているごとく結核菌

を死滅させるものではないから，次に示すよ

うな危険は当然、考えられるところであった1)

(1) 身体内部に高度の炎症を起こすので，

臓器機能を障害するおそれがある.たと

えば喉頭結核患者に注射し高度の炎症

のため呼吸困難を起こすことがある.

(2) ツベルクリンが組織を壊痘に陥らせる

ので往々危険を招く ，たとえば腸結核患

者に注射して穿孔することがある.

(3) 健全な部位に新たに結核病巣を発生す

ることがある.ツベルクリンは結核組織

を壊痘に陥いらしめるが，結核菌を死滅

させるものではないから.淋巴系 ・血行

中に結核菌が移行し，新しい健全な組織

を病巣化することが考えられる.

ツベルクリン療法中死亡した結核患者を屍

体解剖したウィルヒョウが，1891年 1月ベル

リン医学会で「結核治癒に就いて」と題して

解剖所見を発表し，それが伯林医事週報1891

年第7号に掲載せられたら酌. これはツベル

クリン療法によりま ったく新規の健全な部位

に結核病巣を生じたとするものであった.

ウィルヒ ョウ Rudolf Virchow (1821 ~ 

1902)はプロシアのポンメルン州シーフェル

パインで生まれ，1839年フリ ードリッヒ ・ウ

ィルヘルム研究所に入り 1843年卒業し， 1849 

年ウュルツフ'ルグ大学の病理学 ・細胞病理学 j

の教授となった.1856年よりベルリン大学教

授となり細胞病理学を提唱した.1867年ベル

リン大学医科大学学長，1892年ベルリン大学

総長となった.

ツベルクリン使用以来，往々激烈な反応に

遭遇し，ときに病状の悪化， まれに脳症を起

こすこともあり，その効果にかなり疑問を抱

く医師も多かったが， ウィル ヒョウの報告以

来，ツベルクリンの使用を危倶する医師が多

くなり， コッホ氏治療を拒否する患者も増え

てきた.その上にコッホ氏液が最も奏効した

のは皮膚結核であったが，全治と見なされた

者もツベルクリン注射を中止すると，多くは



表 2 ラシゲンプッ フの治療成績

全癒 ほとんど全癒 全癒に近い者 判然と佳候 少し佳候 無効 増悪 死亡

22 11 13 16 11 3 2 21 

数週または数カ月で再発し，再発したときは

前よりも病状が増悪し，再発度も他の療法に

よるよりも速く， かつ激しいように思われ

た10)

1891年 1月中旬以後はツベルクリンを治療

に用いる者は極度に減少し英国のロ ンドン

・和聞のウトレヒト ・独逸ゐゲッチンゲン ・

ハルレ ・ライブチヒ ・プレスラウ .i'奥国のウ

ィーン・仏国のノ4リ一等の病院でツベルクリ

f ンを肺結核治療に使用する者はなく，わずか

に数病院で皮膚結核患者に用い，または診断

に使用する のみとな った10) ドイツ帝国では

プロシア王国 (11大学あり〉以外の連邦で

は，各大学 ・市立病院でツベルクリンの使用

を禁止したとの報があり， 1891年4月18日の

メジカル ・レコ ー ドによれば，パノミリアでは

自今コッホ氏ツベルクリンの販売授与を禁止

し，またボン大学ではツベルクリンを廃棄し

すこという 9)

1891年 3~4 月ごろになるとプ ロ シア王国

においてもなおツベルクリン療法を行ってい

るのは，ベルリン府立モアピット 病院と私立

ラツアルス病院のみとなった10) モアビット

病院は貧民病院でその内科治療はコッホに依

託 してあった.ラ ツアルス病院は私立ではあ

るが，大学教授ランゲンプッフが院長をして

おり，彼はコッホが示したよりも遁かに少量

より始めると効果の高い治療法であると確信

していた.ラ ンゲンブッフはその上にピクリ

ン酸ソ ーダおよび昇京の皮下注射を兼用して

いた.彼がツベルク リン療法を施用した患者

99名の治療成績は第2表のごとくであった11)

スイス，チューリッヒ大学のクレプス教授

はツベルクリン中の有害な副作用(発熱 ・悪

心 ・堰吐等〉を発する成分を除いて，有効成

分のみを得るために，ツベルクリンを無水ア

ルコール中に滴下して生じる沈肢を穂取して

無水アルコ ールおよびクロロホルムで十分に

洗浄後， 0.5%石炭酸水と同量のグリセリ ン
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混和液にi溶解し，これを精製ツベルグ リン

Tuberculinum depratumまたはツベルク ロ

チディ ンと称した.本品はツベルクリンと異

なり，コッホの挙げた発熱等の反応はまった

くないが，十分な治療効果を示すと独逸医事

週報1891年第45号に掲載せられた12)

1891年4月以降になるとコッホ自身も治療

法の変更を考慮するに至った1) すなわち，

(1) ランゲ ンブッフの方法を踏襲して，ツ

ベルグリ ンの量を少なくする.すなわち

最初 0.0001ccより始め，注射は隔日に

行い，きわめて徐々に増量し最終的には

0.01 ccに達せしめる.しばらくこの量

を維持し，さらにきわめて徐々に減少し

て 0.0001ccとする.この方法はできる

限り軽微の反応で治療効果だけをあげる

のが目的で，38度以上の発熱は決して起

こらないよう にする.発熱するか否かは

問題ではなくなった.

(2) 肺結核患者にょいとせられるものは，

ツベルグリン療法に併用する.たとえば

天気晴朗の 自の戸外散歩 ・清浄な空気 ・

太陽光線に接触 ・滋養に富む食事 ・適当

な薬剤の使用等である.コッホが目下使

用している薬物は沃度加里 ・沃度鉄 ・お

よび枇石である.

(3) コッホは精製ツベルクリンの使用を試

みているが，未だ十分な成果を得ていな

し、.

コッホの研究努力にも関わらず，病理解剖

の結果は結核巣の周囲に粟粒結核が現存して

いることと，諸臓器に粟粒結核が散発してい

る現実，とくにウィ ルヒョウを筆頭とする病

理解剖学者の見解によれば，新鮮粟粒結核の

性状および従来一切見ない場所に所在するこ

とから見て，ツベルクリン注入により発生し

たものであることは疑う余地がないというこ

とになって，ツベルクリン治療法は急速に施

行せられなくな った11)



第2. ツベルクリンの倉Ij製とわが国の対

応

1. 初期の対応

明治23年(1890)11月13日，コッホがツベル

クリン治療法を公表した.この学術誌が日本

に到着するのには，当時の舶載事情からすれ

ば可成の日数を必要としたが，わが国の対応

は比較的早かった.

明治23年(1890)12月10日，大日本私立衛生

会は， ドイツ留学中の北里柴三郎にコッホ肺

努治療法研究のためなお 1カ年の留学延期を

打電し，宮内省に補助を請願し，12月11日上

奏を経て金 1，000円を下賜せられた13) 北里

は明治24年(1891)7月以来離独するまで(明

治25年5月25日帰朝)，ベルリンの伝染病研

究所でコッホの直接指導下に結核性モルモッ

トについてツベルクリ ン療法を研究した14)

帝国大学では明治24年(1891)1月7日ミュ

ンヘンに留学中の医科大学助教授坪井次郎に

打電して速やかにベルリンに赴きコッホの新

療法の伝習を受けるように命じたらお.坪井

はこの電報をミュンヘンで 1月9日に入手し

たが，コッホはエジプトに旅行する予定で3

月下旬で-なければベルリンに帰らないとの風

評があったので，それまでミュンヘン大学の

内科教授チムセン ・外科教授アンゲレルにつ

いて同大学病院の内科外科患者に実際に施行

しているコッホの結核療法を学び，またこの

療法に関する文献を収集中であったが 2月

17日総務局長よりの公文書に接し 3月30日

ベルリンに行き， コッホの許可を得てその直

接指導のもとに新療法の伝習を受け，明治24

年(1891)5月20日文部大臣芳川顕正宛に詳細

な報告書を提出している1)

明治24年(1891)2月6日，千葉県選出衆議

院議員医学士演野界はコッホ結核療法研究員

として 3名の医学士を 1カ年ドイツに派遣す

る件を第一回帝国議会に建議し15九議会の協

賛を経て，帝国大学に人選を依頼し 4月より

実施することになったわ.4月14日外科部に

医科大学教授宇野朗，内科部に同教授佐々木

政吉，病理部に同助教授山極勝三郎の 3名が

( 144) 

研究委員に選ばれた.宇野はすでにドイツ在

留のため，佐々木・山極は 4月26日ドイツに

向け横浜を解携した6)

この 3名のコ ヒ結核治療法復命書は，まず

中間報告と して宇野 ・佐々木は研究方針を山

極はいままでの研究条件とこの療法に関する

一般意見を述べている山. 詳細な報告は，佐

々木11).宇野10)についで山極の第二報告1幻が

出され，最後に山極の第三報告が明治26年

(1893) 4月15日文部大臣井上毅宛に提出せら

れた17)

明治24年(1891)2月12日の臨時中央衛生会

の議決に基づいて 2月19日内務大臣は次の

告示を出した3)

内務省告示第四号山

普魯士国教授ロベルト ・コッホ氏の発明

に係る結核病治療液は明治22年法律第十

号薬品営業技薬品取扱規則第27条第2項

に拠るものとす

明治24年2月19日

内務大臣伯爵西郷従道

(内務省告示第四号参照

法律第十号第27条第2項

何れの薬局方にも記載せざる新規

の薬品は衛生試験所の検査を経，

其試験成績を記するものに非ざれ

ば販売若くは授与することを得

ず〉

大阪薬学校の町田伸は 2月25日上京し，用

務終了後，大阪の某医学士がコッホ療法を予

約して患者より金円を領収していることを衛

生局に告発した.)

明治24年(1891)2月27臼，内務省五等技師

古川栄は国家医学会で「コッホ氏の淋巴」と

題して講演し，同四等技師中浜東一郎は 2月

28日大日本私立衛生会の例会で「コッ ホ氏液

の製造法および結核療法の誤解について」講

演した.)

2. ツベルクリンの到着

ドイツから待望のツベルクリ ンが到着した

のは明治24年(1891)3月下旬であ った.3月

27日午後 6時30分大日本私立衛生会事務所に

5g 入り 1瓶が注射器 1具とともに到着し



京こ5) 同夜この液を見るに，貰褐色澄明でま

ったく変敗はしていないようである. 3月28

日より東京衛生試験所で理化学試験および動

物試験に着手し 3月29日には医科大学各教

授が試験の状態を参観した幻. 試験結果は明

治24年4月15日に所長中浜東一郎の名義で報

告したが19九 五等技師島田耕一 ・技手見習井

崎貞一郎および吉田初太郎の協力したことが

記されている.続いて中浜はツベルクリン試

験成績第2報を出した20) 明治25年 1月の官

報には，東京衛生試験所で製造したツベルク

リンの試験成績が報告された21)明治25年

¥1892) 8月にはすでに技手となった井崎貞一

郎の動物試験成績が報告せられた22)

3月26日私立衛生会に到着する よりも 1日

早く，ツベルクリンが陸軍省医務局に到着し

た眠 医務局では東京衛成病院の陸軍一等軍

!医正永松東海 ・同石坂篤保 ・陸軍二等軍医正

菊池常三郎 ・岡谷口謙 ・陸軍一等軍医西郷吉

義の 5名をツベルクリン治療委員に任命し，

また後れて大阪衛成病院の陸軍二等軍医正菅

野順 ・陸軍一等軍医有馬太郎 ・陸軍二等軍医

大西亀次郎 ・陸軍三等軍医坂本武戊の 4名を

委員に任命した.東京衛成病院では4月6日

より 5月5日に至る 1カ月間及び 5月6日よ

り6月5日に至る 1カ月聞の使用経過を報告

し大阪衛成病院では5月14日より 1カ月聞

の使用経過を報告している叫叫25)

3月31日ツベルクリン 5g入り 4瓶が帝国

大学に到着した.医科大学では内務省よりツ

ベルクリン治療審査の委託を受け，医科大学

教授佐々木政吉・青山胤通・佐藤三吉・弘田長・

同助教授伊勢錠五郎・同講師村田謙太郎・同教

師エルウィン ベルツおよび同ユリーユス

スクリバの 8名を審査委員に決定した5) 当

時は全国から医学士が新療法見学のため帝国

大学および東京衛生試験所に集まった酌.

これらの委員のうちベルツは3月31日よ り

4月10日までの使用経過を26) スクリパは3

月31日より 2週間の使用経過を報告した27)

ベルツ ・スクリパ両教師は神田一ツ橋外帝国

大学講義室で実験結果を公開講演した.この

講演会は5月14日の予定であったが 5月11
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日大津で露国皇太子を斬りつける事件が起き

たので無期延期となり 5月28日に実施せら

れた加.また青山は3月31日よ り16日間抑，

佐藤は18日間30に伊勢は4月3日より 4月18

日まで31)の使用経過報告書を提出している.

当時の臨床報告では， コッホのいう一般反

応すなわち発熱が起こるかどうかに最大の関

心を示し， コッホの示した39~41度まで容易

に上がらないので，これは薬液の経時変化に

よるというよ りもむしろ人種差によるもので

あろうとした26)

4月25日ツベルクリン 5g入り瓶が大日本

私立衛生会に到着したので，後藤節蔵 ・雨宮

綾太郎に交付し，東京衛生試験所に試験出願

させ， 27日その内57瓶に印紙を貼って両氏に

渡した6) ツベルクリンの一般販売は後藤 ・

雨宮両氏を通して実施されたようであるが，

結局一手販売所として東京市神田区淡路街 2

丁目1番地古弗氏液一手販売所並古弗氏注入

器製造本元風雲堂薬舗(薬剤師後藤節蔵〉に

決定したようである町.

岡山の第三高等中学校医学部ではコッホの

報告を見てただちに電報でドイツに注文した

が 5月 1日になってやっとツベルクン 5g

入り 2瓶が岡山県病院に到着した32)

3. コッ木氏液の一般使用

明治24年(1891)4月24日中央衛生会臨時会

でコッホ氏液販売の件を協議し 4月29日の

定例会でツベルクリン取締規則を審議した.

その結果として次の内務省令第 3号が公布せ

られた日.

内務省令第 3号33)

コッホ結核治療液(テュベルク リン〉は官

立府県立病院に限り之を使用することを得.

英他病院もしくは医師にして相当の準備ある

病室を有する者之を使用せんとするときは予

め地方長官を経由して内務大臣の認可を受く

ベし，内務大臣は中央衛生会の審議を経て之

を認可し若くは認可せざることあるべし

該液は外来患者に使用することを得ず.

地方長官は該液の使用に関し特に監督者を

派出して臨検せしむることあるべし.

該液を使用したる者は次頁の書式に依り其



使用終結に至りたる患者の治験表を製し毎月

内務大臣に報告すベし.

本令第 1項第 2項に違背したる者は20円以

内の罰金に処す.

明治24年 5月2日

内 務 大 臣 伯爵 西郷従道

年月日調

結核治療液治験表

第号 患者

既往症及現在症

注入の月 日及其量

反応 諾 症

成績

医師住所

氏 名 印

病名 職業 性別

何 某 年齢

既往の病歴 ・注入前の現症及び結核菌の

有無は既往症及現在症の欄下に，注入後

の体温 ・呼吸 ・脈拍の状況 ・悪寒 ・戦

傑 ・頭痛 ・悪心 ・発疹 ・倦怠等の諸症は

反応諸症の欄下に，体重の増減及び全

治 ・軽快 ・無効 ・死亡は成績の欄下に記

すベし.

これに伴って東京府は次の告示を出した白.

東京府告示第40号

本年5月内務省令第3号に拠りコッホ結

核治療液使用の認可を願出る者は其書面

に左の事項を記入すベし.

明治24年 5月4日

東京府知事 候爵蜂須賀茂留

，院長若しくは医師の履歴

病室の数其広狭及該当患者を入るべ

き予定数

一，助手及看病人の数，其毎人に受持し

むべき患者の予定数

但し助手は履歴の概略を添ふベし

一，結該菌を検するに必要なる顕微鏡の。

有無其他検査用の器具

これに依って中央衛生会では 5月6日を

最初としてツベルクリン使用願に対し許否の

件を審議して，内務大臣に答申 した.明治24

年(1891)末までにツベルクリン使用を認可せ

られた医師は全国で80名に達し34) その後さ

らに 2名を加えて82名とな った.これを府県

別に見ると

東京11名，大阪6名， 京都 ・島根各 5名，

千葉 ・奈良 ・宮城 ・福島各 4名，兵庫 ・

秋田 ・山口 ・佐賀 ・北海道各 3名，神奈

川|・愛知 ・静岡 ・滋賀 ・広島 ・鹿児島各

2名，新潟 ・埼玉 ・栃木 ・三重 ・長野 ・

山形 ・石川 ・和歌山 ・福岡 ・大分 ・熊本

・宮崎各 1名，合計82名，

この中博士の学位をもっ者 4名，医学士の

学位をもっ者33名に及んだ.

表 3 ツベルタリン治療毎月別治験報告数(官報より拾 う〉

報告年月 患者数 全治 軽快 中途退院及不明 無効死亡

明治24年7月 40 2 12 16 10 

8月 32 4 15 6 7 

9月 150 7 63 24 56 

10月 41 4 20 8 
¥ 

9 

11月 83 6 40 17 20 

12月 95 13 42 25 15 

明治25年1月 44 3 19 12 10 

2月 3 O 2 O 

3月 61 8 41 11 

4月 6 O 5 O 

5月 6 O 5 O 

6月 4 O O 3 1 

7月・9月 7 3 2 2 O 

言十 572 50 266 116 140 

以上のツベノレクリン治療患者572名を疾患別に分類すれば表4となる.
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全治軽快%

35.0 

59.4 

46.7 

58.5 

55.9 

57.9 

50.0 

66.7 

80.3 

83.3 

83.3 

0.0 

71. 4 

55.2 



疾患別治験報告 (合併症は主症として計算す)表 4

全治軽快%

56.4 

100.0 

100.0 

72.2 

51. 4 

56.7 

33.3 

0.0 

83.3 

50.0 

47.8 

33.3 

無効死亡
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出

0
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7
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軽快
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1 
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全治
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患者数

390 

2 

1 

18 

35 

30 

3 

1 

6 

2 

69 

15 

名

肺結核

結核性腹膜炎

腸結核

淋巴腺結核

骨結 核

関節結核

皮膚結核

喉頭結核

泌尿生殖器系結核¥

痔痩

レプラ

その他

病

55.2 

それから 1カ年以上もブームが続くのである

から驚く.治験成績だけを見た限りではきわ

めて好調である.やがて治癒したと思われた

患者も再発に苦しみ，医師も後始末に手古ず

ったことであろう.かくてこの治療法も自然

消滅せざるをえなかったようである.

140 116 266 50 

これらの医師は省令第 3号により毎月治験

報告を提出しなければならなかった.明治24

年 7月を最初として，明治25年 9月までの記

録はあるが，その後の報告は見えない.おそ

らくその後は使用しなくなったものであろう.

毎月の治験報告をまとめると第 3表のごとく

である.

572 言十

辞

最後に終始協力を惜しまれなかった岡山大

学五味回裕助教授に厚く謝意を表する.

ドイツ帝

参考文献および注
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2)古川 栄:薬誌，第 107号.pp.56-59 (明治
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3)薬誌，第 108号， pp. 181-183 (明治24年2月

26日発行)• 
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語

明治24年(1891)4月の官報35)には「コヒ肺

携治療法の顛末」と題して，露国官報1891年

1月16日の報道をそのまま和訳して掲載しで

ある.またツベルグリンがドイツまたはその

近隣諸国では，治療薬としては使用きれなく

なった明治25年(1892)2月の官報36)には，

ッホの助手ゲオルグ コルネットの「肺療の

発生 ・伝染 ・及予防」の一文をジョン チン

ダルの英訳からさらに和訳して載せている.

当時結核がし、かに国家的大問題であったか明

瞭である.

すで・に述べたようにツベルクリン発表とと

もにわが国の対応は速かった. しかしコッホ

結核療法研究委員 3名がドイツに到着したと

きには欧州でツベルグリンを治療に使用する

者はほとんどない状態であった.ツベルクリ

ンが日本に最初に到着した明治24年 3月下旬

でも，欧州ではツベルクリン療法は危険視せ

られていた.それがわが国では珍重せられ，

コ

結第3章



26日発行).

10)宇野朗復命書 :官報第2927号~第2934号，

明治26年 4 月 6 日 ~14日発行.

11)佐々木政吉復命書 :官 報 第2935号~第2944

号，明治26年 4 月 15 日 ~26日発行.

12)山極勝三郎報告第二:官報第2753号~第

2770号，明治25年 8 月 30 日 ~ 9 月 19 日発行.

13)薬誌，第 107号， p.51 (明治24年 1月26日発

行)• 

14)薬誌，第127号， p.896 (明治25年9月26日発

行).

15)第一帝国議会は明治23年11月25日に召集せら

れ，明治24年3月7日閉会.

16)宇野朗，佐々木政吉，山極勝三郎報告摘

要:官報第2613号，明治25年 3月19日発行.

17)山極勝三郎報告第三:官報第3083号~第

3104号， 明治26年10月 6 日 ~11月 1 日発行.

18)官報第2289号，明治24年2月19日発行.

19)中浜東一郎報告:官報第2338号~第2344号，

明治24年 4 月 20 日 ~ 4 月 27日発行.

20)中浜東一郎報告第二 :官報第2360号，明治

24年 5月15日発行.

21)中浜東一郎ツベルFリン製造報告:官報 第

2556号，明治25年 1月11日発行.

22)井崎貞一郎報告 :官報第2747号~第2748号
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24)東京衛成病院略報第二号:官報第2390号，
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26)ベルツ治験報告:官報第2337号，明治24年

4月18日発行.

27)スクリ パ治験報告:官報第2341号，明治24

年4月23日発行.

28)薬誌，第 112号，pp. 503-505 (明治24年 6月

26日発行).

29)青山胤通 :官報第2343号~第2344号，明治

24年 4 月 25 日 ~27 日発行.

30)佐藤三吉 :官 報第2344号，明治24年4月27

日発行.

31)伊勢錠五郎:官報第2345号，明治24年4月

28日発行.

32)岡山医学会雑誌，14号， p.74 (明治24年 1月
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(148 ) 
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33)官報第2349号， 明治24年 4月15日発行.

34)薬誌，第 119号，p.68 (明治25年 1月26日発

行). 

35)官報第2334号明治24年 4月15日発行.

36)官報第2593号~第2595号，明治25年2月25

日 ~27日発行.

Summary 

Robert Koch discovered Mycobacterium 

tuberculosis in 1882 and created tubercu1in 

in 1890. The tuberculin was at first 

appeared as a therapeutic drug for the 

treatment of tuberculosis. However the 

tuberculin has not bactericidal action to M. 

tuberculosis indeed. Accordingly the risk 

such as exacerbation was anticipated on the 

infection disease. Koch had already pointed 

out it from the beginning. 

1n Germany the number of tuberculosis 

patients who received Koch's therapy 

reached 1769 by the end of 1890， and 

fairly good results were obtained. But in 

January 1981， Rudolf Virchow presented 

anatomical and pathological results of pa-

tients who unfortunately died during the 

tuberculin therapy. That is， the tuberculosis 

foci were newly found even on the normal 

tissue during tubercu1in therapy， and doc-

tors who had misgivings about the therapy' 

had increased. And also， the patient who 

rejected the therapy had increased， since 

the relapsed and exacerbated phenomena 

appeared in some patients. 50， Koch' s 

tubercu1in therapy had been rapidly de-

clined. 

Japanese Government responded speedily 

to the appearance of tuberculin. The 

Government commanded scholars who were 

studying in Germany to learn immediately 

the K凹 h'stherapy， and ordered the tuber-

culin from Germany. The 1mperial Diet 

decided to let three scholars go to Germany 



in a year for learning the tuberculin ther-

apy. 

The handling guideline of tuberculin was 

stated by the notification No.4 ('91) and 

the ordinance No.3 ('91) of the Home 

O伍ce.The principal contents were as 

follows. Doctors could not use the tuberculin 

for the therapy without the examination 

report determined in the Institute of Hy-

gienic Sciences， and doctors in non-public 

hospital could not use¥the tuberculin 

(149 ) 

without a related Minister' s permission. 

Furthermore， the d∞tors were given obli-

gation to report the results of clinical ther-

apy to the Government every month. 

The expected and ordered tuberculin 

from Germany arrived at Japan on the end 

of March in 1891. At that time， the tuber-

culin became not to be used clinically in 

Europe. The Koch' s therapy had con-

tinued for about one and a half year in 

Japan. 
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薬の携帯とその容器の史的研究(1)

印寵

服部 昭*1 杉原正泰*2

The Way for Carrying Medicine and Its Containers (1) 

“lnro" 

Akira HATTORI*l and Masayasu SUGIHARA材

(1989年9月18日受理)

I. 印縫の起原

印龍の起原，使用の概略は貞丈雑記 (1843

年)，万金産業袋 (1732年〉あるいは嬉遊笑

覧 (1830年〉他江戸時代の多くの書物に紹介

されている.これらはどちらかといえば風俗

学的な立場にある.はじめに，これらの書物

を中心に印寵の起原，概略を紹介する.

貞丈雑記は印寵の由来を次のように説明し

ている1)

「印寵を云ふ物は， 唐土にて印を入れる箱

也，大かたは三寸余ほどの大さに，四方にし

て四五重もかさねたる重箱也，つい朱などに

したる物也，今腰に下ぐる印龍も，右の印寵

のごとく， 重ねてある故，印龍を云ふなるべ

し，足利般の時代の書には，印龍腰に下ぐる

と云ふ事見えず」

印龍はもともと唐より渡来したもので，印

や印肉を入れる容器で置き物であり，後に腰

に下げるようになった.両者に共通している

のは重ねるとし、う容器の構造である.

ここで注意することは，印龍と一口にいっ

ても室町時代までは床の間の置き物で，腰に

*1藤沢薬品工業株式会社

拘束京女子医科大学病院薬剤部
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下げる印寵とは別物で，後世では両者が混同

されていることである.床の間の飾りとして

使われているのは，たと えば 「君台観左右帳

記J(1511年)に出てくるお.この場合，食龍

と対で使われること が多い.

印寵を膜に下げる ことについては上代， 天

平のころ，唐より伝わった魚袋の遺風で、ある

とし、 う説があり ， 1"類緊名物考J(1753年)，

新井白石「白石先生紳書 I(1725年〉 に紹介

されている 3) 魚袋は正倉院の宝物として残

っており，中には外観が印諸に近似している

ものもある.儀式のとき，高級官吏が装飾具

として右腰に下げた一種の身分証明の証しで

あった.

印;龍を薬の容器として腰に下げる ようにな

ったのは，室町時代末期のことといわれてい

る.前述の ように，印繕と いう 言葉はすでに

室町時代に別の物で使われていたので紛らわ

しい.

1500年代に使用されていたであろうと推測

しうる記録は 2， 3ある.

1583年10月， 山科言経の子阿茶丸が印寵を

みやげに貰ったということが「言経卿記」に



あり，前後に医薬品にかかわる記事がある“.

「太閤素性記j(16∞年ごろ〉 は秀吉の 伝

記で土屋知貞によるといわれているが5) 秀

吉20歳のころ (1550年ごろ〉に印龍の記事が

出てくる.ただし，内容には若干の疑義があ

る.

「日葡辞書j(1603年〉では次のように記

述している白.

「薬その他の物を入れる小箱，それにはい

くつかの仕切りがあって，それらの仕切りは
¥ 

互いに重ねて阪め込むようになっている」

この内容は信頼がおけるが，ただし腰に下

げていたとは明記していない.

「事蹟合考J(1772年〉柏崎具元著では，

徳川家康が隠居後，印寵を下げて!鷹狩りにい

ったとし、う記事があるわ. これに薬物をいれ

ていたとは書いていないが，腰に下げていた

とL、う記録では古い部類に入る.

印簡はときには薬龍とも呼ばれていた.こ

れらは別物であるとする説もある.1"和漢三

才図絵J(寺島良安 1712年〉は同じものとし

て扱っている酌.しかし，伊勢貞丈「四季草」

(1778年〉は腰に下げるものを印龍， 薬を入

れるものを薬寵と使い分けている釦 r嬉遊

笑覧J(喜多村鋳庭 1833年〉も閉じ立場をと

っているが，江戸時代一般の作品に出てくる

場合は先の「和漢三才図絵j，あるいは 「近

代世事談J(泊涼 1773年〉のごとく両者を同

じも のとみなすのが一般的のようである 10)

印龍または薬簡を特徴づけるのは容器の構

造にある.

印龍蓋とし、う用語は現在も使われており，

箱の構造，とくに蓋と本体の結合に特徴のあ

るものをいうが，これが印龍，薬寵の決め手

となっている.依合部分が内側につけた段で

びったりゆくようになっており，外側の表面

は蓋と本体は滑らかにな っている.

印龍を美術品，工芸品の立場で，とくに漆工

芸品，蒔絵作品という面での研究は現代の外

国人により，顕著な仕事が残されている 11，12)

11. 印篠の使用実態

本研究は印龍が日常生活においてどの よう

(151 ) 

に使われていたか， 薬の携帯容器に主眼を置

いて，江戸時代の書物から事例を取り出し，

分析したものである.

1. 研究方法

江戸時代の書物の対象としては，原典では

なく ，現在刊行されているもので，できるだ

けかたよりを除くため，次のように範囲を限

定し，これらから事例を集めた.

日本古典文学大系〈岩波 書庖)，日本思想

大系(岩波書庖)，岩波文庫， 日本古典文学，

日本思想、〈岩波書庖)，東洋文庫(平凡社)，

日本名著全集江戸文芸之部(輿文社版)，日

本随筆大成(同書刊行会)，続日本随筆大成

(吉川弘文館)，随筆百花苑〈中央公論社)，

国史大系徳川実紀続徳川実紀 (吉JII弘文

館)，大日本近世史料細川 家史料，新井白

石日記， lli科言継卿記(東大史料編纂所)，

大日本古記録山手|言経卿記梅津政景日記

(岩波書庖)，御触書集成(岩波書庖〉

これら全体で600余点、の作品が対象となり，

内容別に分けると次のとおりである.

文芸作品〈フィクション) 196点

随筆，評論〈ノン フィ クション) 413点

記録， 日記録 12点

時代は江戸時代に限定し，次のよう に50年

ごとに分割した.

1551~1600年 (安土 ・桃山〉

1601~1650年江戸初期 ・ 藩制確立

1651~1700年都市勃興 ・ 農村繁栄

1701 ~1750年元禄文化 ・ 享保改革

1751~1800年 田沼時代 ・天明飢鐘

1801~1850年化政文化 ・ 大塩の乱

1851~1868年幕末 ・ 開国

2. 結 果

(1)時代と出現傾向

印寵の記事が作品に出てくる度数(出現率

=印龍記事の出ている作品/その期間中の作

品数〉を時代区分に分けてみると図 1のとお

りである.

江戸時代初期から元禄に向かつて増加し，

明和 ・天明のころには最低となった.このあ
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図 2 印篭用途別出現率推移

と化政の時代にやや上昇がみられる.

作品別にみた場合， 文芸作品では 1651~

1700年にピークがあり，しだいに減少するが，

随筆 ・評論ではほぼ一定している.

(2)印績の出てくる場面

印龍が作品に出てくる場面は 3通りに分け

ることができる.すなわち，1)薬の容器， 2) 

服飾品， 3)贈答品である.こ の三つに分けて

時代推移を図 2に示した.

時代を通してそれぞれを合計すると表 1の

とおりである.

この結果， 1)， 2)， 3)のそれぞれは特徴あ

るパターンを示していることがわかる.
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表 1 印籍の出てくる場面

.薬の容器と して

・服飾品として ¥ 

.贈答品と して

・不明

合計

26例

41例

27例

21例

115例

薬の容器と してはほぼ一定して各時代区分

に出てくる.

服飾品としては明暦，元禄，イヒ政までで，

贈答品としては初期と末期に集中していると

いうことである.

以上の三つの分類はそれぞれ作品に現われ
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た時点での場面であって，ここで服飾品，贈

答品として集計されていても，結果的に薬の

容器ではないとは判定しえない場合はありう

る.作品に登場してくる印寵がどういう話題

で出てくるか，それぞれ l時点の印龍をとら

えたものである.

(3)作品の種類別にみた出現度

印龍の出てくる場面は図 3に示すように作

品の種類によって大きく異なる.

服飾品として出てくるのは大半が文芸作品

である.

贈答品はほとんどが記録類であり，文芸作

品は出現していない.

薬の容器としては随筆 ・評論が主で，次に

文芸作品，記録と続く .

3. 考 察

(1)時代背景と印籍

江戸時代初期の家康，家光の時代は幕藩体

制確立の時期であり，幕府の権威はゆるぎな

いものとな った.この頃，印寵はまだ服飾品

としては一般化していなかったが，上層部の

あいだでは腰に下げる風潮はあった.たとえ

ば，藩主鍋島直政が船旅で薬を取り出す話

(1薬隠」 山本常朝 1716年頃)13に家康が医師

に薬を与え，印龍を入れて絶えず持ち歩くよ

うに (1細川家史料」江戸時代全般)凶，秀忠

が印龍を下げて，不時に備えていたとき，そ

eういうことは部下の医師にまカ通せろという話
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(1楓記」近衛家照1724年〉などがある 15) こ

のような例から印簡が薬の携帯容器と して使

われていたことは明らかである.1慶長見聞

集j(三浦浄心1614年成立といわれている)

には小盗人が印龍を切り取ったという記事が

出ているが，この時代にそれだけ普及してい

たのか疑問が残る旧.

元禄時代になると，文化のにない手は町人

の手に移った.西鶴に代表されるこの時期の

文芸作品の数々には町人のいきいきとした生

活が描かれ印簡は陣所に出てくる.それは服

飾品としての印龍であ った.

一方，江戸城内においては綱吉を中心とし

て印寵を20，30個とし、う単位で下賜したり，

逆に献上されたりとし、う記録が徳川実紀に出

てくる 17) このころは徳川実紀を通じて印寵

のやりとりがもっとも多く記されている.

1750年代以降は田沼時代，天明の大飢鍾で

寛政の改革が着手された.著修品の売買禁止

や風俗取締りも行われた.こう L、う時代を反

映し，印龍の贈答品としてのやりとりは激減

した.

1800年から1850年にかけては化政文化，大

御所時代で江戸文化の燭熟期を迎える.江戸

では「東海道中膝栗毛j，1]浮世風呂J，1春色

梅児誉美」ほか数々の文芸作品が庶民の生活

の息吹きを伝える.しかし，社会的には天保

の飢謹，大塩の乱，蛮社の獄などもあって，

平穏とはいえななかった.

服飾品としての印寵あるいは贈答品として

の印寵は減少する一方であった.薬容器とし

ての印龍はこの時期増加している.民間の旅

ブームがこのころにあったが，それに結びつ。

くとはいえないようである.

1851年以降，幕末に急に贈答品としての印

龍が増加したのは海外からの来航者に土産と

して進呈されるケース，あるいは圏内におい

ても実用品というよりは骨董品として珍重さ

れ始めたことによると推察される.1徳川|実

紀j1続徳川実紀」では印寵贈答の記録がし

ばらく途絶えていたが，この時期に再び出て

くる.それも先頃の20，30個というのではな

く 1人に 1個，作者名，名称つきで印寵が



与えられる.たとえば1866年徳川慶喜が6人

の閣老に印龍を進呈するが，そのときの印龍

は次の ように記されている.

・通乗作金地海鶴御印龍，真乗作，金地

南天御印龍，後藤四郎兵衛(乍 金地形六玉川

御印龍

(2)暮らしにおける薬

印龍の薬容器としての性格を考察する前に

江戸時代，薬が日常の暮らしにおいてどのよ

うな位置にあったか概要を理解してお く必要

がある.これについて荻生但来は「政談」

(1726年頃〉にて当時の世相を次のように述

べている 18)

「当時の貴人，大名等を見れば，何の病も

なきに，不断煉薬 ・丸薬などを飲み，甚きは

不断に煎薬を飲む.平人も丸薬 ・散薬を様々

所持して，少し頭痛し，或は心支ゆれば其億

九薬 ・散薬をのむ，小児の何の痛もなきに灸

をすへ，府の薬を持薬にする.女中なれば不

断に誠を立さする様なる事は，皆癖に成て，

薬のまずとも能きに，のみ度なり ，灸もすへ

度なり，誠も立たくなる事也.J 

松平定信も 「退閑雑記J(1797年〉にて同

じように昔の人は今のようにちょ っとしたこ

とにも薬をのむことはなかったと述べてい

る19)

これらからもわかるように薬を常に所持し

て，いつでもこれをのむという習慣はかなり

人々の暮らしの中に惨透していたことがうか

がわれる.

時代がややさかのぼるが，ポルトガルの宣

教師フロイスは1563年ごろ来日して， 30年ほ

ど滞日するが，その際日本人の風俗を観察し，

袋はヨーロッパでは金銭を携行する のに携行

するが， 日本人は香料，薬品，火打石を入れ

るのに使うといっている.

この場合の袋は火打袋を意味しているもの

と思われる.火打袋は印龍が薬容器と して使

われる前に，武士のあいだに広ま っていた.

当時の外国人が日本人の薬を持ち歩くことに

関心を示していることは興味深いものがある.

(3)作品別にみた印徳

文芸作品に現われる印龍は服飾品として使
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われる場合が多い.これは人物を描写する場

合， 粋な町人を象徴するのに都合良かったた

めではなし、かと思われる.

たと えば西鶴の「好色一代男」では次のよ

うに印龍が使われている 20)

「世につれて次第に箸がつきて，人の見し

る程の大臣は肌着に隠し緋むく ，上には卵色

の縮緬に思日入の数紋，帯は簿鼠のまがし、織，

羽織はごろふくれんくろきに嶋天鶏織の裏を

つけ，町人こしらえ七所の大脇指，すこし反

してあい鮫を懸，鉄の古鍔ちいさく柄長く ，

金の回目貫うって鼠屋が藤色の糸，平印簡に

色革の巾着，璃王簡のふたつ玉…」

これは元禄のころの大尽の有様であるが，

ぜし、たくな衣裳に印龍がセットされている.

西鶴は近松よりも印龍を好んで登場させて

いるが，一つには時代の差もあるといえ よう.、

随筆等ノンフィクシ ョンではもともと医薬

に関する記事は多く，その中で扱われるため

か，薬容器として印寵は出てくる.

一方，記録においては人と人との交わり，

儀礼的な記事がとくに多く書き留められてい

るのでその際の贈答品授受の中で印龍が出て

くる.徳川実紀においては特に多い.記録に

おける印簡というのは大部分がこの範囲にあ

る.

(4)薬容器としての印縞

印寵が薬の携帯容器として出てくる26例に

ついて，その用例をみてみたい.

(7) どういうときに使われているか

印寵から薬を取り出 して使う場面は10例あ

った.すなわち次の症例である.

にわかな腹痛 a気つけ (気絶)3，船酔1，

疲労困懲 1，胸苦しくたおれる L 負傷 ・き

ず口にふりかける 1， 頓死 1.

いずれも野外であり救急に近い状態である.

旅に出たときには不時の用意として丸薬，散

薬他を印簡に入れておくと よいと「雅遊漫

録J(大枝流芳 1763年〉には書いてあるが2ヘ
今日のように日常の保健薬的な薬はあげてい

ない.川柳にはm

「印龍を明ければ急に年が寄り J(武玉川

1758年〉があるが，いろいろ解釈はあろうが



一つには強壮薬に近いものを印龍に入れてい

たのかもしれない.今回の結果からいえるこ

とは 1520年代に「尺素往来J(一条兼良〉が

救急用の医薬品を持ち歩くことを奨めており，

この考え方が印龍に受け継がれているという

ことである 23)

付) 印龍の中に何が入いっていたか.

剤形別にみれば丹薬，丸薬， 膏薬で，いわ

ゆる合わせ薬が大部分を占めていた.薬剤名

のはっきり 出てくるのは次の 4点である.

延齢丹，銀益丹，万病円〉蘇香圃

総称としては膏薬，丹薬がある.その他に

竜挺香，一角が 1件ずつあるが，これらがど

I のような形で印龍に納まっていたのかは不明

である.

印龍から取り出したとは明確にされていな

いが，懐に蜜乱せぬよう和中散，反魂丹を持

っていたという例がある cr仮名手本忠臣蔵」

竹田出雲 1748年)加.

江戸時代の代表的な旅行案内書である八隅

麗庵の「旅行用心集J(1810年〉では道中所

持したい薬として次のものをあげている 25)

熊膳，奇応丸，返魂丹，五苓散，胡叡，延

齢丹，蘇香固，三貰湯，切もぐさ，備急園，

油薬，白龍膏，梅花膏.

これらの薬は胴乱か革袋に入れることをす

すめている.印龍には入いり切らないし，ま

たそれはだれもがもつことのできるものでは

なかった.

(ワ) 印寵を薬容器として使う人

印龍が薬の携帯容器として使われている場

合，どう L、う人がこれをもっていたかをみて

みると，次のとおり武士，町民，医師が上位

にある.

武家 6，町民 6，医師 6，農民 1， 公家 1，

不明 6

それぞれ登場人物の比で類推すれば，いち

ばん多いのは医師，次いで武家となる.農民

の 1{7uは珍しいが， これは「続鳩翁道話」

〈柴田鳩翁 1835年〉で百姓の父親が古道具屋

でかけ損じたのを求め息子に与えたというも

のである 26) また公家は江戸時代というとき
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でもあるので作品そのものに出てくるのは少

ないが r大海のはらJ(富士谷成章 1770年

頃〉に次の ような和歌がある 27)

「八条がおきし印寵あけて見ん蘇香固慮は

何かあるべき」

宮中での生活の一端を物語る貴重な例であ

る.しかし，京都を中心とした公家は印簡と

は無関係でなく， 16世紀後半の記録に2例出

てくる.ただし，これらは薬の容器であった

のかどうかは不明である.

先に川柳からの引用を一つあげたが，}II柳

は1765~1838年までに句集が167編発表され，

岩波文庫にて刊行されている約 44，∞0首に

ついて調べた結果，このなかに印龍を読み込

んだ句は 8首しかなくきわめて少ない. 川柳

を好んでうたった庶民には印寵は縁遠い存在

であったことを示している.

(5)薬容器としての配慮

印龍には薬の容器として安定性をとくに配

慮して作ったものがある.ここで注目したい

のは長門印龍である.関係するところを 2，3

引用する.

「汝は印龍を好むと見えたり，比の印寵は

薬よくもつものなり，是を下げよ」といって

黒塗りの印龍を与えた.r駿台雑話J(室鳩巣

1732年)28) • 

「医官井関玄悦祐甫が侃せし印龍をめ して

御覧あり，いと用いふるせし黒漆の品…明け

て見る. くさぐさの丹薬どもみちてその薬気

鼻を撲ばかりなりJr徳川実紀J29). 
「万金丹とは医者どのの長門印龍から取 り

出される ような名をおもひ よりレむはいかに

と尋ねければ…Jr好色万金丹J(夜食時分

1694年)30). 

長門印簡について三宅夜来 「万金産業袋」

(1732年〉は次の ように説明している叩.

「本長門印龍をなへて秋月といふ，江戸に

では取わき，世人にもてはやし賞翫す.長門

よりすぐ所縁あって調ふるにも 自由なり，下

地本牛皮の本皮すきといふにて製し， 一切上

の化粧をかざらず，極本練にして，ただ浅き

黒ぬり，弁がらぬり，箔ぬり等，薬もちのよ

きをのみ奔走とす」



また芝蘭堂主人「江戸塵拾J(1767年〉に

t土

「秋月長門守屋敷より出ずる牛皮にて造る

印寵なり，此の印龍， 薬を よく貯ふる事並び

なし」とある.

先にも引用したとおり，この長門印寵を用

いたのは医師が多かったようであるが，その

割には一般の人の話題になる場合が多い.

長門印龍がフタと本体がしっくり合うとい

うので男女聞のそうした関係を表す代名詞と

して引用 されている.

薬や茶などには風を引かせてはいけないと

いうことが，この時代よくいわれていた.風

は中味に湿気をもたらし，または乾燥させて

しま い駄目にしてしまうので，風にあてない

ようなかなり気を遣っていた.ときには風化

とL、う 言葉も使われていた.維方惟勝は「杏

林内省録J(1835年〉にてぬ，

「貴重な薬風化しやすき物を貯ふるには，

ロウ紙にてよく包置く可し，薬性は世ず」

と述べているが，近代の医薬品包装の思想に

通ずるものがある.

印龍はフタと本体が特殊な構造にあ って，

とくに風の入いらぬようにしてあるというこ

とを山崎美成は「本朝世事締談正誤J(1819 

年〉で書いている 33) しかし，これは印寵全

般についていってるのであ って長門印簡を意

識しているのではない.そういう 意味では長

門印簡は薬の容器として二重の備えがあ った

ということになる.

4. 結 論

以上の結果から江戸時代の印龍の使用実態

について次のことがし、える.

(1) 印龍は薬の容器と して江戸時代を通し

コンスタントに使われていた.

(2) 服飾品としての印寵は元禄時代を頂点

として以後減少する.

(3) 贈答品としての印寵は江戸時代の初期

と幕末に多い.

但) 文芸作品に出てくる印寵は服飾品とし

て扱われている場合が多い.

(5) 記録類では印龍は贈答品として出てく
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る.

(6) 薬の携帯容器として印鑑が使われるの

は野外で，応急処置用の薬が入いってい

Tこ.

(7) 印寵の構造はもともと中味の薬の性状

を配慮、したものであるが， とく に品質保

持を意識して作られたものに長門印語が

ある.これは通常黒漆塗りで牛皮で作ら

れており，蒔絵を施した美術工芸品の印

龍とは異質のようである.使う人は医師

が多かったが，一般にも浸透はしていた.
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Summary 

The purpose of this study is to elucidate 

how “1nro" was used in everyday life 

during the Edo peried by going through 

the literature published in that period(1600-

1868). During this period， 1nro was used 

as a medicine box and was carried by 

Samurai warriors， doctors and merchants 

throughout the Edo period， but in the early 

part of the Edo period， it was often used 

as an accessory or simply as a gift. 1n1'o 

was filled with some first aid medicines to 

be used for sudden illnesses while one is 

out of home. 

Nagato 1n1'O was specifically designed 

for unstable medicines; its lid excellently 

fits with the body. Nagato 1n1'o was made 

of cowhide， and was di妊erentfrom the 

other kinds of 1nro made using Japanese 

lacquer art. It was mainly carried by 

doctors in those days. 
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医薬分業活動の歴史的変遷とその考察
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1.緒論

わが国における医薬分業の歴史的展開のな

かで，医薬分業にかかる運動ほど激しく ，か

つ，長きにわたっているものはない.

そもそも，医薬分業の萌芽は，明治 4年の

ホフ マンおよびミュルレルの来日による医制

への建自に始まり，そして本格的な医薬分業

の活動は，明治33年の「薬律」の制定時より

始まった.以後，現在まで百年間，綿々と続

けられている.

この間の激しい運動は，薬剤師制度を生み，

薬剤師会誕生の端緒ともなった.また，その

後における薬剤師会の歴史は，正に医薬分業

の歴史とともにあるといっても過言でない.

とくに，昭和20年代の後半における占領軍

(GHQ)による強力な政治改革の中で押し進

められた医薬分業法の制定(昭和30年 7月交

付， 31年 4月施行〉に至るまで80猶予年の歴

史は，まさに，医師，薬剤師の聞の権限闘争

の歴史でもあった.

その後，制度的には整った医薬分業も，実

質的には，かくたる進展も見ずに， 20年近い

年月を経過したが，昭和48年から49年に至っ

て，医師会サイドの医療政策の改変(物と技

術の分離を主体とする診療報酬体系の主張〉

に端を発した処方筆料の大幅引き上げ以後，

長きにわたって医薬分業の低迷は寝をきって

その進展を見せ始め，その後，年々の進展を

み，昭和62年度における処方筆発行枚数は，

l億 2千万枚を超え，調剤報酬総額も 4千億

円を超えるに至り，国民医療費総額(約18兆

円〉の 2.2%を占めるまでに至った.

この間，政府，医師，薬剤師の各側で明ら

かにした政策 ・主張を経年的に知ることは，

わが国における医薬制度の歴史的背景はもと

より，その時代時代における社会的側面を知

るためにきわめて貴重なものである. しかし

本1 日本大学理工学部薬学科 Department 01 Pharmacy， College 01 Science and Technology， Nihon 
University， 8， Kandasurugadai 1・chome，Chiyoda-ku， Tokyo 101. 

本Z 神戸学院大学薬学部 Faculty 01 Pha門naceuticalSciences， Kobe-Gakuin University， lkawadani-

cho， Nishi・ku，Kobe 673. 
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ながら，史実に基づき正確にこの医薬分業の

歴史の全貌を解説した論文は，ほとんどない.

本報告は，このような幾多の曲折を経て推

進されてきた医薬分業活動とその行政対応に

ついて，これを文献学的見地から調査研究し，

わが国における医薬分業の歴史的変遷を明ら

かにせんとするものである.

2. 調査研究の内容

本調査研究は，次の 2項目のついて行った

ものである.

(1)医薬分業に関連する主要事項の年代的

推移の年表化

わが国に西洋医学が導入され，医薬分業思

考が表面化した明治初年より，現在に至るま

での百拾余年聞における医薬分業活動の主要

事項につき，これを発生年月，事項名および

その概要を年代)1頂に整理し，表形式に纏めた.

なお，概要の記載に当たっては，短文ではあ

るが，当時の背景および時代時代の分業活動

の流れが理解できる よう表現した.

(2)年代区分別にみた医薬分業活動とその

背景についての考察

百余年にわたる医薬分業活動の流れを見る

に，各年代区分により，その活動や主張の流

れは変選をみている.本報告は，こ の百余年

の時代の流れを次の年代区分別に分けて調査

し，考察した.

① 医薬分業制度の導入と議会闘争期〈明

治 ・大正の全期〉

② 昭和前期(戦争終結まで)(昭和元~

20年〉

③ 医薬分業法の制定期(終戦から分業法

の制定まで)(昭和20~30年)

@ 医薬分業法制定後の低迷とその脱皮期

〈昭和31~48年〉

⑤分業元年からの進展期(昭和49~57

年〉

@ 患者指向型分業の目覚めとその実践期

(昭和58年~平成元年〉

以下，次項において，これらの調査結果を

述べる.
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3. 医薬分業に関連する主要事項の年代的

推移の年表化

本報告は，明治初年より始ま った医薬分業

制度の導入の歴史から，やがて，その推進を

目指す多くの闘争の展開，そして，現在の国

民への定着化を目指すさまざまの活動など約

120年間にわたる医薬分業活動の歴史の変遷

を，前述の調査方法で-述べた方法により，年

表の形式をもって，その全貌を「医薬分業の

歴史とその活動」 として纏め，その結果を，

本報に別表と して掲げた.

4. 年代区分別にみた医薬分業活動とその

背景についての考察

緒言にて述べたごとく ，長くて多岐にわた

る医薬分業活動の歴史について，前述の調査

方法の項で-述べた年代区分ごとに，その事項

内容と背景，を以下に述べる.

(1)医薬分業制度の導入と議会闘争期 (明

治・大正の会期〉

1) 医薬分業制度の導入期

わが国における医薬分業の導入は，主と し

て明治維新政府の主導でなされたといって過

言でない.そもそも，わが国に西洋医学が導

入され，あわせて医薬分業体系が制度化され

たのは，明治7年「医制」の発布からである

が，こ の医薬分業思考については， [""医制」

の制定前にまで逆上ぼることができる.すな

わち，こ の「医制」の制定の起草に当たった，

大学東校の独人教師， ミュルレル九18) (陸軍

軍医少佐 LeopoldMuller)および，ホフマ

ン2，18)(海軍軍医少尉 TheodorHoffmann) 

(明治 4年 8月来日〉の「日本の医業を隆盛

させるには， 薬学の研究を行い医業と薬学の

併立なくば，立派な医制は確立しなL、」とす

る強い主張がその根底に根ざしており，この

両人の強い政府への建白こそ，医薬分業思考

の萌芽といえ よう.

一方，西洋医学の導入とともに洋薬の需要

は増加したが，当時は洋薬の知識乏しきため，

偽贋の薬品が巷に横行し，政府はその取締り

を重視した.そのため「医制」の制定作業と .



併行して薬品の取締制度の確立を固めるため，

文部省は明治 6年，前述のミュルレル，ホフ

マン等に薬品取締に関する事項を諮詞し，そ

の答申に基づき，28項からなる「薬剤取調の

方法」を条章し，太政官に具状した2) この

文部省の太政官への具状中第10項で記された

「従来，医家ヨリ薬品ヲ売ノレヲ禁止き，医家

ノ書記セル方書ヲ薬舗ニ送ルヘシ…」の記述

こそ1に 政府文書として医薬分業思想を表明

した初めである.

かくなる背景のもと，わが国始めての近代

医事制度として，明治 7年 8月18日制定され

た「医制」において，第21条で「医師タル者

ハ自ラ薬を ヒサクコトヲ禁ス.医師ハ処方書

ヲ病家ニ附与シー」なる条文を，また，第34

条では， r調薬ハ薬舗主，薬舗手代及ヒ薬舗

見習ニ非サレハ之ヲ許サス」の条文が設けら

れた.この規則こそわが国の医薬分業が制度

上に現れた鳴矢で-ある 2，20} これは一重に，

明治維新政府の先覚者が医薬分業制度の確立

を理想とした事実を証するものである.

しかしながら，この医制の発布も，当時の

医師数に対して薬舗数がきわめて少なかった

ことなど受入体制の問題から，当初は，東京

府のみへの達し(明治 7年 8月18日〉であり，

翌，明治 8年 5月14日の改正に際して，京都，

大阪にも広げられたが所詮三府だけへの達し

であった1，2，5)

しかも，医制が達せられた三府においても，

旧幕府時代以来の長年の慣習を改めることは

困難であり，しかも， 薬舗数が少なく ，需要

に応じ られないと いう 実態もあり ，政府の医

師の薬舗兼業の禁止(明治11年 6月29日達〉

にもかかわらず，分業は遅々として進まなか

った.なお，この医師の薬舗兼業禁止通達も，

依然として薬舗数の不足，薬舗主の教養の低

さなど，実状にそぐわなぬものとな り，明治

17年に解除され，政府の医薬分業政策も事実

上の中止をみるに至ったのである.

2) 薬律の制定による医薬分業制度の確立

「医制」制定後の薬事制度については，明

治 8年には，薬舗開業試験制度の実施，明治

10年 1月に売薬規則の布告，同年2月には，
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毒薬劇薬取扱規則の制定.明治13年 1月には，

薬品取扱規則の制定，明治19年 6月には，日

本薬局方の制定など，医薬品の取扱いにかか

る規則は，徐々に整備され，一方， 薬舗開業

試験制度もしだいに全国的に及ぼされてくる

と，さらにこれらの制度を整備し，薬事制度

に関する総合的法律を制定すべしとの要望が

高まった.

かくたる背景から，政府は，明治22年 3月，

わが国の近代的薬事制度として初めての法律

である「薬律(薬品営業並薬品取扱規則)J

が，制定された1，5，16，22)

この「薬律」の制定により，新たに薬剤師

なる称号も生まれ，医師と並び称せられる こ

ととなった.また，薬局の諸定義も明示され

るなど近代的な薬事制度が誕生したのである，

そして， r医制」発布以来，政府が理想とし

た医薬分業制度も，条文中に第 1条で「薬剤

師トハ薬局ヲ開設シ，医師ノ処方築ニ拠リ薬

剤ヲ調合スル者ヲ 言フ…」と定め， 薬剤師職

能を明確に定めるなど，医薬分業が法体系的

にも明確に記されるところとなった.

しかしながら， 同法では， 附則第 43条で

「医師ハ自ラ診療スル患者ノ処方ニ限 リ…自

宅に於いて薬剤ヲ調合シ販売授与スルコトヲ

得」と定め，旧習を存続せしめたため，薬剤

師にとっては，名目だけの医薬分業規定とな

り， 実質的な医薬分業は，法制定後も進展し

なかったのである.なお，この附則の改廃を

めぐり，後述の医薬分業の議会闘争へと続く

のである 2)

3) 薬律の附則改廃をめぐる議会闘争

明治23年「薬律ゴの制定により，医薬分業

は，法律上，制度化されるも附則第43条で，

医師調剤を容認したため，当然、のことながら

分業は，旧態然として進まなかった.この よ

うな医師の調剤を当然となす，当時の国情に

憤慨していた薬剤師の中の急進派は，この

「薬律」制定の前の明治 20年に，東京薬舗協

議会を聞き(出席者 70数名)，東京府医会に

対し，医薬分業を促す 4項目よりなる意見書

(医薬分業に関する意見書〉 を提出し，意見

を求めた.この集会ならびに意見書の交付が，



わが国における薬剤師の医薬分業運動の始ま

りである.なお，このときより，薬剤師の間

で，医薬分業の急速な進展を促す急進派ι
穏健派との間で，意見の割れを見，その後も

両派の対立はしばしば生じた2)

「薬律」制定後は，医薬分業運動の鉾先は，

すべての元凶は「薬律」の附則にあるとし，

賛同議員を集め，議会活動へと 向か うのであ

る.この薬剤師の議会活動の経緯は，別表に

掲げたごとく，明治24年の第 2回帝国議会を

皮切りに， 第5回(明治2fr年)， 第 8回(明

治28年)，第9回(明治29年)，第13回 (明治

32年)，第28回〈明治44年)，第37回(大正 5

I 年)，第40回(大正7年)，第46回(大正12年)，

第50回(大正14年)，第51回〈大正15年)，第

56回(昭和4年)，第59回(昭和6年)，第65

回(昭和9年)， 第67回(昭和10年〉まで，

何と同一主旨の改正について，明治，大正，

昭和の 3代， 44年間にわたり，延べ15回も帝

国議会への上程，および請願が繰り返された

のである%引.

この間，多くの政治家を巻き込んでの激烈

な政治闘争は正に議会史上に類例なきもので

あろう .なお，この聞の議会論争の経緯，お

よび内容は，多くの書籍にも紹介されている

が，中でも「医薬分業読本j(衆議院議員，

武知勇記著〉および「医薬制度論と医薬分業

史J(池松重行著〉等に詳細に記されている.

また，当時の医師側，薬剤師側の医薬分業観

については，前述の「医薬制度論と医薬分業

史j，1"医薬分業戦J(恩田重信著)， 1"大衆生

活の重大問題の医薬分業の是非j(渋谷寿一，

古屋昌夫共著〉等によく示されている.

4) 混合販売問題と薬品法案の提出

大正期の分業運動の流れの中で，とくに取

り挙げるべき問題に混合販売問題と薬品法案

の議会審議がある.そもそも，混合販売問題

は，医薬分業が遅々として進行しない過程に

おける薬局側の唯一の手段として，処方築の

持参なき客に対し，その求めに応じて 2種

以上の薬品を混合して販売したる問題であ

る5，20> これらの取扱いに関しては，大正 2

年 4月神奈川県知事より，その違法性の有無
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を内務省に照会せしところ，この行為は薬品

の製造行為であるとし，合法との回答が，ま

た，大正 5年には，医師よりこれらの行為は，

薬律に違反するとの告発〈芝八事件〉がなさ

れての裁判にても，東京地裁は，合法との判

決が出されていた.しかるに，大正 6年 3月

に至り，同種の事件につき，大審院が違反で

あるとの判決を下し，さらに，大正 8年には，

先の芝八事件の上告審においても，大審院が

違反との判決を下したためへ 薬剤師会は，

その取扱いをめぐり騒然、となった.折しも，

非薬剤師の調剤による死亡事故(大正10年6

月10日〉の発生もありベ 医薬分業運動は，

さらに火を吹くところなり，従来の「薬律」

の附則改正のみに終始した議会闘争から，さ

らに一歩上まわり，薬剤師の資格，権利，義

務の明確化を図った薬剤師法の制定運動へと

展開したのであるわ. この運動は議会への建

議警の提出となり，しかも多くの賛成議員の

協力を得て，その可決〈大正12年 3月23日〉

を見るまでに至ったのである.

政府は，この建議を受けて，薬剤師法案と，

混合販売問題等の解決を含めての薬品法案の

二法案を議会に提出した5) この両法案の内

容を巡る議会での論争は紛糾した.しかしな

がら，薬品法案への医師側の反対は激しく，

最終的には，両法案は切り離され，薬剤師法

のみの可決〈大正14年4月14日〉となり，薬

品法は，審議未了とな ったのである 2，5) な

お，可決された薬剤師法においても，附則 3

条で，従前の「薬律」の附則と同様の条文が

付され，薬剤師側は，またもや失望し，さら

なる議会闘争へと続くのである 4)

(2)昭和前期 (戦争終結まで) (昭和元年

~昭和20年〉

明治，大正と続いた議会闘争は，昭和に入

ってますますその規模は拡大し，医師側，薬

剤師側両サイドによる パンフレットの配布等

の宣伝活動はますます露骨化し，激しきもの

となる 2) また，これらの勤きは年表にも記

したごとく，昭和 4年には 3万人以上の署

名を得ての議会への請願となり，また，昭和

6年の請願にては，紹介議員数は，全議員の



3分のlにも及び，議会での採択を得るので

ある為的.

一方，昭和6年 3月には，議員提出の医薬

合理化に関する建議案も，本会議で採択され

るなど，その運動は，ますます活発となる.

かくして，政府は，昭和 8年 9月に，医師法

改正(昭和8年 4月5日〉に関連する施行規

則の改正に際し，従来，不明確であった医師

の処方筆交付義務を，第 9条の 2をもって

「医師は，患者より薬剤の交付に代へ処方筆

の交付の需ある場合においてその診療上支障

なきときは之を交付することを要す.Jと規

定し，医師法上にでも始めて明文化したので

ある 4) これに対し医師会側は，政府のこの

ような分業推進気運に反発し全国的な反発運

動(昭和10年 2月12日〉を起こすなど，両会

の対立はますます激化した.

一方，世相は，昭和 6年の満州事変の勃発，

昭和12年の目撃事変の勃発など， しだし、に国

民経済，国民生活は，すべて国防目的に沿っ

て組織化され，衛生行政面においても政府

は，国民の体力向上，福祉の増進を図るため，

昭和13年には，厚生省を新設し，その任に当

たらしめるなど，ょうやく戦雲かもしだす時

代であ った6)

一方，医薬制度面をみると，薬事制度は，

明治23年に測定された薬律，大正14年制定の

薬剤師法，大正 3年制定の売薬法など，制度

的にも複雑となり，かつ，時代の進展にそぐ

わぬ内容となっていた.また，医制面との係

わりにおいても前述のごとく医薬分業問題

が深く根ざしていた.かくなるときにのぞみ，

厚生省は，国防体制下における，根本的な医

薬制度の改善を目指し，昭和13年 7月，厚生

大臣の諮問機関として，官民有識者からなる

「医薬制度調査会」を設置し， r国民医療の現

状に鑑み，現行医薬制度の改善方策は，如

何」とする諮問を行い，審議せしめたのであ

る.この審議は，まず，医制度の改善から進

められ，昭和15年10月に最初の答申(1)が出さ

れ，これをもとに国民医療法が昭和17年 2月

に制定された同16，20) この間，昭和16年には，

早や，大東亜戦争が勃発されているのである.
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一方，薬事制度面の審議は，その内容が複

雑多岐にわたるため，最初の答申にはふれら

れず，昭和17年10月に，本調査会の中に薬事

制度特別委員会が設けられ，薬事制度の人的少

物的両面にわたる検討がなされたうえ，調査

会より答申がなされた.この答申を基に，昭

和18年3月，戦時下における総合的薬事法規

として，従来の「薬律J，r薬剤師法」および

「売薬法」を一体とした昭和18年薬事法が制

定されたのである 16，20)• 

この昭和13年 7月の医療制度調査会の設置

から，昭和18年 3月の薬事法の制定までの約

5年間，薬剤師会側は医薬分業の制度面の確

立を図るべく，調査会および特別委員会での

医薬分業のメリットにつき，大論陣を展開す

るもへ 依然として医師会側の強力な抵抗に

合い，加えて，政府も戦時下において，医師，

薬剤師相方の争いを生むおそれのある新たな

分業規定の条文化を避け，従来の薬剤師法の

規定をそのまま踏襲して混乱を回避した.時，

すでに大東亜戦争も，その極みに達し，圏内

すべてが戦時体制に入っていたため，分業運

動の展開もな らず，その後の終戦そして戦後

の混乱が収まるまで，医薬分業運動は休眠状

態が続くのである.

(3)医薬分業の制定期 (終戦から分業法の

制定まで)(昭和21年~昭和30年)

1) 薬事法の制定と医薬分業規定

戦争による国土の焼失，終戦後の混乱が漸

く静まった昭和23年，政府は，戦時体制下で

制定した昭和18年薬事法を，民主化体制の元

の法令に改めるべく ，昭和23年5月医薬制度

調査会の答申を経て薬事法を全面改正した15)

(昭和23年 7月29日公布，施行).なお， この

改正でも，医薬制度調査会および国会におい

て，薬剤師および医師の調剤権の取扱いに関

し， 大いに論議されたが，結論にし、たらず，

解決は将来にゆだねられ，旧薬事法の内容を

ほぼ踏襲するに至った.ただ，従来は，附則1

47条で規定した医師の調剤権を改正薬事法で・

は，第22条の，本文の但し書きとして，次の

ごとく条文化したことである.

「薬剤師でない者は，販売，又は授与の且



的で調剤しではならない.但し，医師，歯科

医師，又は獣医師が，自己の処方筆により，

自ら調剤し，又は薬剤師に調剤させる場合は，

この限りではない」

なお，この条文の旧法との違いは，自己の

処方筆であ っても，その調剤は「自らの調剤」

と「薬剤師に調剤させる場合は，この限りで

はなし、」とし，例外規定の範囲を若干明確化

したことであ った.

2) GHQの医薬分業勧告とその対応

前述のように，戦後の民主化された薬事法

も，分業問題に関しては，旧態どおり，医師

の調剤権を容認したことに対し，かねてより

不満を抱きし薬剤師会は，アメリカ薬剤師協

会の招鳴を働きかけ，昭和24年 7月1日，占

領軍司令官マッカーサ一元帥の招へいの形で，

アメリカ薬剤師協会会長グレン ・エル ・ジェ

ンキンス博士を団長とするアメリカ薬剤師協

会使節団一行 (5名〉の来日をみるのである.

来日使節団は 1カ月にわたり，日本の医薬

制度を調査し 45項目に及ぶ報告書をマ ッカ

ーサ一元帥に提出(7月30日〉した.

この使節団の報告が，そのまま占領軍司令

部より，政府への勧告となったのであるが，

この報告のなかで，医薬分業問題に論及し，

次のような事項を勧告をしている島町 11)

① 法律上，教育上およびその他の手段に

より，医薬分業の早期実現のために，可

能なあらゆる努力がなされるべきである

こと.医師の仕事は，診断，処方筆の発

行および医薬品緊急投与に限定されるべ

きこと.開業薬剤師の仕事は，最も優秀

な医薬品を確保し，適法に貯蔵し，医師

の処方築により調剤投薬することにある

べきこと.

② 医師法第22条の規定を，医師は患者か

らの求めに応じて，薬でなく処方築を特

別料金を要求することな く与え，かくし

て人々に調剤者の自由選択を保証するよ

うに修正すべきこと.

この勧告を受けた政府は，報告書の事務的

な検討を行う一方，国会においても，衆議院

では「医療制度に関する小委員会J，参議院

では「医療及び医薬に関する小委員会」を設

置してこの勧告につき審議を進めたが，なか

なか結論が出るに至らなかった.

一方，占領軍司令部サムズ准将〈連合軍司

令部公衆衛生福祉部長クロフォード ・エフ ・

サムズ准将〉は，昭和25年 1月9日，三志会

(日本医師会， 日本歯科医師会， 日本薬剤師

会で構成する会〉において「医薬分業に賛成

の場合，その実施方法を取りまとめること」

を協議することを要望したい町. しかし三

志会の協議は，まとまらなかったため，サム

ズ准将は，その後数回にわたって， 日本医師

会幹部を招致し，意見の交換を行い，結局，

サムズ准将より「医師，歯科医師及び薬剤師

は，専門の医術，調剤に専念すること，そし

て，その専門技術に対する適正な報酬を定め

るため，診療報酬の改正に関する審議会を設

置 して検討すること」の提案に同意すること

とな った.
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一方，政府に対しでも，三志会での協議の

まとまりは期待できないので，厚生省が事務

局となって審議会を設置し，審議を進めるこ

とを指示した.かくして，この医薬分業問覇

を審議するため，別表の経緯のごとく「臨時

診療報酬調査会」 と「臨時医療制度調査会」

が設けられ，昭和25年 8月7日より，その審

議に入ったのである丸山.

3) 両調査会の審議と医薬分業法の制定

このような経緯で，設置された診療報酬調

査会に対して，厚生大臣は「医療の向上と国

民の経済的負担力とを勘案して，医師，歯科

医師，薬剤師の適正な技術料及び薬価の基準

についてJ，また，医薬制度調査会には， r医
薬分業実施の可否及び可なり とする場合の実

施の具体的方法，地域及び時期等について」

の諮問を行った.

この諮問を受けた診療報酬調査会は， 昭和

25年 8月7日より26年 1月24日までの総会を

13回，延べ18日〈他に特別委員会7回開催〉

の審議を行い，昭和26年 1月24日，新しい診

療報酬の体系を答申し，また，医薬制度調査

会も，診療報酬調査会の答申のあった後の，

昭和26年 1月30日(第3回目〉 より，本格的



に審議が始められ 6回に及ぶ総会と 8回に

わたる特別委員会を経て，昭和26年 2月28日

に医薬分業の具体的な実施方法についての答

申を行ったのである7，9，10，12)

この間における審議は，医師会，薬剤師会

とも，その命運をかけての激烈な論戦であっ

たことは，両調査会の議事録で伺い知ること

ができる7，10，12)

とくに医薬分業問題を審議した，この医薬

制度調査会の答申は，幸子余曲折の審議の結果，

医師法第22条を「医師は，診療上投薬を必要

と認める場合には，患者に対し処方重量を交付

しなければならない」と改めるとともに，例

外規定として， 1"審議会の議 を経て， 厚生省

令で定める下記(①及び②〉の事項について

は， 自己の処方築により ， 自ら調剤すること

ができる旨」とすべきとの答申を行った.

① 診療上必要があると認められる場合

② 薬局の分布が十分でない地域で行う場

i斗
ロ

厚生省はこの答申を受けて，昭和26年 3月

24日関係法規の改正案を第10国会に提出し，

参議院での 5月8日の一般質疑を皮切りに，

多くの参考人より，度重なる公聴会を開催し

審議の後，政府原案を一部修正し 6月2日，

本会議での可決をみた叫山.

また，衆議院でも夜を徹して質疑等を行い，

参議院の原案どおり可決し (6月5日)，こ

こに医薬分業法の成立をみたのである.

なお，こ こで‘可決成立をみた医薬分業法は，

昭和30年 1月 1日から施行するものとされた.

なお，医師法の改正内容は次のとおりであっ

た.

改正第22条:医師は，患者に対し治療

上薬剤を調剤して投興する必要があると

認める場合には，患者又は現にその看護

に当たっている者に対して処方せんを交

付しなければならない.但し，省令の定

める ところにより処方せんを交付するこ

とが患者の治療上特に支障があるとされ

る場合はこの限りでない.

2 厚生大臣は，前項但書に規定する省

令を制定し， 又は改正しよ うとするとき

(1臼)

は，別に定める審議会の意見をきかなけ

ればならない.

4) 医薬分業法の施行の延期と内容の一部

改正

昭和26年 6月に成立した医薬分業法は，前

述した改正医師法第22条第 2項にあるごとく ，

ただし書きの省令は，審議会の議を得ること

とされていたが，政府の努力にもかかわらず

医薬分業の実施に強い反対を示した医師会の

抵抗に合い，この審議会の早期の設立は困難

をきわめて，やっと審議会の設立が交布され

たのは，医薬分業法の施行日も押し迫る昭和

29年 6月 1日であった. しかも，その後も会

長，委員の人選に難航し，第 1回の総会はさ

らに遅れ 6月29日となり，施行日まで残すこ

とわずか 6カ月前という状態であった川町.

一方，施行日の押し迫る11月25日には，医師

会は強制医薬分業の絶対反対を唱え，7，200 

人を超す医師を全国より動員し，大反対集会

や厚生省へのデモ行進を行うなどの医薬分業

の実施に反発した.これに対し，薬剤師側も，

医師会の反対運動や審議会で結論が出ないこ

とに反発し，11月29日に全国薬剤師大会を開

催し，厚生省ヘデモ行進するなど，両会の仲

は正に激突状態となる 19，21，23)

一方，審議会の審議も，中立委員や政府の

努力にもかかわらす進展せず，施行日までに

結論は出せなかった.このような理由から，

12月3日に医薬分業の施行日を 1年 3カ月延

長する法案が提出され，第20国会にて可決さ

れたのである.この施行日の延期法の成立後

も，審議会では活発な討議がなされたが，な

お結論は得るに至ちなかった.加えて，医師

会側は実施日の延長に成功後，さ らに医師の

調剤権の拡大をめざし政界へ強い働きかけを

行い，第22国会に民主党を始めとする四党共

同の医薬分業法の修正案を議員立法で提出せ

しめ， 昭和 30年 7月25日には，その修正を

国会で可決させたのである.こ の修正内容こ

そ今の現行法の内容であり，医師の処方筆交

付を免れる場合として「患者，又は現にその

看護に当たっている者が，処方せんの交付を

必要としない旨を申し出た場合，及び限定列



挙した項目の場合」とのただし書き規定を法

文中に 8項目限定列挙したのである同23)

かくして，薬剤師側にとってはGHQの勧

告以来，絶ゆまぬ努力により悲願かなって成

立した医薬分業法も最終的な施行直面に至っ

て再度修正され，またもや医薬分業法は骨抜

き法と化し，施行されたのである 21)

(4)医薬分業法制定後の低迷とその脱皮

(昭和31~48年〉期

1) 医薬分業法制定後の低迷と薬事法の改

正

医薬分業法の制定もなり，多くの薬局は国

民金融公庫から資金を借り入れるなどして，

f 庖舗の改造や医薬品の備蓄等の受入体制を整

備し，施行日以後の処方築の発行を待つも，

かねて懸念せし医師法第22条のただし書き規

定を根拠に，医師からの処方築の発行は従来

と変わらず，ほとんど出されなかった21)こ

のときの厚生省の実態調査によると，施行日

の4月(1カ月間)の平均処方築発行枚数は，

1薬局当たり 1枚弱というものであった21)

この結果は，ただただ，薬局に多大な借財を

残させるのみという医薬分業法のスタ ートで

あった21)

一方，こ の時期の医薬品産業界をみると，

戦争による壊滅的な打撃をうけた製薬業界も

徐々に立ち直り ，開発力，生産能力ともすで

に戦前の規模を超えるまでに発展し，小売面

もビタミン等の栄養剤の大幅な消費に支えら

れ，年々その流通量は拡大を見ていた.こ の

ような薬業界の進展に対して，これを規制す

る薬事法が，許認可規制の方法，品質確保対

策，有効性の確保など行政面で多くの欠陥が

生まれるようになり，各界より薬事法の改正

の声が高まった.この声を受けた政府は，昭

和34年3月薬事法の改正を薬事審議会に諮問

し，翌25年2月にはその答申を得， 8月10日に

薬事法の全面改正を行ったのである 1日.なお，

この全面改正では，従来薬事法において規制

を受けていた薬剤師の身分，業務を薬剤師法

で規制する戦前の形に改められたのであるが，

この薬剤師法においても医薬分業に関する規

定は，従来とほぼ同様の取扱いであった16>

(165 ) 

一方，薬事法改正作業もたけなわの昭和34

年後半から35年にかけて，医薬品小売業は各

地で原価を割つての乱売が生じとくに35年

2月の池袋地区での乱売はその極みに達した.

薬剤師会は，この乱売問題を薬事法で規制す

るよう政府に申し入れたが，改正薬事法では

採用されなかった.このように医薬分業では

進展を見ず，一方，小売函では乱売に苦しむ

薬剤師会は，全力を挙げて新規の乱売薬局 ・

薬庖を締め出すため，薬局等の開設の距離制

限の法案を薬剤師会選出議員である高野一夫

参議院議員より議員立法で提出させ，昭和38

年 3月25日薬事法の改正案を成立させたので

ある 17)

このように，医薬分業法成立後も処方童話

が出ない不満を抱えながらも，昭和34年から

38年までは，薬事法の全面改正そして続く薬

局の距離制限法案の成立などに全精力を費や

していたため，この聞は医薬分業活動もまま

ならず，医薬分業の低迷は続いたのである.

2) 日本医師会の医薬分業に対する方針の

変革期

一方，医師会側は，懸案の医薬分業闘争は

強い政治力で，有利な展開で・功を納めたもの

の，昭和36年よりの国民皆保険制度の導入に

より医業経営の基盤はすべて保険財政にゆだ

ねられたため，健康保険法に基づく診療報酬

体系のあり方が大きな問題として浮上してき

た15，加.しかも，医療保険制度の充実に伴っ

て医療費は増大し，国家財政は大きな赤字を

計上するようになり，インフレ下にもかかわ

らず，医療費の値上げは思うにまかせなか

った.このような背景のもとに，昭和39年 1

月7日には， 日本医師会は， この医療保険制

度上の診療構造の改革を提唱しその改革案

の中に，医薬分業の必要性を打ち出し，これ

を機関紙の日医ニュースに発表したのであ

る21，23} この ような日本医師会の医薬分業に

対する方針変更の背景には，医療費の改正を

めぐって，診療報酬体系の今後のあり方を

「物と技術との分離を主体とする体系」に改

めざるをえない社会医療的環境があったため

と考えられる.さて，この日本医師会の主張



を契機として，医薬分業の推進活動は別表の

経緯が示すように，年を追って組織的に動き

だした.すなわち，昭和39年 1月の三志会の

処方袋発行推進特別委員会の設置に始まり，

昭和41年 6月には， 日薬 ・分業実施対策本部

の設置， 43年 5月には， 日薬に職能推進本部

の発足， 43年 8月には， 日医の調剤センター

設置構想の発表， 43年11月には， 日薬の分業

実施推進同盟の設置，43年 9月の自民党医療

基本問題調査会との意見交換など分業の推進

に向かつて組織活動は行われたのてeある 21，23)

しかし，この間，組織上の活動は活発なる

も医療現場においては，ときには 4割を超

える薬価基準価格と市場価格との黍離があり，

医療機関としては経営上，処方袋発行はマイ

ナス要因でもあることから，現実面での分業

の進展はあまり見られなかった.むしろ，武

見日本医師会会長の一挙一動に左右され，木

の葉のごとくゆれ動く薬剤師会の施策に対し

て末端の薬局は不満も多かった.

一方，健康保険財政はこのころより，年々

大きな赤字を計上するようになり，医療費問

題は国政上の重大事となっていった.その結

果，政府は，財政の再建上，医療保険制度の

抜本的改正が急務となり，昭和44年 8月には，

社会保険審議会(以下「社保審」という〉お

よび社会保障制度審議会(以下「社制審」と

いう〕にその抜本改正を諮問し，また薬価基

準価格についても数次にわたり大幅引下げを

行うなど，医療費抑制策を次々と打ち出した.

このため物価，人件費等の上昇に伴う医療費

の引上げを要望する日本医師会と政府との対

立は，年を追って激しくなり，やがて昭和46

年 4月には， 診療報酬の適正化に反対し，全

国の保険医の総辞退にまで発展したのであ

る26)

このような医療保険の財政問題に端を発し，

医薬分業問題は，医療保険の政策上からも浮

上して きた.すなわち，昭和47年の社保審，

社制審への厚生大臣の諮問中にも，医薬分業

問題にもふれ「…保険薬局の整備状態に応じ

て，分業を行う地域を政令で逐次指定する.

当該指定地域の保険医療機関は，原則として

(166 ) 

外来投薬を行うことができないものとする」

との強制分業案が示された加.この抜本改正

案は，国会では審議未了となり，廃案となる

も，この提案の根底は，医薬分業によって薬

剤の過剰投薬を抑制し，医療費を抑制せんと

するものであり，この頃より医薬分業は，保

険財政の抑制策のーっとして取り挙げられる

ようになっていったのである.

当然のことながら，医師会は強制分業に対

して強い反対姿勢を示し，政府と対立した.

しかじながら，医師会としても年を追って高

度の医療技術が，次々開発されるに従い，医

療における適正な技術料の評価は避けがたし

昭和48年11月には「技術料重視の診療報酬体

系」への転換を機関決定するに至ったのであ

る.このときの機関決定の中に「再診料を 5

年以内に百点にし，その段階で医薬分業を完

全実施する」とする方針が打ち出 され21，23>) 

医業経営を薬価差に頼る方針からの脱皮を方

向づけたのである.この医師会の機関決定は，

同年12月の厚生大臣の談話でも裏打ちされ医

薬分業の推進気運は，海rrく医療保険制度にお

ける医療費の改正がらみで，その芽を吹きだ

したのである.

かくして，昭和49年 8月 1日，中医協の医

療費改正審議の過程において， 日本医師会は，

処方婆料の50点への引上げ要望をおこな った

のである.この50点への引上げと医薬分業と

の係わりは，次項以下で詳述する.

(5) 分業元年からの進展期(昭和49~57年〉

日本医師会の技術料重視をめざす診療報酬

体系の構想は，昭和49年 8月 1日開催の中医

協の審議の場においても強く主張され，なか

でも技術料重視のーっとして処方宴料の50点

への引上(現行は 5点〉が要望された.こ の

要望は，同年 9月7日の中医協への政府諮問

となり 9月18日諮問どおり答申され21，23)， 

10月 1日より施行されることとなった.これ

まで医薬分業が推進しなかった最大のネック

は，処方雪量発行に伴う医師側の薬価差収益分

の減少であったが，この処方婆料の大幅アッ

プは，これを埋めるものであ ったため，その

改正を契機として一部医療機関は，自家投薬



を止めて処方筆発行に踏み切った.とくに，

この医師会の方針変更により，処方筆を発行

することに対して周囲からの白眼視傾向も排

除されたため，薬価差益の少ない小児科，眼

科，皮膚科等の医療機関より徐々に処方築の

発行がなされる ようになり，わが国の医薬分

業は，この昭和49年を境として大きく進展し，

以後毎年 2桁台の延び率をもって進展してい

ったのである.これが，世に，昭和49年を分

業元年という故由である.

一方，薬局等医薬品小売業の経営をみるに，

医療保険制度の充実とともに，大衆薬の販売

量は減少の一途をたどった.すなわち，国民

皆保険制度導入前の昭和35年では，薬局小売

業を経て販売される大衆薬の比率(一般用医

薬品の全医薬品に占める比率〉は60.5%もあ

ったのに，その後の保険制度の充実，とくに

昭和47年よりの老人医療の無料化なども拍車

となり，昭和48年にはその比率は20%まで落

ち込み，小売業の経営は苦を極める ようにな

った.加えて，昭和50年4月30日には，最高

裁より薬局の「適配条例」は憲法違反との判

決も下り 21，22九同年5月には薬局の適正配置

規制の条文を削除する薬事法の改正が行われ

るなど，薬局の経営上からも処方築調剤実施

への願望はますます強ま った.

このよ うな背景から，処方袋発行の増大お

よび薬業をめぐる諸々の背景から，日本薬剤

師会の医薬分業の推進に向けての活動は，活

発化し，しかもその活動は従来の概念的なも

のから，その業務の実施にあたっての留意事

項など具体的な指導体制がいっそう進められ

た.ちなみに，医薬分業法施行時より，現在

までの医薬分業の進展の動向をグラフに示す

と図 1のとおりであり，これまで述べた年次

経緯の変遷が如実に示される.

しかし，この急速に進展しだした医薬分業

も，時を経るに従い，処方築発行医療機関と

同一経営主体の薬局またはその親族等による

薬局 (以下「第二薬局」という〉が増加する

傾向となった.(昭和56年3月厚生省調査に

よれば，第二薬局で調剤する処方筆枚数は全

体の約 3割を占めた).この傾向に対し， 厚
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図 1薬局数，処方せん枚数等の推移

生省は，第二薬局は医薬分業本来の理念に反

するものであるとして昭和56年5月27日その

規則を通達しその改善に当たるなど適正な

医薬分業の推進に努めた.このようにして医

薬分業は，徐々に定着化し始め，昭和57年に

おける全国での処方築の発行枚数は 8，700万

枚を超え，調剤報酬金額も 2，257億円をこえ

るまでに進展した.

(6)患者指向型分業の目覚めとその充実期

(昭和58年以降)

昭和49年以降 2桁近い延び率を示してき

た処方築発行も昭和50年代後半より漸次そ

の延び率は鈍化し始めた.その要因は，厚生

省の指導による第 2薬局の閉鎖にあわせて，

老人保険法の施行(昭和57年 8月〉による老

人の初診時一部負担の導入，また医療保険に

おける被保険者本人の一部負担制度の導入な

ど，受診時の患者負担増がもたらした受診抑

制と併せて，薬局調剤と医療機関投薬と の間

での調剤料の格差もその一因と考えられる.

しかしながら，これら経済的要因によ って

医薬分業の進展が左右されるようであらば，

未だ医薬分業の医療面への貢献が真に国民に

認識されていなかったからにほかならない.

また，処方築を発行しない医療機関もその、

理由は，未だ処方筆料よりも薬価差額のほう

が大きいことが最大の要因なるも，やはり根

底に薬局，薬剤師に対する信頼の欠如がある

ことはし、なめない.とくに，医師過剰時代を

迎えて，処方築発行によって患者が逃避する

ことを懸念する医師が多かったこともそのー

(167 ) 



閣である.

このよ うな処方筆発行の鈍化傾向に対し，

薬剤師会は医薬分業の推進活動を経済面から

の推進に頼ることなく ，医薬分業本来の使命

である患者本位にたった医療の質的向上を目

指す医薬分業に具現すべく ，その実践活動に

力を入れだした.すなわち，昭和52年に佐谷

らが提唱した薬歴管理の実践お よび服薬指導

の励行である.

この提唱は，熱心な医薬分業の推進指導者

がし、る薬局およびその周辺地区で採用され，

多くの薬局で励行される ようになった23)

このような努力に対し，厚生省は昭和田年

2月の調剤報酬の改正に際して， 調剤報酬の

中に新たに投薬特別指導料を設定して，これ

を評価した.また，昭和61年 4月には，薬剤

服用歴管理指導料と して薬歴作成業務に対す

る報酬を設定した.

これら医療保険における薬剤師のメンタル

業務への報酬制度が確立されるに及び，全国

:的に薬歴の作成や，患者への服薬指導が実践

されるようにな った25)

一方，こ のような調剤行為の質的変化は

「調剤」 の定義の概念の変更を余儀なくした.

すなわち，大正 2年の最高裁の判例を もっ て

「調剤」の定義とな した従来の調剤の定義は

あく まで狭義の調剤であり，真の調剤は，薬

歴等による処方鑑査や，服薬指導を含めた広

義の 「調剤」とする概念がこのころより定着

するよ うになった.

このよ うな実務的背景もあって，医薬分業

の推進はあくまで恵、者指向の調剤の実践に伴

って進展する ものであるとする思考が関係者

の認識となった.

とくに，患者の高齢化がもたらす薬剤の多

剤投薬による弊害の排除に，この薬歴活用に

よる処方鑑査が有効な手段であることが，医

薬分業の先進地区である上団地区や， 蒲団地

区で実証されるに及んで，医薬分業の推進は

薬局関係者以外からも評価されるよ うになっ

7こ23，25)

一方，厚生省は，多年にわたり医薬分業の

推進活動に努めてきたが，このような医療面
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での実績評価が高まったことから平成元年 1

月には，その活動のーっとして国立病院に対

し，外来投薬患者の 3割分を処方袋発行する

よう指導した.この結果，これを受け入れる

地区の薬局および薬剤師会はもとより，全国

的にも医薬分業気運は高まり，再び大幅進展

の気配をみせ始めた.

一方，制度面でも高齢化社会を迎えて，適

正な医療を確保するため，政府は昭和58年 2

月に医療法を改正した24) この改正は，とく

に地域医療の充実刷新を求めて，各県ごとに

地域医療計画を策定し，地域における各医療

機関の役割を明確にするものであった.

この中において医薬分業など地域医療にお

ける薬局の役割も明確化され，医薬分業の地

域医療における位置づけは高まった.また，

患者の高齢化に伴って，複数医療機関による

掛け持ち受診が増加し，薬剤の多剤投与によ

る副作用が問題化されるに及んで，これの唯

一の対応策として面分業による処方鑑査が極

めて有効な手段として評価され，医薬品の安

全対策としても評価されるよう になった.

このよ うに医薬分業が，たんに患者への薬

の供給というだけでなく，医療の質や，地域

医療体制そのものに直接関連するよ うになっ

たことにより，これに携わる薬剤師の医療知

識の向上は必要不可欠なこととなり，これに

対処するため，薬剤師会が中心と なって薬剤

師の生涯教育など人材育成のための機関と し

て平成元年 1月には，薬剤師研修セ ンタ ーを

発足させた.

かくして，長きにわたった医薬分業の推進

運動もその基本方針は従来のたんなる処方築

発行の獲得を求める業権運動から，医療の向

上を目指す資質の向上のための運動へと変貌

していったのである.

5. 考察

昭和50年後半より展開された現在の患者指

向型の医薬分業に到達されるまでの長き医薬

分業活動の歴史を振り返ってみると，その歴

史の流れは，当事者たる医師と薬剤師の医薬

分業の実施に対する利害得失がその根底にあ



り，表面的には相方とも，患者の利便を唱え

つつも，実際には患者の利便は実証されるこ

となく，いたずらに政治闘争に終始してきた

といえよう .現在までの進展過程を総轄する

と，そもそも制度の導入は，医療の理想を求

めた明治政府が医師側の医業経営上の代替的

補填もなきまま，しかも実施上も人的，物的

な受入体制の未整備状態のままで，たんに法

令のみををもって強行せんとしたことが分業

の進展を停滞させた大きな原因といっても過

言ではない.このことは，同様の背景のもと

に戦後の GHQの強制によって実施に移され

た分業法についても同様のことがし、える.す

r なわち，数万人の医師に対しわずか数千人の

薬剤師しか存在しない環境基盤において，薬

剤師側は，いたずらに理想と薬局経営の安定

のみを求めて，患者不在のま まに政治家を動

員して，議会闘争のみに70年もの歳月を終始

したことは反省に値しよう.何とならば，そ

の後の保険医療における医師の診療報酬体系

が，技術料重視政策によって，処方筆料が引

き上げられるに及び，法制度的には，何ら変

化しないのに一挙に処方筆が発行されるよう

にな った事実，また患者指向型の調剤の実践

に伴って，医療上からもその実績が評価され

るに及んで社会的にも定着化し，進展が続け

られていることをみても過去の運動とその歳

月がし、かに無益であったが，伺い知ることが

できる.むしろ，活動の主体は急がばまわれ

で，当初からこれら環境基盤の整備に当たる

べきであったといえよう .

また，要するに，歴史を振り返って得たこ

とは，わが国の医療分業導入の原点ともなっ

た明治 4年のホフマン， ミュルレルの「適正

な医療分業の推進は，医学，薬学が並行して

実践されることにおいて，初めてなし得る」

と主張が現実に実践されるに及んで逆に，定

着化し推進を見たことである.いうならば制

度や主張があれば定着化するのでなく ，実践

の積み重ねが制度を定着化するのである.こ

のことは，今後の医薬分業推進に当たって正

に心すべきことであり，患者の立場に立った

医療向上に役立つ調剤を実践し，また，地域

(169 ) 

において薬局の使命を十分果たす場合には，

低きに流れる水のごとく ，医薬分業は必ずや

その定着を見るであろう .

要するに，医療上の実績の裏付けなしに，

単に与えられた制度や政治的解決手法によ っ

て得た結果からは，決して国民的理解や，制

度の進展は得られないことがこの長き医薬分

業史をひもどくことによって十分知ることが

で‘きた.

終わりに，今，医薬分業の推進に向けて薬

剤師会が中心となり多くのモデル事業が進め

られているが，ここに述べた過去の長い歴史

の反省の上に立って，今後の諸施策が講じら

れんことを提言する.
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1
日

よ
り

医
師

の
調

剤
を

認
め

ず
と

い
う

改
正

案
を

縫
出

す
る

も
、

議
事

日
程

に
は

上
が

っ
た

が
不

成
立

。
な

お
、
こ

の
と

き
の

審
議

に
お

い
て
、

内
務

大
臣

は
「

病
者

受
伎

の
実

況
に

鐙
み

、
政

府
は

現
時

法
令

を
も

っ
て

之
を

強
制

す
る

意
志

な
し

」
と

の
答
弁
有
。

明
45
.

3.
16

.
 I第

28
回

帝
国

議
会

へ
業

体
改

正
(
議
事
上

程
臼

)
I案

提
出

2
)
0
4
)

-
薬

剤
師

、
薬

局
の

定
義

な
ど

我
が

国
初

の
薬

事
制

度

の
総

合
的

法
律

が
制

定
さ

れ
る

。

・
本

法
中

に
は

、
薬

剤
師

念
願

の
医

薬
分

業
に

関
し
て

第
1
条

で
「

薬
剤

師
ト

ハ
薬

局
ヲ

開
設

シ
、

医
師

ノ

処
方
重
量
ニ
擁
リ
薬
剤
ヲ
調
合
ス

ル
者
ヲ

言
7

・・
・・

J
と
定
め
、
薬
剤
師
の
職
能
を
明
D
l
化
す
る
も
、
I
!
I
f
RII

43
条

に
お

い
て

「
医

師
ハ

自
ラ

診
療

ス
ル

患
者

ノ
処

方
ニ

限
リ

・
・
・
・
自
宅
エ
於
テ
薬
剤
lヲ

調
合

シ
販

売
授

与
ス

ル
コ
ト
ヲ

得
J

と
定

め
、

旧
習

を
存

続
せ

L
め

た
。

こ
の

附
則

の
設

定
に

対
L
、

薬
剤

師
の

反
発

大

な
る

も
の

と
な

り
、

本
格

的
医

薬
分

業
運

動
こ

れ
よ

り
始
ま
る
。

明
.2
3.

3.
15

.
 I薬

律
(

薬
品

営
業

並
薬

品
取

扱
規
則
)
の
制
定
1
)
50
)"
 

-
薬

律
の

附
則

第
43

条
の

改
正

案
〈

医
師

の
自

家
投

薬

権
を

明
.2
1.

1.
1

よ
り

逐
次

禁
止

す
る

改
正

案
〉

を

衆
議

院
に

提
出

せ
し

も
、

12
月
25

日
松
方
内
閣
は
、

予
算

案
の

否
決

な
ど

に
よ

り
議

会
は

解
散

し
、

法
案

は
不
成
立
と
な
る
。

こ
の

時
期

、
多

く
の

議
員

の
説

得
な

ど
に

多
大

な
努

力
を

行
い

、
ま

た
法

案
提

出
を

期
に

言
論

界
を

交
え

て
の

議
論

は
激

L
、

医
師

会
、

薬
剤

師
会

の
{
中
の

車
L

蝶
は

極
み

に
逮

す
。

改 提
の を

律 〉
薬 案

に 法

会 業

議 分

園 業

帝 医
回 (

2 案 目

第 正 出

8 日

- 程
J 上

H H 事

呪 慌

( H J 己 )

-
神

奈
川

県
知

事
よ

り
の

照
会

(
大
.2
.
!
.
)
に
対

し

「
薬

剤
師

が
薬

品
の

販
売

者
た

る
資

絡
に

お
い

て
、

買
い

手
の

指
定

す
る

普
通

薬
を

配
合

販
売

す
る

こ
と

は
、

適
法

」
と

回
答

す
る

。

大
.
2
.

4.
2
3.
I混

合
販

売
に

つ
き

、
衛

生
局

長

は
適

法
と

回
答

日

-
薬

剤
師

受
験

資
格

を
、

中
学

、
高

校
卒

業
後

3
年

以

上
の

薬
学

校
を

卒
業

L
た

者
と

し
た

(
大

.
10
. 
10
. 
1

 
施

行
〉

法
令

を
定

め
る

。

大
.

2. 
9.
19
. 
I薬

剤
師

試
験

規
則

の
改

正
日

-
医

薬
分

業
の

推
進

方
法

に
関

し
、
薬

剤
師

の
中

が
急

進
派

と
漸

進
派

に
二

分
さ

れ
る

事
悠

を
憂

慮
し、

薬

~J
lW
の
大
同
団
結
を
図
る
た
め
、
分
業
の
中
心
と
な

る
団

体
の

結
成

が
急

務
と
な
り
、

全
国

的
組

織
と
し

て
発
足
す
る
。

日
本

薬
剤

師
会

発
足

れ
明

26
.
6.

11
 

-
売

薬
規

則
を

廃
止

し
、

新
た

に
売

業
法

を
公

布
、

内

容
は

売
薬

の
無

効
無

害
主

義
か

ら
、

有
効

無
害

主
義

へ
の

変
換

を
柱

と
す

る。

「
売
薬
法
J

公
布
1
)
5
>
 

大
.

3. 
3.
31
 

-
薬
律
附
目
11
第

(3
条

の
改

正
案

{
医

師
の

自
家

役
薬

権

を
明
.2
8.

1.
1

よ
り

逐
次

禁
止

す
る

改
正

案
}

の
提

出
。

-
医

薬
分

業
が

議
会

漬
上

で
論

議
さ

れ
た

矯
矢

に
し

て

そ
の

議
論

は
、

舌
端

火
を

紹
く

も
の

な
り

、
し

か
し

採
決

の
結

果
否

決
さ

れ
る

。

第
5
回

帝
国

議
会

に
薬

律
の

改

正
案

を
再

提
出
2'

川

明
26
.1
2.
11

{
議
事
上
程
日
)

-
大

正
3年

5月
10

日
の

目
薬

定
期

総
会

に
お

い
て

、
医

薬
分

業
急

進
派

が
理

事
に

就
任

す
る

や
、

再
び

分
業

大
5. 

2.
22
. 
I第

37
回

帝
国

議
会

へ
『

薬
律
J改

(
議
事
上

程
日

)
I正

案
を

鑓
出

目
引



大
.

7. 
3. 

8. 
第

40
回
帝
国
議
会
に
「
薬
律
J改

-
改

正
内

容
の

準
備

は
整

っ
た

が
、

両
院

の
状

勢
、
会

正
案

を
提

出
せ

ん
と

す
る

も
断

期
の

切
迫

等
か

ら
法

案
の

通
過

見
込

み
た

た
ず

、
3

念
す
引

月
8
日
に
至
り
提
案
の
中
止
を
決
議
す
る
。

大
.

8. 
1. 

妥
協

的
医

薬
分

業
案

の
模

索
引

-
目
薬
の
長
井
、
丹
羽
、
池
口
の
三
!
専
土
は

、
医

師
会

長
北

里
柴

三
郎

博
士

と
逢

い
、

医
薬

分
業

の
問

題
を

抗
争

に
の

み
委

せ
ず

、
妥

凶
的

解
決

案
の

作
成

を
図

ら
ん
と
欲
し

、
そ

の
案

を
作

成
し
医

師
会

側
に
呈

示

し
反
応
を
待
つ
。
本
提
案
は
、
後

、
大

正
9
f手

11
月

に

至
り

「
医

薬
分

業
は

法
律

に
よ

っ
て
強
制
す
べ
き

に

非
」

な
る
回
答
に
て
一
蹴
さ
れ
る
。

大
8.

大
審

院
「

芝
八

事
件
J

に
対
し

-
大

審
院

は
芝

八
事

件
に

対
L
、

薬
律

14
条

第
1
項
に

判
決
下
す
日

違
反
す
る
調
節
jで

あ
る

と
判

決
を

す
る

。
(

先
の

東

京
地

裁
の

薬
品

の
製

造
行

為
な

る
と
の
判
決
を

く
っ

が
え

し
た

)

大
田
10
.

2.
19

目
医

薬
分

業
促

進
同

盟
会

、
公

開
-
東

京
、
神

田
青

年
会

館
に

て
、

公
開

分
業

推
進

の
た

を
開
催
引

め
の

講
習

会
を

開
催

{
聴

衆
30
00

名
を
起
す
〉
し

、

天
下

に
運

動
を

公
知

す
る

。
併

せ
て

食
衆

両
院

に
請

願
書

を
提

出
。

な
お

本
会

は
翌

、
大

正
11
年

6
月

11

日
も
第

2
回
講
習
会
を
開
催
、

こ
の

と
き

前
日

及
び

当
日

で
20
万
枚
の
宣
伝
ピ
ラ
を
織
布
す
る
。

大
.1
0.

6.
10
. 

開
業

医
で

の
無

資
格

者
銅

剣
に

-
非

薬
剤

師
の

調
剤

に
よ

る
埴

酸
キ

ニ
ー

ヰ
と

硝
酸

ス

よ
る

誤
薬

事
件

の
発

生
引

ト
リ

キ
ニ

ー
ネ

と
の

悶
速

い
絞

薬
に

よ
っ

て
少

年
の

死
亡

事
件

が
発

生
し

、
新

聞
紙

上
に

て
社

会
函

を
騒

が
す
。
こ
れ
を
契
機
に
薬

~J
f
l
!
i
会
、
医
薬
分
業
の
実

施
が

急
務

と
主

張
L
.
各

所
で

大
論

陣
を

展
開

す
る

.

大
.1

1.
4.
12
. 

帝
国

青
年

薬
剤

師
聯

盟
発

会
わ

-
こ

の
発

会
式

席
上

、
文

学
者

、
賀

川
豊

彦
に

よ
る

第

三
者

に
よ

る
分

業
論

が
注

目
を

あ
び

る
。

こ
の

湖
、

分
業
に
関
す
る
宣
伝
活
動
更
に
高
ま
る
。

大
12
.

2.
2
1. 

衆
議

院
に

請
願

書
徒

出
U

.
6万

3千
名

を
こ

え
る

医
薬

分
業

公
衆

舗
願

書
を

百
名

を
超

え
る

議
員

の
紹

介
を

も
っ

て
、

衆
議

院
に

提
出

す
る

も
、

参
考

送
付

と
な

り
採

択
に

翠
ら

ず
。

大
12
.

3.
23
 

第
46
回

帝
国

議
会

薬
剤

師
法

制
l

-
か

ね
て

(
大

1
1
.
)
薬
剤
師
会
よ
り

、
政

府
に
出
き

定
に

関
す

る
健

議
案

可
決

1
)
4
)

れ
て

い
た

薬
剤

師
の

資
格

、
権

利
義

務
を

明
確

化
す

る
た

め
の

薬
剤

師
法

制
定

建
議

書
が

、
衆

議
院

に
て

審
議

さ
れ

、
大

正
12
年

3
月

23
日
建
議
案
は
可
決
さ

れ
る
。

大
H
.
2
.

政
府

は
薬

剤
師

法
案

、
薬

品
法

-
第

46
回

議
会

に
て

可
決

を
み

た
建

議
に

基
づ

き
政

府
案

を
中

央
衛

生
会

に
お

間
引
制

は
、

薬
剤

師
法

案
、

薬
品

法
案

を
中

央
衛

生
会

に
議

5
>
 

問
す
る

。
薬

剤
師

法
案

は
謀

議
な

き
も

、
薬

品
法

案

運
動

は
猛

進
L.

薬
律

の
改

正
案

を
提

出
せ

し
む

る
.

し
か

し、
大

正
5年

2
月

23
日
及
び

24
日

の
両

日
討

議

せ
し

も
審

議
未

了
と

な
り

、
運
動
は
徒
労
に
帰
す
。

な
お

、
改

正
案

の
内

容
は

「
特

に
定

め
た

地
援

に
お

い
て
は

、
3
年

の
猶

予
期

間
内

を
以

て
、

医
師

の
調

J¥!
Jを

祭
止
す
る
J

と
の
も
の
で
あ
っ
た
。

医
薬

分
業

理
由

書
及

び
そ

の
反

-
こ

の
運

動
と

併
行

し
、

日
薬

会
長

丹
羽

1専
士
は
長
文

対
意

見
書

、
世

に
発

表
さ

れ
る

の
医

師
殺

人
諭

を
骨

子
と

L
た

医
薬

分
業

理
由

書
を

2'
 

世
に

公
表

、
こ

れ
に
対
し

、
医

師
会

は
猛

反
発

し
反

対
意

見
奮

を
lli

上
に
頒
布
す
。

大
5.

無
処
方
調
剤
事
件
{
芝
八
事
件
}

-
東

京
市

芝
区

に
お

い
て

薬
剤

師
八

名
が

医
師

の
処

方

の
医

師
告

発
に

対
し

、
東

京
地

i
!
I
i
な
し
に
調
J
¥
!J
を

行
っ

た
と

し
て

医
師

が
告

発
し

た

裁
適

法
と

判
決

臼
事
件
{
い
わ
ゆ
る
芝
八
事
件
、
又
は
混
合
販
売
問
題
}

対
し

、
東

京
地

裁
は

、
混

合
販

売
は

違
反

に
非

ず
と

の
判

決
を

下
し

た
。

(
翌

年
、

大
審

院
は

、
こ

れ
と

類
似

事
件

に
対

し
、

反
対

の
判

決
を

下
す

)

大
5
.
1
1.

10
 

大
日

本
医

師
会

を
設

立
(

第
1

-
医

権
の

擁
護

拡
張

を
傑

携
し

、
大

日
本

医
師

会
を

発

回
総
会
)

し、
医

薬
分

業
反

対
足
す
。

こ
れ

目
薬

の
医

薬
分

業
運

動
も

そ
の

契
機

の
を
決
議
引

ー
っ

と
な

る
も

の
な

り
、

こ
の

た
め

発
会

式
た

る
第

1
回

総
会

に
て

、
分

業
反

対
論

を
決

議
す

る
と

と
も

に
、
医
師
法
第

9
条

に
医

師
の

薬
剤

販
売

授
与

の
規

定
を
設
け
絹
J
¥
! J
権

を
明

確
に

し
、

併
せ

て
、

薬
剤

師

の
無

処
方

調
剤

の
取

締
を

内
務

大
臣

に
建

議
す

る
こ

と
を
決
議
す
る
。

大
.

6. 
3.

1
9. 

混
合

阪
売

事
件

に
対

す
る

大
審

-
混

合
販

売
事

件
に

対
し

、
大

審
院

は
先

の
東

京
地

裁

院
の

判
決

{
調

剤
の

定
義

か
た

の
判

決
と

相
反

し
、

本
件

は
f
薬

律
」

第
14
条

の
違

ま
る
)
下
す
。
引

反
で

あ
る

と
判

決
。

こ
れ

に
対

し
剤

界
、

騒
然

と
な

り
薬

剤
師

法
の

制
定

通
勤

が
高

ま
る

。
な

お
、

こ
の

と
き

の
判

決
文

が
後

日
「

処
方

」
及

び
「

調
剤

」
の

/
定
義
と
し
て
次
の
内
容
が
固
ま
る
。

-
処

方
ト

ハ
特

定
人

ノ
特

定
/

疾
病

ニ
対

ス
ル

薬
剤

ニ

依
ル

治
疲

ノ
処

置
方

法
ニ

対
ス

ル
意

見

-
調
剤
j
ト

ハ
一

定
ノ

処
方

ニ
従

ヒ
テ

一
種

以
上

ノ
薬

品

ヲ
配

合
シ

若
ヲ

ハ
一

種
ノ

薬
品

ヲ
使

用
γ
特

定
/

分
|

量
三

従
ヒ

特
定

ノ
用

法
エ

適
合

ス
ル

如
ク

特
定

人
ノ

特
定

ノ
疾

病
ニ

対
ス

ル
薬

剤
j
ヲ
調
合
ス
ル
コ
ト

大
6.
11

第
2
回

大
日

本
医

師
会

総
会

で
-
医

師
法

第
5
条

を
改

正
し

医
師

の
調

剤
権

を
法

文
化

医
師

法
改

正
を

決
議

引
す

る
こ

と
を

決
議

し
、

医
薬

分
業

反
対

の
気

鈴
を

昂

め
る
。

大
.

7. 
1
 

目
薬

・
分

業
バ

ン
フ

レ
ア

ト
を

-
日

本
薬

剤
師

会
は

「
医

薬
分

業
の

説
明
J

な
る
パ
ン

|
頒

布
引

7
レ
ッ
ト
を
各
地
方
に
頒
布
す
る
。

( 同 寸 N )



昭
.

6. 
3.
17

.
 第

59
回

帝
国

議
会

に
提

出
し

た
-
第

59
回

帝
国

議
会

に
対

L
、

昭
和

6年
2月

23
目
提
出

医
薬

分
業

の
実

施
公

衆
請

願
が

L
た
請
願
(
前
回
と
同
趣
旨
)
は
、
紹
介
議
員

14
5
名

本
会

議
で

採
択

さ
れ

る
削

全
議

員
の

3
分
の

1
に

及
び

、
昭

和
6年

3月
4
日
採

択
さ

れ
る

。
こ

の
期

、
医

師
、

薬
剤

師
の

対
立

抗
争

は
益

々
露

骨
と

な
り

、
相

方
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
に

て
の

宣
伝

激
化
を

呈
す

る
。

な
お

本
会

議
は
3月

17
日
両

会
の

策
謀

激
し

き
中

、
薬

剤
師

側
の

作
戦

功
を

奏
し

分
業

運
動

史
上

始
め

て
の

本
会

議
の

採
択

を
み

る
。

昭
6.

3.
17
 

第
59
回

帝
国

議
会

に
提

出
し

た
-
第

59
回

帝
国

議
会

に
は

、
医

薬
分

業
実

施
の

公
衆

請

医
療

合
理

化
に

関
す

る
建

議
案

願
に

併
せ

て
、

議
員

提
出

の
(

政
友

会
川

島
正

次
郎

本
会

議
で

採
択

さ
れ

る
引

興
提

出
)

の
医

薬
合

理
化

に
関

す
る

建
議

案
も

、
本

会
議

で
採
択
さ
れ
る
。
本
案
は
主
に
『
治
療
に
は
、

必
要

な
薬

の
み

を
投

薬
し

、
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
適

正
な

薬
価

を
徴

す
る

べ
き

J
と
す
る
建
議
案
で
あ
る
.

日目
6. 

3.
18
 

医
師

、
薬

剤
師

の
業

務
に

関
す

-
法

に
反

し
た

医
師

調
布
lの

独
占

的
事

態
に

つ
い

て
の

る
質
問
舎
の
提
出
目

政
府

見
解

を
正

さ
ん

と
し

て
、

今
堀

代
議

士
を

し
て

昭
和

6年
3月

18
日

質
問

舎
を

提
出

。
同

年
3月

25
日

回
答

を
得

る
も

薬
剤

師
そ

の
答

弁
を

不
満

と
す

る
。

問。
8.

第
64
回

帝
国

議
会

に
お

い
て

医
-
第

64
回

帝
国

議
会

に
お

い
て

医
薬

制
度

の
改

善
に

関
薬
指
l度

改
善

に
関

す
る

質
問

趣
す

る
質

問
趣

意
書

に
関

連
し

、
内

務
大

臣
は

「
分

業
意

書
に

関
連

し
、

大
臣

答
弁

を
は

、
国

民
の

保
険

衛
生

上
極

め
て

重
大

な
る

を
以

て
提
出
す
る
引

慎
重
考
慮
中
な
り
」
の
答
弁
を
行
う
。

昭
.

8. 
9. 

8. 
医
師
法
施
行
規
則
に
処
方
重
量
交

-
昭

和
8年

4月
5
日

の
医

師
法

改
正

に
関

連
す

る
施

行
付

義
務
の
規
定
が
入
る
¥
3
)

t
4
)
 

規
則

の
改

正
に

際
し

、
第

9条
の

2
で

処
方

議
交

付
iこ

つ
い
て
の
規
定
が
始
め
て
法
制
化
さ
れ
た
。

昭
.

9. 
3.
26
.

 第
65
回

帝
国

議
会

で
健

康
保

険
-
第

65
回

帝
国

議
会

の
政

府
提

出
健

保
法
一

部
改

正
に

法
の

一
部

改
正

に
際

し
修

正
案

際
L
、

薬
剤

給
付

の
条

項
の

修
正

案
を

提
出

せ
L

も
提
出

L
、
否

決
さ

れ
る

引
入

れ
ら

れ
ず

政
府

原
案

ど
う

り
の

可
決

と
な

る
。

昭
10
.

2.
12
 

全
国

医
師

大
会

開
催

19
'

-
医

薬
分

業
の

実
施

の
反

対
を

目
的

と
L
て
20
00

名
か

ら
な
る
全
国
医
師
大
会
が
開
催
さ
れ
る
。

昭
10
.

2.
16
 

全
国

薬
剤

師
大

会
開

催
1引

-
全

国
医

師
大

会
の

分
業

皮
対

に
反

発
し、

40
00

名
の

薬
剤

師
が

参
加

す
る

全
国

薬
剤

師
大

会
を

開
催

す
る

昭
10
.

3. 
7

 
第

67
回

帝
国

議
会

に
薬

剤
師

法
-
第

67
回

帝
国

議
会

に
薬

剤
師

法
附

則
第

3
条

の
改

正

附
則

の
改

正
案

提
出

(
議

員
立

実
(

都
市

に
お

け
る

医
薬

分
業

の
実

施
)

を
議

員
立

法
)
引

法
i己

て
提
出

す
る
も
、
審
議
未
了
と
な
る
。

昭
1
1.

民
政

党
医

薬
制

度
特

別
調

査
会

-
民
政

党
は

、
医

薬
分

業
問

題
等

を
審

議
す

る
た

め
医

を
設
置

19
'

薬
制
度
特
別
調
査
会
を
設
置
す
る
。

は
混

合
販

売
事

件
を

合
法

化
す

る
法

案
の

た
め

、
医

師
、
薬

剤
師

両
側

よ
り

激
L
い

論
議

と
な

り
、

内
容

を
一

部
修

正
し

、
両

方
案

を
第

50
回

帝
国

議
会

に
提

出
す
る
。

大
.
14
. 

4. 
14
. 

第
50
回

帝
国

議
会

に
薬

剤
師

法
-
薬

品
法

案
へ

の
医

師
側

の
反

対
激

し
く

、
両

法
案

は

案
、

薬
品

法
案

を
提

出
、

薬
剤

分
離

さ
れ

、
薬

剤
師

法
の

み
修

正
の

う
え

大
正

14
年

師
法

の
み

法
案

成
立

2>
5>

4
月

14
日

貿
衆

両
院

を
通

過
す

る
も

、
薬

品
法

案
は

審
議

未
了

と
な

る
。

な
お

薬
品

法
案

の
不

成
立

に
よ

り
薬
品
関
係
の
規
制
は

、
従

来
ど

お
り

「
薬

律
」

で

の
規

制
と

な
る

。
新

薬
剤

師
法

中
の

分
業

関
係

条
文

で
は
、
第

5
条

に
て

「
薬

剤
師

に
非

ざ
れ

ば
調

剤
jを

な
す
こ
と
を
得
ず
・
・

・
・J

と
記
さ
る
も
、
薬
律
の
と

き
と
同
じ
く
付
則
第

3
項
に
て
「
医
師
は
診
療
に
用

い
る
べ
き
薬
品
に
限
り
・
・
調
和
lを

為
す
こ
と
を
得
」

な
る

条
文

が
付

さ
れ

、
医

師
の

調
剤

権
は

再
び

容
認

さ
れ
、
薬
剤
師
側
は
大
い
に
失
望
す
る
。

大
15
.

3. 
6. 

第
51
回

帝
国

議
会

に
諮

願
書

提
-
薬

剤
師

法
案

、
薬

品
法

案
の

国
会

審
議

も
あ

っ
て

中
出
採
択
さ
る
引

断
し

て
い

た
医

薬
分

業
運

動
は

、
薬

剤
師

法
の

成
立

を
機

に
、

再
び

遁
進

す
べ

く
、

全
国

的
鵠

願
運

動
を

進
め
、

8
万
4干

名
に

及
ぶ

請
願

書
を

集
め

、
紹

介
議

員
数
も

89
名

に
お

よ
ぶ

請
願

を
3月

6
日
衆
議
院
に
提

出
す
。

本
請

願
は

3月
24

日
上
議
さ
れ
、

19
対

9で
採

択
さ

れ

る
。

翌
25

日
本
会
議
上
程
さ
れ
る
も
、

当
日

他
の

事

件
の

余
彫

を
受

け
他

法
案

と
と

も
に

審
議

未
了

と
な

り
、

正
に

会
期

の
余

猫
さ

え
あ

れ
ば

通
過

疑
い

な
き

も
の
が
審
議
未
了
と
な
る
。

大
.1
5.
1
1.

6.
 
日

本
薬

剤
師

会
設

立
さ

れ
る

引
-

薬
剤

師
法

の
成

立
に

伴
い

、
法

令
に

基
ず

く
日

本
薬

剤
師
会
が
設
立
さ
れ
る
。

昭
2.

1.
1

健
康

保
険

法
施

行
13
>
23
) 

-
大

正
11
年

制
定

さ
れ

た
健

康
保

険
法

は
、

大
震

災
の

た
め

そ
の

施
行

が
延

期
さ

れ
て

い
た

が
、

本
年

l
月

l

日
よ
り
全
面
施
行
さ
れ
る
。

(
医
師
会
の
請
負
制
lで

発
足
)

昭
4.

3.
20
 

第
56
回

帝
国

議
会

に
医

薬
分

業
-
第

56
回

帝
国

議
会

に
対

し
、

昭
和

4年
3月

20
回
全

国

の
実
施
公
衆
請
願
を
挺
出
引
.
，

都
市

で
の

即
時

医
薬

分
業

を
実

施
す

べ
き

と
の

諮
願

書
を

提
出

(3
万

i
干

人
の

調
印

)
L

 、
同

日
、

満
場

一

致
に

て
採

択
さ

れ
る

。
し
か

L
、

こ
の

議
決

に
医

師

会
側

は
猛

反
発

L
、
本

会
議

で
の

採
択

阻
止

に
猛

運

動
を

展
開

、
本

案
の

み
本

会
議

で
の

採
択

を
、

後
に

延
ば

す
と

の
動

議
を

成
立

(3
.2
5.

)
さ

せ
、

結
果

的
に
審
議
未
了
と
さ
せ
る
。

( H J 可 ω )



キ
医

薬
品

ニ
限

リ
命

令
ノ

定
ム

ル
所

エ
依

リ
第

十
五

条
ノ

規
定

ユ
拘

ラ
ズ

調
印
lを

為
ス

コ
ト

ヲ
得

」
と

い

う
規
定
を
設
け

、
医

師
と

薬
剤

師
が

争
い

を
生

む
お

そ
れ

の
あ

る
医

薬
制

度
の

改
変

を
避

け
、

元
の

薬
剤
l

師
法
の
規
定
を
そ
の
ま
ま
踏
越
し
た
。

H目
.2
0
.
8.
15
. 

終
戦

-
敗
戦
に
よ
り
大
東

迎
戦
争
が
終
結
す
る
。

11
[/
.2
3
.
7
.2
9.
 

戦
時

下
制

定
の

薬
事

法
を

全
国

-
戦

時
体

制
下

で
制

定
さ

れ
た

18
年

薬
事

法
を

、
民

主

的
に
改
正
す
る
(
2
3
年
薬
事
法

体
制

下
の

法
令

と
す

べ
〈

、
医

薬
制

度
調

査
会

の
答

の
制
定
)

1
6
>
 

申
(
昭

23
.5
.8
.
)
を
経
て

、
第

2
四

国
会

に
、

改

正
案

を
拠

出
(11
自

23
.6
.4
.
)

、
衆

議
院

可
決

(6
26
. 
)

、
参

議
院

可
決

(6
.3
0.

)
を
経
て

、
日目
制

23
年

7
月

29
日

に
新

た
な

薬
事

法
と

し
て

公
布

、
胞

行

し
た
。
な
お
、
調
印
l織

に
つ

い
て

は
、

旧
法
を

81l
a品

し
た

が
、

従
来

、
附
日
'1
47

条
で
定
め
た
医
師
調
印
lの

鋭
定

を
、

本
文

第
22
条

中
「

但
し

、
医

師
が

自
己

の

処
方

議
に

よ
り

自
ら

翻
釦
IJ
l
.
.
、
又
は

、
薬

剤
師

に
調

I¥I
Jさ

せ
る
場
合
は

、
こ

の
限

り
で

は
な

い
」

の
但

し

脅
さ
と

し
た

。

8
>
1
0

)
1
0

 

11
[/
.2
4.
 

7. 
1. 

米
国
薬
l
j
}
使
節
団
来
日

-
日

本
薬

剤
師

会
の

働
き

か
け

に
よ

り
、
米

国
薬

剤
師

協
会

会
長

を
団

長
と

す
る

使
節

団
(
5
名
)

が
来
日

し
、

日
本

の
薬

事
制

度
に

つ
き

調
査

し
、

報
告
容
を

マ
y
カ
ー

サ
一

元
師

〈
占

領
軍

総
司

令
官
)

に
総
出

す
る
。

11
[/
.2
4
.

 9.
13
 

G
H
Q
よ

り
薬

事
制

度
の

改
普

-
米

国
薬

事
使

節
団

の
調

査
結

果
に

基
づ

き
.4
5
項
目

に
つ
い
て
勧
告

(N
0
1)

6
>
1
0
>
 

に
亘

る
改

善
勧

告
が

C
I!
Q
よ

り
な

さ
れ

る
。

そ
の

冒
頭
に

、
ま

ず
「

医
薬

分
業

の
半

期
尖

現
に

つ
い

て

は
、

可
能

な
限

り
銘

力
す

る
こ

と
、

医
師

は
処

方
範

を
発

行
し

投
薬

は
、

緊
急

時
に

限
る

こ
と

等
」

が
勧

告
さ

れ
た
。

8
>
1
0

)
1
1
>
 

昭
25
.

1. 
9

 
G
H
Q
よ
り

の
勧
告

(N
02
)

-
三

志
会

(
日

本
医

師
会

、
日

本
歯

科
医

師
会

、
日

本

薬
剤

師
会

〉
の

代
表

は
占

領
軍

の
サ

ム
ス
准
勝
(
公

衆
衛

生
福

祉
局

長
)

よ
り

、
医

薬
分

業
の

具
体

的
方

策
、

報
酬

面
等

に
つ

い
て

の
改

善
事

項
を

三
志

会
で

ま
と
め
る
よ
う
指
導
を
受
け
る
。

日目
25
. 

7.
18
. 

臨
時

医
薬

制
度

調
査

会
及

び
臨

'
G
H
Q
の

勧
告

後
、

三
志

会
で

協
議

す
る

も
意

見
の

時
診

療
報

酬
調

査
会

の
設

置
を

合
昔
、
は
見
ら
れ
ず

、
結

局
、

総
司

令
部

よ
り

政
府

に
公
布
(
7
.2
6.

発
足
)
引

1
0
>

検
討

が
命

ぜ
ら

れ
、
政

府
は

医
薬

分
業

問
題

を
本

絡

的
に
審
議
す
る
機
関
と

し
て
、

医
薬

の
専

門
家

以
外

に
第

三
者

を
加

え
た

臨
時

医
薬

制
度

調
査

会
、

及
び

臨
時

診
療

報
酬

調
査

会
を

設
置

す
る

(
公

布
25
.7
.

18
発
足

25
.7
.2
6.

)
 

-
昭

和
12
年
7月

、
政

府
は

国
民

の
体

力
向

上
、
福
祉

の
増

進
を

図
る

た
め

保
険

社
会

省
の

新
設

を
閣

議
決

定
し、

枢
密

院
に

て
審

議
の

結
果

「
厚

生
省

」
と

の

名
称
で
発
足
す
る

。

厚
生

省
設

置
t
3
)
 2
0
)
 

昭
13
.

1. 
11
 

-
国

民
経

筒
、
国

民
生

活
は

す
べ

て
国

防
H
的
に
沿
っ

て
組
織
化
さ
れ
る
。

-
厚

生
省

は
医

薬
制

度
の

改
善

に
つ

い
て

の
震

袈
ljl
現

を
調

査
審

議
す

る
た

め
、

官
民

有
識

者
か

ら
な

る
医

薬
制

度
調

査
会

を
設

置
す

る
。

同
年

7月
11

日
厚
生

大
臣

は
、

本
会

に
対

し
「

国
民

医
療

の
現

状
に

鑑
み

現
行

医
薬

制
度

の
改

善
の

方
策

は
如

何
」

と
の

お
悶

国
家

総
動

員
法

の
制

定
1
3
>
2
0
)
 

厚
生

大
臣

の
諮

問
機

関
と

し
て

医
薬

制
度

調
査

会
「

管
制

」
を

設
盤
(
勅
令
第

43
7
号
)
リ
リ
引

昭
13
.
4.
15

昭
13
.
7
.
1

を
行
う
。

-
本

答
申

は
医

療
の

普
及

、
医

徳
内

容
の

向
上
、

医
師

会
の

改
組

な
ど

医
療

制
度

全
般

に
亘

っ
て

「
医

俊
市
l

制
度

改
善

方
策
J

な
る
答
申
を
行
っ

た
。

こ
の
答
申

が
、

後
日

の
国

民
医
1車

法
の
ま
ま
礎
と
な
る
。
な
お

、

医
療

制
度

と
密

綾
な

薬
事

制
度

に
つ

い
て

は
、
社

会

f高
野
の
推
移
や
戦
時
体
勢
面
か
ら

、
現
行
の
薬
律
、

売
薬

法
、
薬

剤
師

法
は

、
す

べ
て

の
面

で
不

備
で

あ

り
、
銭

本
的

な
改

善
が

必
要

で
あ

っ
た

た
め

、
日

IJ
に

審
議
す
る

こ
と
と
し
て
本

答
申

中
に

は
、

ふ
れ

ら
れ

な
か

っ
た

。
(
こ
の

薬
事
制
度
の
改
善
は
後
日
、
昭

.

17
.1
1

に
答
申
(
2
)
と
し
て
答
申
さ
れ
る
)

医
薬
制
度
調
査
会
の
答
申
(
1
)

の
起

草
終

わ
る

け
川

副
昭

15
.1
0.
2
8

( 戸 、 下 品 )

大
東

亜
戦

争
勃

発
日目。

16
.
12
.
8. 

-
本

法
で

は
従

来
、

医
師

法
案

で
偲

別
に

定
め

て
い

る

身
分

法
を

統
合

し
、

病
院

等
の

定
義

、
設

立
の

許
可

日
本
医
師
会
の
強
制
l設

立
な
ど
が
定
め
ら
れ
た
。

-
従

来
の

薬
事

制
度

に
つ

い
て

人
的

、
物

的
の

両
面

に

/
わ

た
る
改

善
を

行
う

た
め

、
新

た
に

医
薬

制
度

調
査

会
の

中
に

薬
事

制
度

特
別

委
員

会
を

設
置

し
、

審
議

た
。

医
薬

制
度

調
査

会
は

、
同

年
11
月

薬
事

制
度

改

善
方

策
を
答
申
(
2
)
と
し
て
答
申

し
た

。
こ
の
答
申

案
が

昭
和

18
年
の
議
事
法
案
の
骨
子
と
な
る
。

国
民

医
療

法
の

設
定

日
印

刷

医
薬

制
度

調
査

会
に

薬
事

制
度

特
別
委
員
会
を
設
置
，
.
>

日目
17
. 

2.
25
. 

日目
17
.1
0.
13
 

-
従

来
の

「
薬

剤
師

法
J
r薬

律
J
及
び
「
売
薬
法
」

の
三
法
を
統
合
し
、

一
本

化
し

た
薬

事
法

を
制

定
す

る
。

本
法

に
お

け
る

医
薬

分
業

関
連

条
文

は
、

第
15

条
に

て
「

薬
剤

師
ニ

非
ザ

レ
パ

販
売

文
ハ

授
与

/
目

的
ヲ
以
テ
調
I
¥
IJ
ヲ

ナ
ス

コ
ト

ヲ
得

ズ
」

と
し

、
更

に

附
則

第
47
条

に
お

い
て

、
薬

剤
師

法
と

同
様

に
「
医

師
、
歯
科
医
師
文
ハ
獣
医
師
ハ
其
ノ
診
療
ニ
!
T
J
7

ベ

第
81
回

帝
国

議
会

に
て

薬
事

法
制
定
さ
れ
る

1
6
>

昭
18
.

3.
12

.
 



-
医
薬
分
業
法
は

6
月

20
日
i
t
í
~
2
H
号
を
も
っ
て
公
布

さ
れ

る
(

範
行

自
は

4
年

後
の

U{
j.
30
. 
1. 

1.
よ
り
と

さ
れ

る
)

か
く

し
て

、
薬

剤
師

に
と

っ
て

70
年

来
の

悲
願

で
あ

っ
た

医
薬

分
業

が
法

律
上

制
度

化
し
た

。

医
薬
分
業
法
公
布
引
，

0>
 

6.
20
 

6  
2  

n u  
H  

-
医

薬
分

業
は

、
施

行
ま

で
の

4
年

間
に

審
議

会
に

謀

っ
て

、
医

師
が

調
剤

L
て

も
よ

い
厚

生
省

令
を

定
め

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

た
た

め
、

こ
れ

を
諮

る
審

議
会

の
早

急
の

設
置

を
必

要
と

し
た

が
、

そ
の

設
置

は
医

師
会

の
抵

抗
で

遅
々

と
し

て
進

ま
ず

、
施

行
日

も
迫

る
7
カ

月
前

に
や

っ
と

そ
の

設
位

法
案

が
安

議
院

を

通
過

し
、
6月

l
日
に
公
布
さ
れ
た
。

ノ

医
薬

関
係

審
議

会
の

設
置

起
れ

る!
-4

)
2
1
>

-
審

議
会

の
設

置
法

は
公

布
さ

れ
る

も
、

医
師

会
仰
lの

非
協

力
も

あ
り

委
日

及
び

会
長

の
人

選
等

に
難

航
L

第
l
回

の
総

会
は

、
胞

行
日

の
6

カ
月
前
と
な
り
、

こ
の

間
で

の
重

要
事

項
の

審
議

の
解

決
は

、
当

初
か

ら
困
難
が
予
測
さ
れ
た
。

医
薬

関
係

審
議

会
第

I
回

総
会

日目
{崖
¥4
)

-
強

制
医

薬
分

業
の

絶
対

反
対

を
ス

ロ
ー

ガ
ン

と
す

る

全
国

医
師

大
会
を
1
' 1
'凶

共
立

講
堂

で
開

催
、
7
20
0
人

を
動

員
L
て

大
反

対
デ
モ
行
進
を
行
う
。

全
国

医
師

大
会

の
開

催
)9
>

U1
l.
29

.
 1
1. 
25
 

.
'
t
'
.
;
剤
師
側
も
医
師
会
の
反
対
運
動
や
審
議
会
で
の
結

論
が

出
な

い
た

め
、

延
期

せ
ざ

る
を

得
な

い
状

況
に

対
し

反
発

し
て

全
副
:
草

剤
師

大
会

を
共

立
講

堂
で

開

催
L
、
厚

生
省

に
デ

モ
行

進
す

る
。

医!
.I
!>
分業

1'
:
1
徹
全
国
薬
剤
師
大

会
の
IJrJ
llt

内
】

s{
j. 
29
. 
1
1. 
29
. 

審
議

会
の

審
議

は
、

政
府

及
び

中
立

委
員

の
努

力
に

も
拘

ら
ず

医
師

会
側

の
引

き
延

ば
し

戦
術

や
、

薬
剤

師
側

委
員

の
失

言
に

対
す

る
反

発
等

に
よ

り
、

審
議

は
遅

々
と

し
て

進
ま

ず
、

施
行

日
ま

で
に

結
論

が
だ

せ
な
か
っ
た
。

こ
の

よ
う

な
理

由
か

ら
、

施
行

日
の

27
目
前
の

12
月

3
日

に
至

っ
て

、
医

薬
分

業
の

実
施

を
l年

3
カ

月
延

期
す

る
法

案
{

医
薬

分
業

実
施

延
期

法
案

)
が

第
20

凶
会
で
可
決
さ
れ
た
。

10
4
)

 2
 t
l
 

1
)
，
;
，
草
分
業
実
胞
延
期
法
の
可

i!
~

-
医

薬
分

業
の

実
飽

日
の

l年
3
カ

月
延

期
に

成
功

し
た

医
師

会
側

は
、

更
に

医
師

の
調

剤
l権

の
拡

大
を

め
ざ

し
、

活
発
な
運
動
を
展
開
]
し
、
第

22
国

会
に

は
民

主

党
を

始
め

と
す

る
四

党
共

同
修

正
案

(
賛

成
議

員
76

名
に

及
ぶ

}
を

国
会

に
提

出
せ

し
め

、
国

会
で

可
決

さ
せ

る
。

な
お

、
修

正
の

内
容

は
、

医
師

等
が

処
方

議
の

交
付

を
免

れ
る

場
合

と
し
て

、
「
患
者

、
又

は

現
に

そ
の

看
護

に
当

た
っ

て
い

る
者

が
、

処
方

築
の

交
付

を
必

要
と

L
な

い
旨

を
申

し
出

た
場

合
、
及

び

条
件

中
に
列

挙
し

た
場

合
J

を
加

え
る

修
正

で
あ

っ

第
22

回
l五
l会

に
て
、
医
薬
分
;
J
s

法
の

改
正

案
が

可
決

'
"

UL
I.
30
. 

7.
25
 

同日
25
. 

8. 
7
 
第

l
回

臨
時

医
薬

制
度

調
査

会
-
診

療
報

酬
調

査
会

に
対

し
て

「
医

療
の

向
上

と
国

民
臨

時
診

療
報

酬
詞

査
会

の
合

同
経

済
的

負
担

力
を

勘
案

L
た
る
医
師
、
歯
科
医
師
、

会
議

の
開

催
と

諮
問

8
門

川
0>

薬
剤
師
の
適
正
な
る
佼
1
>j

*，
1及

び
薬

価
の

基
準

に
つ

¥
)
)
 

い
て

、
会

の
窓

見
を

|
問

う
」

ま
た

、
医

薬
制

度
調

査

会
に

対
し

て
は

「
医

薬
分

業
実

施
の

可
否

及
び

可
な

り
と

す
る

場
合

の
実

施
の

具
体

的
方

法
、

地
域

及
び

時
期

等
J

に
つ

い
て

厚
生

大
臣

よ
り

諮
問

が
な

さ
れ

る。

8)
9>
10
>1

t
>
 

日目
2
6
.
 1. 

2
4
 
臨

時
診

銭
報

酬
調

査
会

の
答

申
-
臨

時
診

療
報

酬
調

査
会

は
、

13
回

に
亘

る
総

会
審

議

の
結

果
、

診
療

に
対

す
る

報
酬

と
、

調
剤
lに

対
す
る

報
酬

を
分

け
、

そ
れ

ぞ
れ

に
つ

い
て

技
術

料
、

薬
価

等
、

物
と

技
術

を
分

離
し

た
新

医
療

費
体

系
を

確
立

す
べ
き
J

と
の
答
申
を
行
う
。

S
)
9
H
o

>
t
n
 

st
j.
26
. 

2.
28

.
 臨

時
医

薬
制

度
調

査
会

の
答

申
診

療
報

酬
調

査
会

の
答

申
後

、
本

絡
的

審
議

に
入

り

回
を

重
ね

た
後

、
更

に
三

志
会

以
外

の
中

立
委

只
を

入
れ

た
特

別
委

員
会

に
て

八
回

に
亘

る
会

合
の

後
、

答
申

を
得

た
。

そ
の

答
申

の
骨

子
は

、

①
 

医
師

は
治

療
上

段
薬

を
必

要
と

認
め

る
協

合
に

は
、

患
者

に
対

し
処

方
筆

交
付

L
な

け
れ

ば
な

ら
な
い
。

②
 

薬
剤

師
は

、
調

剤
す

る
場

合
に

は
、

医
師

等
の

処
方

薬
に

よ
ら

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

③
 

薬
剤

師
で

な
い

者
は

、
販

売
又

は
綬

与
の

目
的

で
調
~
J
L
て
は
な
ら
な
い
。

④
 

医
師

等
は

、
審

議
会

の
議

を
経

て
厚

生
省

令
で

定
め

る
場

合
(

診
療

上
必

要
あ

る
と

忽
め

る
と

吉
、

薬
局

の
分

布
が

充
分

で
な

い
地

lま
で
行
う

時
)

に
は

、
自

己
の

処
方

実
に

よ
り

、
自

ら
訓

slJ
す

る
こ

と
が

で
き
る
。

⑤
 

医
薬

分
業

は
、

昭
和

28
年
か
ら
実
施
す
る
。

6>
9
)
 10
) 

St
j.
26
. 

3.
24
 

医
薬

分
業

法
案

国
会

徒
出

-
厚

生
省

は
、

両
調

査
会

の
答

申
に

更
に

「
薬

剤
師

の

凋
高
IJ
応

需
の

義
務

」
を

加
え

た
医

薬
分

業
法

案
(

医

師
法

、
歯

科
医

師
法

及
び

薬
事

法
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
案

)
を

第
10
国

会
に

参
議

院
先

議
で

総
出

す

る。

Uf
l.
26
. 

6. 
2
 

医
薬

分
業

法
案

、
参

議
院

本
会

-
医

薬
分

業
法

案
は

、
昭

和
26
年

3
月

30
日

参
議

院
厚

議
で

可
決

別
10
)
12
) 

生
委

員
会

に
上

程
、

3
点

の
修

正
を

加
え

、
6
月

l
日

可
決

、
翌

6
月

2
日
本
会
議
で
可
決
さ
れ
る
。

昭
26
.

6. 
5
.
 
医

薬
分

業
法

案
、
衆

議
院

で
可

-
医

薬
分

業
法

案
は

、
衆

議
院

で
も

可
決

さ
れ

る
。

決
9

】
'0
)

l 凶
29
.

6
.

1
 

Uil
.
29

.
 6.

29
. 

( 】 寸 印 )

U11
.

 29
.

 1
2. 

3
 



げ
た

乱
売

合
戦

は
、
そ

の
後

、
京

都
、
神
戸
、
岐
阜
、

名
古
屋

に
波

及
し

、
昭

和
35
年

に
東

京
池

袋
に

も
発

生
し

、
そ

の
原

価
を

創
っ

た
乱

売
合

戦
は

頂
点

に
途

し
た
。

-
昭

和
34
年

3
月
に
諮
問
し
た
薬
事
法
の
改
正
に
つ
き
、

薬
事

審
議

会
が

答
申

さ
れ
る

。
薬

剤
師

、
調

剤
、

薬

局
な

ど
医

薬
分

業
に

関
連

す
る

事
項

に
つ

い
て

は
、

次
の
改
善
策
が
答
申
さ
れ
た
。

①
 

薬
剤

師
の

身
分

に
関

す
る

事
項

を
別

法
律

と
す

る。 薬
剤
師
の
任
務
を
新
た
に
制
定
す
る
。

薬
剤
師
国
家
試
験
制
度
を
改
め
る
。

薬
局
の
開
設
を
許
可
制
と
す
る
。

② ③ @  

昭
35

.
2.
15
. 
I薬

事
審

級
会

答
申

(
現

行
薬

事

制
度

に
お

い
て

改
善

す
べ

き
点

に
関
す
る
答
申
)
1.' 

-
従

来
の

薬
事

法
を

薬
剤

師
法

及
び

薬
事

法
の

2
法
に

分
離

し
た

法
律

改
正

案
を

第
3
4回

国
会

(4
.2
4.

)
 

に
提
出
(
参
議
院
先
鋭
}
す
る
。
両
方
案
は
、

6
月

20
日
参
議
院

.1
月

15
日
衆
議
院
で
可
決
さ
れ
、

8
月

10
日

公
布

さ
れ

た
。

な
お

両
法

と
も

昭
和

36
年

2
月

1
日
施
行
さ
れ
た
。

1.' 
薬

事
法

及
び

薬
剤

師
法

の
制

定
B!l

.3
5.
 
8
.
10
 

-
武

見
臼

医
会

長
が

、
高

野
目

薬
会

長
に
「
以

後
、

三

師
提

携
L
て

医
薬

分
業

に
協

力
す

る
」

旨
の

文
舎

を

手
交
す
る
。

業 交
分 手

薬 を
医 書

、 文
長 の

会 力
見 協

武 に
、 現

医 実 》

自 の 引

昭
.
36
.

4.
 

-
池

袋
の

乱
売

等
に

端
を

発
し

た
、
ス
ー

パ
ー
等

に
お

け
る

一
般

販
売

業
の

開
設

許
可

の
紛

争
に

つ
き

、
厚

政
省
は
行
政
指
型
車
通
知
を
も
っ
て

、
薬

局
等

の
開

設

の
適
正

化
を
図
る
。

薬
局

距
厳

制
限

に
つ

い
て

厚
生

省
、
行
政
指
導
を
通
達
げ
》

自!l
.3

1.
4. 

5
 

-
参

議
院

議
員

高
野

一
夫

他
19
名

は
、

議
員

立
法

に
よ

り
、

次
の

内
容

の
薬

事
法

の
改

正
案

を
国

会
に
提
出

す
る
。

①
 

薬
局

等
の

調
剤

、
売

上
金

額
に

応
じ

て
厚

生
省

令
で

定
め

た
薬

剤
師

の
貝

数
を

配
置

せ
し

め
る

こ
と
。

②
 

薬
局

、
一

般
販

売
業

、
薬

種
商

の
適

正
な

配
置

を
期

す
る

た
め

条
例

で
基

準
を

定
め

、
基

準
不

適
の

場
合

は
開

設
許

可
を

与
え

な
い

こ
と
(
い

わ
ゆ
る
薬
局
の
距
離
制
限
〉
。

薬
事

法
改

正
案

(
薬

局
等

の
距

能
制
限
法
案
)
の
国
会
提
出

1
7
'

昭
38
.

3.
25
 

-
昭
和

34
年

4月
に

設
置

さ
れ

た
医

療
制

度
調

査
会

は
.

厚
生

大
臣

の
諮

問
に

応
じ

「
医

薬
制

度
全

般
に

つ
い

て
の

改
善

事
項
J

に
つ
い
て
審
議
し

、
そ
の
結
果
を

答
申

し
た

。
こ
の

答
申

中
に

は
、

医
薬

分
業

の
促

進

医
療

制
度

調
査

会
の

答
申
'0'

昭
38
.

3.
23
. 

た。
こ
の

修
正

内
容

が
、

現
在

の
医

薬
分

業
を

空
文

化
さ
せ
る
最
大
の
要
因
と

し
て

現
在

ま
で

続
い

て
い

る。

昭
.
30
.

1
.
28

.
 
薬

剤
師

国
会

デ
モ

を
挙

行
1
4
'

-
薬

~J
r
;
p
団
体
は
医
薬
分
業
法
の
国
会
修
正
に
反
発
L

全
国

の
薬

剤
師

を
集

合
さ

せ
、

国
会

デ
モ

と
座

り
こ

み
を

行
い

都
内

を
デ

モ
行

進
し

た
。

こ
の

と
き

宵
年

行
動
隊
の
活
躍
大
な
る
も
の
あ
り
。

1
4
>
 2
0
>
 2
1
)
 

昭
.3
0.

8. 
8. 

医
薬

分
業

法
の

一
部

改
正

公
布

-
第

22
回

国
会

で
可

決
さ

れ
た

医
薬

分
業

法
の

修
正

に

基
づ

き
政

府
は

、
医

師
法

、
歯

科
医

師
法

及
び

薬
事

法
の

一
部

を
改

正
(

法
案

第
14
号
)
公
布
す
る
。

か
く
し
て

、
被

乱
を

重
ね

た
医

薬
分

業
は

昭
和

31
年

4
月

l
日

よ
り

施
行

す
る

こ
と

と
な

っ
た

、
な
お
こ
の

修
正

内
容

は
、

現
行

法
に

も
そ

の
ま

ま
路

湿
さ

れ
て

い
る
。

1
4
)
 2
0
>
 2
1
)
 

昭
3
1.

4. 
1

 
医

薬
分

業
法

実
地

に
入

る
-
医

師
の

投
薬

権
が

実
質

的
に

認
め

ら
れ

た
ま

ま
制

定

さ
れ

た
分

業
法

は
、

昭
和

31
年

4
月

1
日
よ
り
施
行
さ

れ
る
も

、
施

行
後

数
年

に
及

ぶ
も

医
師

よ
り

の
処

方

築
は

ほ
と

ん
ど

で
ず

、
薬

剤
師

の
期

待
は

裂
切

ら
れ

る。

昭
3
1.

5
.
1
5
.

 
厚

生
省

、
医

薬
分

業
実

態
調

査
-
厚
生
省
は

、
分

業
法

施
行

後
初

の
医

薬
分

業
の

実
態

-
2
8
.
 

結
果
を
発
表
(
第

l次
、
第

2次
)

調
査
を

行
い
、
そ

の
結

果
を

5
月

1
5
B
(
第

l次
発
表
)

，1>
 

及
び

5
月

28
日
(第

2次
発
表
)
に
行
っ
た
。

そ
の
結
果

は、
全

国
で

の
昭

和
31
年

4
月

(
J
カ
月
間

}
に
お
け

る
処

方
築

受
理

薬
局

数
は

4
8
4
2
薬

局
、

処
方

築
枚

数

52
10
枚

で
、

l薬
局

当
た

り
平

均
薬

l枚
で

あ
る

と
発

発
表
し
た
。

昭
3
3
.
5

厚
生

省
、

医
薬

分
業

実
態

調
査

-
厚
生
省
は
、
昭
和

31
年

5
月
に
続
き

2度
目

の
医

薬
分

結
果

を
発

表
(

昭
.
3
1
.
-

Bl1.
 

業
実

態
調

査
結

果
を

発
表

す
る

。
進

展
度

は
、

前
年

32
.
)

 ，1
> 

/
1こ

比
し
て
徴
t世

に
と
ど
ま
る

。

日目
34
. 

3.
23
 

薬
事

法
の

改
正

を
薬
事
審

議
会

-
占

領
下

で
制

定
さ

れ
た

薬
事

法
は

、
そ
の
後

の
医
薬

に
諮
問

1
6
)

の
進
展

、
時
代

の
変

化
に

も
そ

ぐ
わ
な

く
な
り
改
正

の
声

も
お

ま
っ

た
た

め
、

政
府

は
薬

事
審

議
会

に
改

善
事
項
を
諮
問
す
る
。

Bl1
.3

4
.

 4
.
16

.
 
医

療
制

度
調

査
会

設
置

1
6
'

-
医
療
に

関
す

る
制

度
と

関
連

す
る

基
本

的
事

項
に

つ

い
て

審
議

す
る

た
め

の
、

厚
生

大
臣

の
諮

問
機

関
と

し
て

医
療

制
度

調
査

会
が

設
置

さ
れ

る

昭
3
5
.
2
.

池
袋
乱
売
頂
点
に
逮
す
円
》

-
昭

和
32
年

後
半

か
ら

、
大

阪
市

の
一

部
の

現
金

問
屋

が
卸

価
格

で
医

薬
品

の
小

売
を

行
っ

た
こ
と
に
対
抗

し
、
近
隣
小

売
業

者
が
小

売
価

格
を

大
巾

に
引

き
下

( H 叶 由 )



務
に
当
て
ら
れ
た
。

-
武

見
日

医
会

長
は

、
記

者
会

見
で

薬
剤

師
側

の
分

業

受
入

れ
体

制
が

整
わ

な
い

た
め

、
日

医
自

ら
、

調
膏
j

セ
ン

タ
ー

を
全

国
に

開
設

す
る

こ
と

を
理

事
会

で
決

め
た

こ
と

を
発

表
。

全
国

の
薬

剤
師

、
こ

れ
に

憤
慨

日
医
調
布
lセ

ン
タ

ー
設

置
情

想
を
発
表

2
3
>

日目
.4
3.

8.
30

.
 

並
び

に
そ

の
体

制
盤

備
な

ど
、

分
業

促
進

の
基

本
的

理
念
が
記
述
さ
れ
た
。

-
議

員
立

法
で

提
出

さ
れ

た
薬

事
法

改
正

案
(

い
わ

ゆ

る
薬

局
の

距
縫

制
限

法
案

}
は

、
昭

和
38
年

3月
29

日
参
議
院
可
決
、

7月
4
日
衆
繊
院
可
決
し
、

7月
12

日
に
公
布
さ
れ
た
。

'7
> 

薬
事

法
改

正
案

国
会

で
可

決
昭

.
38
.

7.
 (. 

す
る
。

-
厚
生
省
は

、
薬

事
法

改
正

に
伴

う
、

乱
売

防
止

の
た

め
の
薬
局
の
適
正
な
配
置
の
基
準
を
通
達
(
薬
局
の

新
設

の
制

限
)

L
た。

昭
38
.

9. 
3.

 I薬
局

の
適

正
配

置
の

基
準

を
通

知
-
医

療
保

険
制

度
の

銭
本

改
正

試
案

作
成

の
た

め
、

か

ね
て

関
係

団
体

よ
り

の
意

見
聴

取
し

て
、

自
民

党
医

鍍
若

本
問

題
調

査
会

に
対

し
、

日
薬

は
分

業
推

進
の

実
施

3年
計
画
を
説
明
し
た
。

ノ

自
民

党
医

療
基

本
問

題
調

査
会

と
の
意
見
交
換

2
3
>

011
. 
(3
. 

9
.2
5
.

 

日
本

医
薬

分
業

実
施

推
進

同
盟

-
武

見
目

医
会

長
は

、
日

医
全

体
型

事
会

の
席

上
、

健

保
制

度
上

の
診

療
構

造
改

革
に

関
連

し
て

、
医

薬
分

業
の

必
要

制
を

強
く

鍵
唱

し
、

日
医

ニ
ュ

ー
ス

で
発

表
す
る
。

昭
39
.

1. 
6.

 I武
見
目
薬
会
員
~
薬
分
業
を
提

。昌
2
3>

-
分

業
推

進
事

業
を

行
う

団
体

と
し

て
、

新
た

に
「

日

本
医

薬
分

業
実

施
推

進
同

盟
」

を
発

足
さ

せ
た

。
本

同
盟

は
、

分
業

運
動

資
金

の
確

保
を

も
使

命
と

し
た

た
め

、
政

治
資

金
現

制
法

の
届

出
団

体
と

し
て

発
足

し
た

。
な

お
先

に
設

置
し

た
駿

能
推

進
本

部
は

、
発

展
的
に
解
消
し
た
。

の
設
置

2υ
昭

43
.1
0
.2

1.

-
斉

藤
厚

生
大

臣
は

、
目

薬
通

常
代

議
員

会
で

の
挨

拶

で
、

医
薬

分
業

問
題

に
つ

い
て

は
「

ど
う

し
て

も
行

わ
ね

ば
な

ら
な

い
段

階
で

あ
り

、
受

入
れ

に
遺

舗
な

き
ょ
う

J
と
の
発

言
を
行
っ
た
。

斉
藤

厚
生

大
臣

、
目

薬
代

議
員

会
で

分
業

の
受

入
態

勢
づ

く
り

の
促

進
を

発
言

2
3
>

昭
(
(
.

2.
25
 

-
昭
和

38
年
7月

に
公
布
の
薬
事
法
改
正
に
基
ず
く
、

薬
局

等
に

お
け

る
薬

剤
師

の
員

数
省

令
が

公
布

さ
れ

る
。
な
お

、
こ

の
薬

局
等

の
員

数
省

令
は

、
現

在
の

医
薬

分
業

に
お

け
る

薬
局

の
雇

用
薬

剤
師

人
数

の
実

質
的
算
定
基
準
と
な
っ
て
い
る
。

昭
39
.

2. 
3.

 I薬
局

等
に

お
け

る
薬

剤
師

の
員

数
省

令
が

公
布

さ
れ

る

-
処

方
築

の
発

行
を

促
進

す
る

具
体

策
を

考
究

の
た

め

三
師

会
に

各
会

2
名
か
ら
な
る
、
処
方
重
量
発
行
推
進

特
別
委
員
会
を
設
置
す
る
。

三
師

会
に

処
方

議
発

行
推

進
特

別
委

員
会

設
閣

2
3
>

昭
39
.

1. 
8
 

( 】 寸 寸 )

-
従

来
、

医
薬

分
業

の
具

体
案

に
ふ

れ
る

こ
と

は
、

タ

ブ
ー

と
さ

れ
て

い
た

政
府

や
、

党
の

公
的

文
書

に
初

め
て

「
お

お
む

ね
5年

後
に

は
、

全
国

的
規

模
に

お

い
て

実
施
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
・
・
・

J
と
す
る

推
進

案
が

、
国

民
医

療
対

策
大

綱
中

に
示

さ
れ

た
。

自
民

党
医

療
基

本
問

題
調

査
会

が
「
国

民
医

療
対

策
大

綱
J

を
発
表

(4
.
17
.承

認
)

t
9
}
日

》

01
1.
44
. 

4.
10
. 

-
日

薬
は

、
国

民
医

疲
対

策
大

網
が

、
期

間
を

限
っ

て

分
業

の
完

全
実

胞
を

指
向

し
た

こ
と

に
対

し
、

敬
意

を
表

す
る

表
明

を
し

た
。

目
薬

国
民

医
績

対
策

大
綱

に
対

し
て
声
明
書

日目
44
. 

(.
18
 

-
自

民
党

内
に

医
療

問
題

を
審

議
す

る
懇

談
会

(
衆

参

12
9
名

)
が

結
成

さ
れ

る
。

目
薬

は
こ

の
会

に
医

薬

分
業
問
題
を
積
極
的
に
説
明
。

自
民

党
医

療
問

題
議

員
懇

談
会

結
成

2
3
>

011
.
39
. 

1. 
29
 

-
厚

生
大

臣
は

、
医

療
保

険
制

度
の

抜
本

改
正

案
を

諮

問
す

る
。

審
議

中
、

厚
生

大
臣

は
、

医
薬

分
業

は
5

カ
年
を
自
僚
と
し
て
実
施
す
る
、
と
答
弁
す
る
。

医
療

保
険

制
度

改
革

要
綱

が
社

保
審

、
社

制
審

で
審

議
2
6
>

昭
44
.

8. 
14
 

-
三
師
特
別
委
員
会
は
、
処
方
i
!
I
i
発
行
促
進
、
医
療
費

緊
急

是
正

の
た

め
、

早
急

に
地

区
三

師
懇

談
会

開
催

の
必
要
あ
り
と
し
て
、
地
方
三
師
会
に
要
請
。

昭
39
.

2.
19
. 
I三

師
会
か

ら
地
区

三
師

懇
談

会

の
開
催
を
要
請
，
9
>

-
目

薬
は

、
医

薬
分

業
の

推
進

を
図

る
た

め
の

分
業

実

施
対

策
本

部
(

全
体

会
議

及
び

、
五

つ
の

、
特

別
調

査
会

を
設

置
)

を
新

た
に

設
け

、
活

動
を

開
始

す
る

な
お

、
昭

和
42
年

1月
に

は
、

岡
本

部
は

分
業

実
施

対
策

を
ま

と
め

、
こ

れ
を

目
薬

の
指

針
と

し
た

。

日目
4
1.

6.
14
. 
I日

薬
、

分
業

実
施

対
策

本
部

を
設

置
し

、
初

会
合

2
3
>

-
薬
剤
師
会
は
、
医
薬
分
業
の
早
期
実
施
.
適
配
存
置
.

再
販

制
度

の
堅

持
等

を
目

的
と

L
た

全
国

総
決

起
大

会
を

東
京

日
比

谷
公

会
堂

で
開

催
(

参
加

22
00

名
}

全
国

薬
剤

師
総

決
起

大
会

2
1
l

昭
(5
.

6.
 3.

 

す
る
。

-
臼
薬
は
、

(J
年

に
設

置
し

た
分

業
実

胞
対

策
本

部
に

替
わ

る
分

業
推

進
機

構
と

し
て

、
職

能
推

進
本

部
を

発
足

し
、

活
動

に
入

る
。

こ
の

本
部

に
は

、
実

行
委

員
会

と
調

査
委

員
会

を
設

け
た

が
、

調
査

委
員

会
は

専
ら

自
民

党
の

医
療

基
本

問
題

調
査

会
と

の
対

応
業

目
薬

に
、

職
能

推
進

本
邸

発
足

昭
.4
3.

5.
28
. 

-
武

見
日

医
会

長
は

診
療

報
酬

の
適

正
化

に
反

対
し

、

全
国

の
医

師
に

7月
l
日

よ
り

保
険

医
の

辞
退

を
指

令

す
る
。

昭
4
6.

(
.2

7.
 I
 

保
険

医
総

辞
退

を
指

示
2
1
>
2
6
)
 



対
の

答
申

を
行

い
、

全
理

事
会

で
了

承
さ

れ
た

。
-
斉

厳
厚

生
大

臣
と

の
公

開
討

論
の

席
上

、
薬

剤
師

個
l

の
受

入
態

勢
の

不
備

に
関

連
し

、
武

見
会

長
は

薬
局

を
国
営
、
公
営
と

L
、
処

方
業

持
参

者
に

無
料

で
の

銅
剣
を
行
う
方
法
の
是
非
を
提
起
す
る
。

武
見

日
医

会
長

薬
局

公
営

論
を

発
言

2
1
>

日目
46
. 

7.
20
. 

-
日
医
は
、
全
体
理
事
会
(
於
宮
崎
)
に
お
い
て
、

『技

術
料

重
視

の
診

療
報

酬
体

系
」

へ
の

転
倹

を
決

め
、

そ
し
て
再
診
療
を

5年
以

内
に

10
0
点
に
し

、
そ

の
段

階
で

医
薬

分
業

を
完

全
実

錯
す

る
旨

を
機

関
決

定
し

日
医

5年
後

に
分

業
の

可
能

性
を
示
唆
目
》

昭
48
.1

1.
16
. 

た。
-
約

1
カ
月
に
及
ん
だ
保
険
医
辞
退
は
、
佐
重
量
総
理
と

武
見

会
長

の
会

談
で

解
決

し
、

中
止

さ
れ

る
。

こ
の

問
、

日
薬

は
、

日
医

の
要

請
に

応
ぜ

ず
保

険
薬

剤
師

辞
退
に
は
安
加
し
な
か
っ
た
。

保
険

医
総

辞
退

中
止

2
0
2
6
)

昭
.
46
.

7.
28
. 

-
厚

生
大

臣
は

、
日

医
の

技
術

科
重

視
の

診
療

報
酬

体

系
の

墜
備

に
伴

っ
て

行
な

わ
ん

と
す

る
分

業
推

進
5

カ
年
計
画
に
質
問
す
る
旨
の
談
話
を
発
表
し
た
。

医
薬
分
業
に
つ
き

、
厚

生
大

臣
が

談
話

2
3>

昭
.4
8.
12
.

6. 

-
中
医
協
に
お
い
て
医
療
費
改
正
の
審
議
が
始
ま
り
、

そ
の
席
で
日
医
は
、
か
ね
て
主
~
の
銭
術
科
の
適
正

評
価
と

医
薬

分
業

の
推
進
の
た
め
、
処
方
重
量
料

50
点

の
引

上
げ

を
要

望
し

た
。

こ
の

要
望

は
、

厚
生

大
臣

の
諮

問
案

に
取

り
入

れ
ら

れ
昭

和
49
年

9月
7
日
に

中

医
協

に
正

式
諮

問
さ

れ
た

。

協
医

中
を

点

。5  

判 円 引

築 2
方 引

処 望
医 要

目 で

昭
49

.
8. 

1. 

-
中

医
協

は
、

昭
和
47
年
l月

22
日

調
剤

報
酬

の
改

正

に
当

た
っ

て
、

新
た

に
調

剤
基

本
料

(
処

方
箆

受
付

1
固
に
つ
き

80
円
)
の
新
設
を
答
申
し
た
。

な
お
、

こ
の
答
申
に
よ
る
改
正
は
、

2月
l
日

よ
り

施
行

さ
れ

た
。

こ
の

改
正

で
、

調
剤

報
酬

に
初

め
て

調
剤

按
術

上
の

管
理

的
7
イ
ー
が
設
定
さ
れ
た
。

中
医

協
の

銅
剣

基
本

料
の

新
設

を
答
申

2
1
>

昭
.4
7
.

1. 
22
 

-
中

医
協

は
、

政
府

の
諮

問
原

案
ど

お
り

、
処

方
11

料

を
50
点
に
引
き
上
げ
る
こ
と
を
答
申
し
、

9月
~
日

告
示

、
10
月

1
日

よ
り

施
行

L
た。

中
医
協
処
方
重
量
料

50
点
に
号
|
上

げ
を
答
申
引
》

昭
49
.

9.
18
. 

-
日

医
は

、
処

方
築

料
の

引
上

げ
に

伴
っ

て
処

方
第

発

行
を

行
う

医
師

に
対

す
る

指
導

文
書

を
作

成
し

、
都

道
府

県
医

師
会

あ
て

に
通

知
す

る
と
と
も
に
、
日

業

に
も
通
知
し
た
。

日
医
処
方
築
発
行
の
留
怠
l
J
r
項

文
魯

を
通

知
2"

B!l
. 
49
. 
10
. 

3.
 

-
厚
生
省
は

、
健

康
保

険
法

の
敏

本
改

正
案

を
両

審
議

会
に

諮
問

し
た

。
な

お
、

こ
の

銭
本

改
正

案
中
に
は

医
薬
分
業
に
I期

し
て

「
医
薬
分
業
の
計
画
的
実

施
を

図
る

為
、

保
険

薬
局

の
整

備
状

況
に

応
じ

て
、

分
業

を
行

う
地

域
を

政
令

で
逐

次
指

定
す

る
。

当
該

指
定

地
域

に
お

け
る

保
険

医
僚

機
関

は
、

原
日

IJ
と
し
て
外

来
役
薬
を
行
う
こ

と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。

J
と

す
る

強
制

分
業

案
が

規
定

さ
れ

て
い

た
。

し
か

し

同
法
案
は

、
2
月

18
日

に
国

会
に

縫
出

さ
れ

た
が

、
審
議
未
了
に
終
わ
っ
た
。

健
康

保
険

法
の

紘
本

改
正

案
を

社
保

審
、

社
f臼
l審

に
3世

間
2
1
>

2.
> 

B!
l.
o.
 
2
.
 5

 

( ] ミ ∞ )

-
目
薬
の
第

7
回

学
術

大
会

に
当

た
り

、
三

師
会

会
長

が
市

民
公

開
の

も
と

に
、

医
療

向
上

を
め

ざ
し
て
医

薬
分

業
を

三
師

会
協

調
の

も
と

に
当

た
る

こ
と

を
発

言
、
薬
剤
師
会
側
の
意
欲
大
い
に
盛
上
が
っ
た
。

三
師
会

合
同

講
演

会
開

催
日
》

昭
49
.1
0.

3. 
-

薬
局

の
距

離
制

限
法

の
施

行
以

来
、

適
配

条
例

の
運

用
め

ぐ
っ

て
各

地
で

紛
争

が
発

生
し

、
本

問
題

解
決

の
た

め
の

厚
生

大
臣

の
諮

問
機

関
と

し
て

「
薬

局
等

配
置

間
短

懇
談

会
j

が
設
置
さ

れ
、
審
議
の
結
果
、

そ
の

取
強

い
に

つ
い

て
銅

剣
専

門
の

集
局

を
規

定
外

/
と
す
る
な
ど
の

、
条

例
の

適
用

に
つ

い
て

緩
和

的
に

運
用

す
る

旨
の

通
達

が
薬

務
局

長
よ

り
出

さ
れ

た
。

厚
生

省
、

薬
局

の
適

配
条

例
の

運
用

の
緩

和
jil
i
速

を
出

す
2
1
>

昭
47
.

4. 
17
 

• 
10
月

3
日

付
で

都
道

府
県

医
師

会
に

発
せ

ら
れ

た
日

医
の

文
書

に
対

し
、
日

医
、

目
薬

で
懇

談
し

、
日

薬

も
合
意
す
る
と
と
も
に
合
意
事
項
を
取
り
か
わ
す
。

日
医

の
処

方
議

発
行

に
か

か
る

文
書

に
目

薬
も

合
意

す
る

2
3>

昭
.4
9.
10

.
8. 

-
厚

生
省

は
、

医
療

制
度

改
革

の
基

本
構

想
を

示
す

医

療
基

本
法

を
社

制
審

に
諮

問
L
、
答
申
を
得
て
、

6

月
26

日
国

会
に

提
出

し
た

。
同

法
案

中
に

は
、

医
薬

分
業

の
推

進
策

も
現

定
さ

れ
て

い
た

。
な

お
、

本
法

案
の

国
会

審
議

は
審

議
未

了
に

終
わ

っ
た

。

2.
> 

医
療

基
本

法
案

国
会

に
鎚

出
日目

47
. 

5.
26
 

-
目

薬
と

目
指

は
、

処
方

遊
の

発
行

、
詞

別
に

つ
い

て

合
意
を
取
り
か
わ
す
。

日
薬
緊
急
実
胞
計
画
を
日
歯
と

合
意
す
る
'
3
>

昭
49
.1
0.
11

-
日

医
よ

り
目

薬
あ

て
に

、
処

方
隻

受
入

れ
体

制
の

聾

備
促
進
に
つ
い
て
要
望
舎
が
出
さ
れ
る
。

-
目
薬
は

、
罰
siJ
応

需
薬

局
の

規
模

と
配

置
モ

デ
ル
を

中
心

と
す

る
栴

想
を

示
し

た
通

知
を

各
都

道
府

県
薬

通
知
す
る
。

日
医

よ
り

受
入

れ
体

制
の

整
備

を
要
望
さ
れ
る
日
》

日
薬

「
処

方
箆

受
入

れ
態

勢
の

構
想

」
を

示
す

2
3>

昭
49
.
11
.
13
. 

昭
49
.
12
.1

1.

-
日

医
の

分
業

対
策

特
別

委
員

会
は

、
健

康
保

険
法
の

抜
本

改
正

案
に

示
さ

れ
る

強
制

医
薬

分
業

は
、

医
師

の
詞
i
¥
lJ
植
を
朝
l奪

す
る

も
の

で
あ

り
、

ま
た

、
医

師
法

で
取

り
扱

う
べ

き
も

の
を

健
保

法
で

現
定

す
る

こ

と
は

、
行

政
過

誤
で

あ
る

と
し

て
抜

本
改

正
案

に
反

日
医

抜
本

改
正

案
の

強
制

分
業

に
反
対

2
1
>

B!
l.
47
. 

7.
18
. 



に
再
提
出

L
、

昭
和

54
年

9月
7
日
成
立
し
、

10
月

1
日

公
布

さ
れ

る
。

(
施

行
昭

55
.9
.
30
.)

 

1IE
.5
6
.

 3. 
4

 
厚

生
省

、
第

二
薬

局
調

査
結

果
-
厚

生
省

は、
全

国
の

第
二

薬
局

の
実

態
を

調
査

し
た

を
発

表
23

>
結

果
を

発
表

(
第

二
薬

局
数

10
0
7、

全
国

の
保

険
薬

局
に
占
め
る
比
i
.
t l
8
%
、
院

外
処

方
築

総
数

の
う

ち

第
二

薬
局

が
占

め
る

比
率

3
1
%
と
発
表
)

1IE
.
56
.

 3.
11
 

目
薬

、
自
民
党
に

「
第
二
薬
局

-
医
療

機
関

が
直
営
す
る

『
い
わ
ゆ
る

第
二

薬
局
Jの

乱
の

規
制
J

を
要
望

23
>

立
傾

向
に

対
L
、

こ
れ

は
、

医
薬

分
業

の
適

正
な

発

展
を

阻
害

す
る

も
の

と
し

て
反

対
の

立
場

に
あ

っ
た

ロ弓口
ロ
薬

は
、

こ
の

規
制

の
強

化
を

求
め

自
民

党
の

医
薬

問
題

小
委

員
会

に
そ

の
規

制
の

要
望

書
を

提
出

す
る。

昭
.5
6.

7.
14
 

日
医
「
調
剤
l専

門
薬

局
の

全
国

-
日
医

は、
会
長
名
で
各
県
郡
市
医
師
会
長
に
対
し
、

網
計

画
J

を
立
案

23
>

医
薬

分
業

の
全

国
網

を
早

急
に

実
現

す
る

必
要

上
全

県
下
に
、
調
布
l専

門
薬

局
網

を
張

る
必

要
が

あ
る

旨

及
び

開
局

薬
剤

師
が

非
悔

力
の

協
合

は
、

地
区

医
師

会
で

自
ら

作
り

運
営

す
る

必
要

が
あ

る
と

す
る

「
翻

刻
専

門
薬

局
の

全
国

網
計

画
立

案
の

件
J

と
題
す
る

文
書

を
通

知
す

る
。

(
本

通
知

を
日

医
は

「
医

薬
分

u
;
実
施
大
号
令
J

と
位

置
づ

け
た
)
な
お
、

日
薬
は

こ
の

文
書

に
対

応
し

昭
和

56
年
7月

24
日
各
県
薬
会

長
に

、
地

区
薬

剤
師

会
は

地
域

医
師

会
の

動
き

に
積

極
的
に
対
応
す
べ
き
旨
を
指
示
す
る
。

Dl
l5
6.
 
5.
27

.
 厚

生
省

調
剤

薬
局

の
取

扱
い

に
-
厚

生
省

は
、

調
剤

薬
局

(
い

わ
ゆ

る
第

二
薬

局
〉
に

つ
い
て
(
第
二
薬
局
規
制
i通

知
)

つ
い
て

、
医

療
機

関
か

ら
の

独
立

性
等

に
つ

い
て

の
を
通

連
23

>
問

題
多

発
に

対
処

す
る

た
め

、
そ

の
設

置
、

運
営

の

適
正

を
確

保
す

る
た

め
の

留
意

事
項

、
及

び
監

視
指

導
の

強
化

を
目

的
と

L
た

指
導

通
知

を
保

険
局

長
、

薬
務
局
長
連
名
で
通
速
す
る
。

昭
.5
8.

2.
 1

 
老

人
保

険
法

の
施

行
2.
>

-
高

齢
化

社
会

に
対

応
す

る
老

人
保

険
医

療
を

一
本

化

し
た
老
人
保
健
法
を
制

定
公

布
(
昭

57
.8
.1
7

公

布
)
し
、

58
年
2月

l
日

よ
り

施
行

す
る

。

調
剤

報
酬

に
役

薬
特

別
指

導
料

-
老
人
保
健
法

の
施

行
と

同
時

に
医
績
費

の
改

正
〈

詞

が
新

設
23

>
剤

報
酬

の
改

正
)
も

行
わ

れ
、
こ

の
時
新
た
に
関
知
j

報
酬

の
技

術
料

の
中

に
役

薬
特

別
指

導
料

の
項

目
を

新
設

す
る

。
こ

の
新

設
は、

調
剤

技
術

料
の

中
に

患

者
指
向
謁

~J
に
向
け
て
の
メ
ン
タ
ル
7

ィ
ー
が
官
、
め

ら
れ
た
最
初
で
あ
る
。

昭
.
(
9
.
 12
.

 
20
 

目
薬

、
調

剤
専

門
薬

局
に

対
す

-
目
薬
は
、

「
調
剤

専
門

薬
局

(
第

二
薬

局
を

含
む〉

る
見
解
を
発
表
日
》

に
つ
い
て
J

の
見

解
を

発
表

す
る

。
な

お
、

見
解

に

対
し
日
医
は
、

昭
和

49
年

12
月
25

目
、

第
二

薬
局

の

存
在

の
否

定
と

、
翻

剤
専

門
薬

局
が

独
立

の
立

場
を

取
る

こ
と

は
、

賛
成

で
あ

る
旨

を
表

明
す

る
。

昭
.4
9
.
12
.

厚
生

省
医

薬
分

業
実

態
調

査
結

-
厚
生
省
は
、
分

業
法

施
行

時
の

一
時

期
以

来
中
断
さ

果
を

発
表

れ
て

い
た

、
本

絡
的

な
医

薬
分

業
受

入
態

勢
墜

備
状

況
調

査
を

実
施

し
、

そ
の

結
果

、
分
業
率
は
1
.
0
%

と
表
し
た
。

昭
.
50
.

4.
3
0
.

 巌
高

裁
が

薬
局

適
配

条
例

を
違

-
最

高
銭

大
法

廷
(

村
上

朝
一

裁
判

長
)

は
、

薬
局

の
憲

と
判

決
2
1>
26
) 

開
設

に
あ

た
っ

て
の

距
離

制
限

は
、

職
業

選
択
の
臼

自
を

保
障

L
た
憲

法
第

22
条

に
違

反
す

る
旨

の
判

決

を
下
し
た

。
こ
れ
に

よ
り

、
薬

事
法

第
6条

、
第

2l
J'i

の
適
配
条
項
と

こ
れ
を

受
け
た
県
条
例
は

、
死

文
化

L
た
。

昭
50
.

6.
13
 

薬
事

法
の

一
部

改
正

(
薬

局
の

-
最

高
裁

の
途

窓
判

決
を

受
け
て

厚
生
省
は
、
l
I
l
!
ヰ
I法

距
雛
市
l限

現
定

の
削

除
)

2'
> 

の
一
部
改
正
〈

薬
局

の
適
正
配
置
規
制
lに

関
す

る
規

定
の

削
除

〉
を

行
っ
た
。

昭
52
.
4.
14
. 

目
薬

、
患

者
指

向
型

分
業

構
想

-
目

薬
佐

谷
常

務
が

、
目
薬

拡
大

地
方

連
絡

協
議

会
に

を
発

表
2

3
)

て
、

患
者

指
向

型
調

剤
に

つ
い

て
実

践
を

過
し

た
新

し
い

分
業

構
想

{
薬
医
の
実
施
〉

を
発

表
L
た
。

こ

れ
が

現
行

の
薬

剤
服

用
管

理
歴

(
薬

歴
)

実
践

の
始

め
な
り
。

昭
.
53
.
7.

 3.
 
日
医
、

1週
間

分
業

の
実

施
を

-
臼
医

は
、
健

保
法

の
一

部
改

正
の

反
対

運
動

の
実

力
指
示

23
>

行
使
の
ー
っ
と
し
て
、

全
国

一
勢
に

1週
間

、
外

来

患
者

へ
の

処
方

箆
発

行
を

指
示

す
る

。
目

薬
は

、
受

人
体

制
の

実
情

か
ら

困
難

多
き

も
、

反
対

も
で

き
ず

全
国

に
受

入
れ

体
制
に
努
め
る
よ
う
指
示
を
出
す
。

昭
.5
3
.
5.
24
. 

目
薬
会
営
関
知
l基

幹
薬

局
構

想
-
医

薬
分

業
の

受
入

れ
体

制
整

備
の
た
め

、
薬

剤
師

会
を
発
表

23
>

会
営

基
幹

薬
局

を
各

県
薬

毎
に

置
く

権
想

を
発

表
。

昭
.5
3
.1

1.
29
 

厚
生

省
分

業
薬

局
実

態
調

査
結

-
厚

生
省

は
、

昭
和

52
年
7
月

調
査

時
点

の
分

業
薬

局

果
を

発
表

実
態

調
査

結
果

を
発

表
(

分
業

率
3
.
4
%
と
発
表

}

昭
54
.
10
.

1. 
薬

事
二

法
が

成
立

(
薬

事
法

の
-
サ

リ
ド

マ
イ

ド
事

件
、

ス
モ

ン
訴

訟
等

に
端
を
発
し

一
部

改
正

、
医

薬
品

副
作

用
被

た
医

薬
品

の
安

全
対
策
の
確
立
強
化
の
た
め
、

医
薬

害
救

済
基

金
法

の
成

立
)

22
> 

品
副

作
用

被
害

救
済
基
金
法
案
(
昭

.5
4.
2.
27
)
及

び

薬
事

法
の

改
正

案
(

昭
54
.2
3
.
11
.
)

を
国

会
に

提

出
す
る
。
衆
、

参
両

院
に

て
一

部
修

正
が

お
こ

な
わ

れ
た

後
、
委

員
会

に
て
可

決
す
る

も、
国

会
の

混
乱

に
よ

り
会

期
切

れ
廃

案
と

な
り

、
次
回
会
{
第
88

回
)

( H 寸 由 )



昭
.
6
1. 

4. 
1. 

薬
剤

服
用

医
管

理
指

導
料

の
新

-
調
剤
l報

酬
算

定
表

の
改

正
が

実
施

さ
れ

、
新

た
に

薬
設

2
3
>

J¥l
J服

用
歴

管
理

指
導

料
(

薬
歴

〉
が

新
設

さ
れ

た
。

こ
の

技
術

科
の

新
設

は
、

昭
和

58
年

2
月
の

投
薬

特

別
指

導
料

と
と

も
に

、
患

者
指

向
調

剤
の

両
鎗

と
な

る
メ

ン
タ

ル
フ

ィ
ー

で
あ

り
、

今
後

の
医

薬
分

業
に

お
け

る
調

剤
の

新
し

い
方

向
を

位
置

づ
け

る
も

の
と

な
っ
た
。

Bll
.
6
1. 

4
 

分
業

下
の

薬
剤

師
数

の
算

定
を

-
厚
生
省

は、
厚

生
科

学
研

究
で

行
っ

た
分

業
下

の
薬

報
告

(厚
生

省
研

究
班

)
2)
) 

剤
師

予
測

数
を

発
表

し
た

。
そ

の
数

は
、

昭
和

80
年

前
半

の
薬

局
薬

剤
師

数
は

10
-

13
万
人
、
病
院
薬
剤
l

師
数
は

11
万

6
0
0
0
-
1
4
万

8
0
0
0
人
と
予
測
し
た
。

日目
.6

1.
6
.

 16
. 

日
本

医
大

千
駄

木
病

院
全

面
的

-
大

学
病

院
の

全
面

的
処
方

重量
発
行

は
、

日
大

駿
河

台
に
処

方
議

発
行

23
)

病
院
、
!
順

天
堂

浦
安

病
院

に
続
い
て

j
番

目
と

し
て

日
本
医
大
千

駄
木

病
院

が
院

外
処

方
筆

の
発

行
を

行

い
、

近
隣

地
区

薬
局

の
分

業
気

速
を
高
め
た
。

平
.

1. 
3
.
1
6
.

 
国

立
病

院
の

院
外

処
方

議
発

行
-
厚

生
省

は
、

全
国

国
立

病
院

長
会

議
で

医
薬

分
業

推

(3
0
%
)

を
指
示

進
の

具
体

策
と
し
て
、

3
4
施

設
を
候
補
に
挙
げ
て
、

外
来

処
方

筆
の

3
0
%
を

院
外

に
発

行
す

る
よ

う
協

力

を
含
め
た
指
示
を
行
っ
た
。

平
.

1. 
3.
2
8
.

 
薬J

\l
J~
研
修
セ
ン
タ
一
発
足

-
薬

剤
師

の
生

涯
研

修
、

初
任

者
研

修
の

企
画

、
推

進

調
穫

を
行

う
た

め
、

財
団

法
人

日
本

薬
剤

師
研

修
セ

ン
タ

ー
が

発
足

し
た

。
(
第

i
回
理

事
会

及
び
設
立

記
念
パ
ー
テ
ィ
の
開
催
)
。

-
厚

生
省

は
医

薬
分

業
の

推
進

を
検

討
す

る
た

め
、

厚

正
省

薬
務

局
長

の
私

的
結

問
機

関
と

L
て
三

師
会
各

2名
、

学
識

経
験

者
2
名、

計
B
名
よ

り
な

る
「

医
薬

分
業

推
進

懇
談

会
J

を
発
足
さ
せ
た
。

医
薬

分
業

推
進

懇
議

会
発

足
「一

一
ー
ー

昭
.
58
. 

8
.
2
2
 

-
目
薬
は
、
昭
和

85
年

(
2
0
1
0
年

)
の

完
全

医
薬

分
業

下
に

お
け

る
薬

局
、

薬
剤

師
の

需
要

予
測

を
調

査
検

討
L
、

そ
の

数
は

、
薬

局
薬

剤
師

9
6
.
6
0
0
人

、
病

院

薬
剤

師
3
8
.
0
0
0
人

で
あ

る
と

会
長

の
諮

問
に

対
し

て

報
告

し
た
。

目
薬
、
分
業
推
進
に

伴
う

薬
剤

師
の

需
要

予
測

を
発

表
2
3
>

問
59
.

3.
27
 

-
厚

生
省

は
、

医
薬

分
業

推
進

モ
デ

ル
地

区
事

業
案

、

及
び

選
定
2基

準
を
発
表
し
、
各
種
の
モ
デ
ル
t也

区
事

業
の
I
l
進
を
行
う
こ
と
を
発
表
し
た
。

(8
モ
デ
ル

地
区

.3
カ
年

計
画
)

な
お
、
こ

の
モ

デ
ル

地
区

構
想

は
、
昭
和

60
年

6
月

21
日
三

底
地
区
、

若
松

地
区

.
榛

原
地

区
、

海
南

地
区

の
4
地
区
で
ス
タ

ー
ト
し
た
。

昭
.6
0.

2.
1
9.

 I厚
生

省
医

薬
分

業
推

進
モ

デ
ル

地
区

事
業

l;
を
発

表
日
》

-
医
薬
分
業
推
進
懇
談

会
は、

59
年

11
月
に

実
施

し
た

医
薬

分
業

に
関

す
る

医
療

機
関

の
実

態
調

査
結

果
を

報
告

し
た

。
そ

の
内

容
は

、
処

方
袋

発
行

医
療

機
関

数
は
、
月

10
00

枚
以

上
が

1
3
.
4
%
、
月

50
枚

未
満

は

6
4.
5
%
で
あ
っ
た
。

関 る

機 れ
療 さ

医 告
る 報

す が
関 果

に 結

業 査
分 調

薬 態 》

医 実 日

昭
.
60

.
5
.
2
7
.

 

-
東

大
病

院
で

の
常
用
量
の

21
音
量
処
方
や
、
同

日
付

で
2枚

の
処

方
議

の
投

薬
に

よ
る

28
日
分
調
剤
lの

違

反
行

為
が

、
厚

生
省

の
指

導
監

査
で
発
見
さ

れ
、
病

院
、

薬
局

併
せ

て
4
1
0
0
万

円
の

医
療

費
返

還
が

命
ぜ

ら
れ

た
。

こ
の

問
題

は
、

昭
和

56
年

東
北

大
に

お
い

て
も

同
種

の
違

反
が

あ
っ

た
問

題
で

、
分

業
未

成
熟

下
に

お
け

る
健

保
法

上
の

綬
薬

回
数

制
限

と
、

薬
局

側
の

弱
き

立
繍

を
露

呈
L
た

違
反

事
件

で
あ

っ
た。

東
大

病
院

事
件

の
発

生
日
》

昭
.
60

.
7

 

( 同 ∞ O )

句
域

医
療

に
お

け
る

薬
局

の
使

命
な

ど
が

、
新

た
に

含
ま

れ
た

医
償

法
の

改
正

が
な

さ
れ

た
。

こ
の

改
正

は
、
薬
局
の

医
薬

分
業

を
含

め
て

の
地

域
医
療
へ
の

貢
献
が
問
わ
れ
る
改
正
で
あ
っ
た
。

昭
.
60

.1
2.
20
.
I医

療
法

の
改

正
24

>

-
医
療

法
改

正
に

伴
う

医
療

計
画

策
定

指
針

が
、

厚
生

省
よ

り
公

表
さ

れ
た

。
指

針
に

は
、

病
院

、
診

療
所

の
適

正
配

置
に

併
せ

て
、

薬
局

の
笠

備
、

分
業

進
展

に
伴
う
薬
剤
師
の
調
布
j研

修
な

ど
も

盛
り

込
ま

れ
、

地
属

医
績

に
お

け
る

、
分

業
の

位
置

づ
け

も
高

ま
っ

た
。

2
4
>
 

昭
.6

1.
1. 
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薬 史学雑誌
24(2)， 181~194 (1989) 

医薬分業史に関する文献学的研究(第 2報)

医薬分業関連書籍の全貌と書籍内容の各種考察

中村健ベ 永喜美和子*1 飯塚桂子*1 藤井正美*2

Philologic母1Studies on the History of the Separation of 

Medical Practice and Drug Dispensing in Japan (11) 

The Bibliographic Items and Contents of the Books Related to 

the Separation of Medical Practice and Drug Dispensing 

Takeshi NAKAMURA， *1 Miwako NAGAKI， *1 Keiko IIZUKA *1 

and Masami FUJII料

(1989年9月27日受理)

1.緒 論

業権をめぐる各種の政治闘争の歴史の中で，

医薬分業をめぐる政治闘争ほど激しく ，かっ

長期に亘っているものはない.その活動は，

我国初の薬事法令である「薬律」の制定の直

前たる明治20年より 始められ，百年余を過ぐ

る今日まで，いま だに綿々として続けられて

いる.その経緯と具体的内容については，本

誌掲載の別報(医薬分業活動の歴史的変遷と

その考察〉で著者らが明らかにしたとおりで

ある.

この長き医薬分業推進活動の聞には，それ

ぞれの時代的背景のもとに，関係者によって

多くの論説の発表と，今日でし、う情宜活動が

行われている.

また，これらの論説は，その時代々々に発

刊された多くの書籍などに記されていること

から，これら書籍を系統的に調査することに

よって，わが国における薬剤師の調剤に関す

る理念とその歴史的展開，また，医師，薬剤

師聞の業権をめぐる思想的展開など医薬制度

上重要な幾多の知見を得ることができる.

本調査研究は，この幾多の曲折を経て推進

されてきた医薬分業活動と各種の行政的対応

について，次項で示す調査の目的と方法によ

りこれを文献学的見地から，その実態を調査

しわが国の医薬分業の歴史的変遷を明らか

にせんとしたものである.

2. 調査研究の目的

医薬分業が初めて法的に制度化された「薬

制」の公布後，現在までの百年の間，医薬分

業に関連する政策をめぐって，政府，医師側，

薬剤師側において発表された政策，主張およ

びそれをめぐっての反論に関する記事，論文

および書籍は，膨大な量に及んでおり，これ

を後世に記録し残すことの薬史学上の意義は

*1臼本大学理工学部薬学科 Department 01 Phannacy， College 01 Science and Technology， Nihon 
University. 8， Kandasurugadal 1-chome， Chiyoda-ku， Tokyo 101. 

事2 神戸学院大学薬学部 Faculty 01 Pharmaceutical Sciences， Kobe-Gakuin University. !kawadani-
cho， Nishi.ku， Kobe 673. 
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大きい.

そもそも，これらの文献は，きわめて政治

性が高く，速報性を有することから，その掲

載は，業界紙や関係団体の機関誌 ・雑誌が主

体となるため，関係機関に保存されるバック

ナンバーを系統的に調査することによ って調

査はある程度可能である.

しかしながら，詳細な解説を加えた主張や

その背景的世相については，長文となるため，

おもに， 書籍として発表されていることから，

これらを詳細に知るためには，関連書籍の内

容を正確に把握することが必要である.しか

し，これらの書籍は，一般に小出版社で刊行

され，しかもその内容の特殊性から購入者が

限定されていること，加えて，戦前のものに

ついては，その多くが戦災で消失され，また，

残された書籍も，所有者の老齢化，家屋の移

転や建て替えによって年々消失されつつある.

また，戦後のものについても，医薬分業法制

定時の最も論争の多かった昭和20年代の書籍

は，極端な紙不足からくる紙質の低下が長期

保存を耐えにくく し，これも保存の悪化を招

いている.

このような背景が原因となって，薬史学的

にみても 重要な位置づけを有するにもかかわ

らず，今日までこれを明らかにした論文はな

し、.

本研究は，以上の見地から，医薬分業に関

する歴史的背景と書籍に示された記載内容と

の関連を明らかにし，あわせて，前述のごと

き年を追って消失しつつある書籍を現時点で

できる限り調査し，これらを年代JI頂に整理し，

その全貌を明らかにすることを目的として行

ったものである.

3. 調査研究の手法

明治 7年の医制発布以来，百十余年の聞に

出版された医薬分業関連書籍は，全国各地に

散在し，これらを短期間に網羅し，考察する

ことはきわめて困難である.このため，本研

究では，比較的容易にその存在が確認できる

図書館の蔵書を調査することによって行った.

調査対象とした図書館は，表 1に掲げた 7機

(182 ) 

表 1 調査対象図書館

国 会 図 書 館

日本大学図書館

(理工学部駿河台図書館，
中村研究室蔵書のみ)

東京大学図書館

明治薬科大学図書館

日本薬剤師会

大阪府薬剤師会

内藤記念 館

表 2 調査事項

(1)発行年月

(2)記述内容

(3)分業関係記述の割合

(4)著者区分

(5)記述内容の地域区分

(6)記述内容の年次区分

闘である.なお，この選定は， 日大図書館を

除き，いずれも設立目的からみて，比較的多

くの医薬分業関連書籍が所蔵されていると考

えたからである.

次に，調査事項であるが，調査対象図書館

において，関連書籍を確認し，書籍ごとに表

2に示す内容区分ごとの考察を行うとともに，

主要書籍にみられる著述内容とその社会的背

景との関連について考察を行った.

(1)発行年月日

確認した書籍について，刊行年月順に著書

名，著者名，発行年月日，内容区分， 所蔵図 》

書館名の整理を試みた.

(2)記述内容

記述内容が，次の①~⑦のいずれかである

かを分類し，考察した.なお，同一著書で複

数の内容を記述しているものについては，複

数の区分に重複させて集計した.

① 医薬分業史，制度・政策論

② 法律解説，行政指導

③ 分業推進活動，啓蒙，実績報告

④ 実務指導

⑤ 医療経済，薬局経営

⑤ 行政 ・時事解説，実態調査，統計解説

⑦ 外国制度



表 3 医薬分業関連書籍の刊行年次別・記述内容別集計結果表

区 分
分業法施行以前(昭和31年以前) 分後業(法施行 処方後婆(料引

合 計 昭和31上昭50
明~昭24 昭25~30 小 計 ~49) ~63 

記述内容区分

①医薬分業史，制度 ・政策論 141 39 18 57 38 46 

②法律解説，行政指導 25 5 4 9 2 14 

③分業推進活動，啓蒙，実績報告 47 6 9 15 13 19 

④実務指導書 40 2 3 10 27 

⑤医療経済，薬局経営 36 10 2 12 8 16 

⑤行政 ・時事解説，実態調査，統計解説 49 1 O 1 14 34 

⑦外国制度 ¥ 14 5 O 5 7 2 

累 計 352 68 34 102 92 158 ' 

箸 者

①個人の著書 128 31 19 50 34 44 

②団体 ・官公庁刊行書 103 9 5 14 27 62 

構 成

①分業記述が大部分 96 24 19 43 18 35 ' 

② 11 一部分 135 16 5 21 43 71 

地 域性

①特定地域に関する 19 6 2 8 6 5 

②地域には無関係 212 34 22 56 55 101 

年 次性

①分業法以前 72 37 22 59 8 5 

②グ 以後 108 2 2 4 33 71 

③全年次 (年次無関係) 51 1 1 20 30 

J日L 計 231 40 24 64 61 106 

(注) 記述内容区分の数値は，同一著書でも 2項目以上にわたるものがあるので，合計冊数とは一致しな
L 、.

(3)著者区分

著者が個人であるか，あるいは，薬剤師会

等の団体または官公庁による編集 ・刊行であ

るかを分類し， 考察した.

(4)分業に関する記述の割合

分業に関する記述がその著書の記述の大部

分を占めるか，あるいは一部分であるかを分

類 し，考察した.

(5)記述内容の地域区分

記述内容が，ある特定地域を対象としたも

のか，あるいは，地域とは無関係であるかを

分類 し， 考察した.

(6)記述内容区分の年代的背景

記述内容が，医薬分業法以前 (昭和31年 4

月以前〉を背景にしたものであるか，以後の

( 183) 

ことであるか，あるいは，以前と以後の両方

の記述であるかを分類し，考察した.

4. 結果と考察

今回の調査で確認した 7図書館に収蔵の医

薬分業関連書籍の総数は， 231種延べ 384冊

(以下， 1231冊」という〉であった.

この 231冊の書籍について， これを発行年

代順に並べ，それぞれについて著書名，著者

名，発行年月，記載内容の区分，所蔵図書館

名を付して一覧表にすると，別表〈医薬分業

関連書籍一覧表〉のとおりであった.

また，こ の 231冊の書籍について，その内

容から，前述の調査研究の手法による各区分

ごとに分類集計し，さらに，著書ごと にその



《別表》 医薬分業関連書籍一覧表

(発行年)1慎) 平成昨日現在

⑤医療経済・薬局経営

⑤行政・時事解説.

実態調査、統計解説
①外国制度

(1主1)内容区分側の番号は、当該書籍の記述内容を次の区分に

分類したものである。

①医薬分業史、制度・政策論

②法律解説.行政指導

③分業推進活動、啓蒙、実績報告

④実務指導書

(注2)所在場所記号欄の記号は、当該書籍が所蔵されていた

図書館を記号で示したものである。

A 国会図書館 D.明薬大図書館

B 日大図書館 E 日本薬剤師会

(中村研究室蔵容を含む F.大阪府薬剤師会

C.東大図書館 G 内藤記念館

番号 著書名

1 1医薬分業を必要とする理由の 1班

~ ; I日本薬制注解(初版〉
3 1医師薬剤交付権論

4 1医薬分業戦

5 1医薬分業の説明

6 1薬局開業経営備考
7 I欧米薬湘j注解

~ 8 1近畿薬剤師会大会 ・医薬分業講演会大観
9 I医薬制度の革命

10 I日本医事大鑑
11 I日本薬業史

!12|…一題13 1医薬分業(医薬分業とは 病気になった犠合

|に〉

141医薬制度論と分業運動史

15 1医薬分業・是乎非乎

(衆議院委員会医療問題大論戦速記〉

16 I薬局制度論

a 17 1医薬分業問題について(大口裏六代講演筆記)

18 I医師の調剤能力

I1 19 I吾等はなぜ 「調剤耐早の実現」 を叫ぶ

20 I日本薬品iJ注解(7版)

21 1米国に於ける国民医療'I!I及医療機情に関する

調査

J 22 1医薬分業読本

11 23 1薬局の制度と 医薬分業論

24 1日薬から内相への売薬制度の改善方策を評す

25 1保健国策と医薬制度
I1 26 I医療薬品統制論

27 1欧米諸国の薬制

1 (第 l転薬事制度に関する調査〉

28 1我邦に於ける医療報酬及び医薬品統制

29 I広義薬事衛生と薬剤師(新医薬分業論)

:1 30 I大衆生活の重大問題(医薬分業の是非)
31 1医薬制度の改善と処方せん発行の絶対必要性

32 1医薬制度は果して改善されるか

:133 I ~医薬制度改善案の是非)
33 1医療制度改善論
34 I医薬制度改革の問題

(渡辺氏所論に対する批判)

11 35 1病人はどうする?処方せん問題

11 36 1海外諸国の薬局制度(薬局制限問題資料)

37 1米国使節団の薬事勧告書(1949年7月)

38 1 NHK放送 「自由人の声」医薬の民主化

39 1日本薬学史

140|医薬分業になれば医療質肱なる
41 1 I去・歯・薬の専門分野の区別を確立せよ

42 I医薬分業に就いて

43 1現今の医療制度と医薬分業

44 1日本薬剤師会雑誌1951年2月号

(医薬制度調査会速記録(上)) 

45 1日本薬剤師会雑誌1951年3月号

〈医薬制度調査会速記録(中)) 

46 1医薬分業の理論と実際

著者名

猪飼征徳

下山順一郎，池口度三

片山国嘉

恩田重信

日本薬剤師会

篠原清一

恩田重信

小林亀松
日本薬剤師会

日本医事大鑑刊行会
池田松五郎

清水藤太郎

神奈川県薬剤師会

池松重行

国際総合通信社

池田清志

愛知県薬剤師会第13支部

山崎佐

田口埼

下山順一郎，池口慶三，

川畑秀太郎

奥村鶴吉

武知勇記

池松重行

篠原清一

清水留三郎

日野信次

武田孝三郎

小峰茂之

河合栄治

渋沢寿一，古屋昌夫
福津常吉

坂本哲夫

野間正秋

高橋勘次

清水藤太郎

武田孝三郎
日本薬剤師協会

清水藤太郎

日本薬剤師会
日本薬剤師協会

日本薬剤師会

日本薬剤師会

高野一夫

高野一夫

篠原清一

発行年月 |内容区分 |所在場所記号

⑦
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番号 著 書 名 著 者 名 発行年月 内容区分 所在場所記号

47 日本薬剤師会雑誌、1951年4月号 高野一夫 S.26. 4 ③ BG 
(医薬制度調査会速記録(下)) 

48 医薬分業白書 医療制度研究会 S.26. 5 ① BG 
49 私連の薬局 立橋立彦 S.26. 6 ③ AG 
50 医薬分業に関する法律の解説 伊部英男.翁久次郎.曽根回 S.26. 7 ② AB 

郁夫

51 医薬分業とは? 高野一夫 S.26. 8 ①② BG 
52 薬制 椙山庸吉，翁久次郎 S. 27. 7 ① AG 
53 医薬分業に伴う薬局運営並びに設備指針 日本薬剤師協会薬局委員会 S. 29. 10 ④⑤ G 
54 今後の薬局はどうあるべきか 篠原清一 S.29. 4 ①③③ G 

(分業法の実施と薬局の将来〉

55 医薬分業を巡る問題第 1編 野沢清人 S.29. 4 ①③ G 
(新しい分業の理念〉

56 医薬分業を巡る問題第 2編 野沢清人 S.29. 7 ①③ G 
(どう審議会は進めら寸もるか)

57 医薬分業を巡る問題第 3編 野沢清人 S. 29. 12 ① BG 
(医薬関係審議会速記録(1)) 

58 医薬分業を巡る問題 第4編 野沢清人 S. 29. 12 ① BG 
(医薬関係審議会速記録(2) ) 

59 調剤と錠剤役与について 佐生英吉，増田道義 S.29. 7 ② B 
60 医薬分業を巡る問題第5編 野沢清人 S.29. 5 ①③ BG 

(医薬関係審議会速記録 (3)) 

61 調剤と錠剤役与に関する若干の考察 佐生英吉，松島邦夫 S.29. 8 ② B 
62 医制 80年史 厚生省医務局 S.30. 3 ① ABCG 
63 社会保障と医療制度 1955 野沢清人 S.30. 7 ① G 
64 別冊厚生 厚生省 S.30. 8 ③ B 
65 匙加減うらぱな し (医薬分業の解説) 中井博松 S.31. 2 ① A 
66 保険薬剤師必携(医薬分業と調剤事務の手引) 社会保障研究所 S.31. 4 ④ A 
67 医薬分業の解説 熊崎正夫，尾崎重殺 S.31. 5 ①②⑦ AG 
68 薬事制度 1956 日本薬剤師会 S.31. 7 ③⑤ G 
69 日本医学百年史 回村正雄(臨床医学社〉 S.32. 1 ① G 
70 薬 宮木高明 S.32. 2 ① ACDG 
71 国民皆保険と医薬分業の再検討 篠原清一 S.32. 7 ①⑤ G 
72 諸外国制度の概妥 厚生省薬務局 S. 32. 12 ①⑦ G 
73 健康保険組合連合会創立15年記念史 健康保険組合連合会 S.35. 3 ① E 
74 世界各国の医療制度 厚生省医務局総務課 S.35. 3 ①⑦ AG 
75 薬局設備指針 日本薬剤師協会 S.35. 7 ⑥ G 
76 最近の薬務行政 厚生省薬務局 S. 35. 10 ⑥ AG 
77 薬剤師法 ・薬事法の解説 高田浩運 S.36. 3 ② BEG 
78 海外の薬業事情と我が国薬局の将来 秋山康之進 S.36. 7 ⑤⑤⑦ G 
79 日本の医者(現代医療構造の分析〉 川上武 S. 36. 11 ①⑤ G 
80 最近の薬務行政 厚生省薬務局 S.37. 3 ⑥ AG 
81 薬史学抄(西洋 日本〉 佐藤文比古 S. 37. 10 ① DG 
82 日本の医療 水野 量産 S.39. 9 ① A 
83 現代日本医療史(開業医制の変遷) 川上武 S.40. 2 ① ACG 
84 日本の医療問題 額四祭、西村総ill S. 40. 10 ①③ AG 
85 薬事法制 高野一夫 S.41. 8 ①③ AG 
86 医者の商魂(悪徳の道へひ しめく日本の医者) 田村理一 S.41. 9 ① G 
87 薬学六十年 村山義温 S. 41. 11 ①③ ACG 
88 日本の医療は狂っている 水野肇 S.42. 1 ① AG 
89 我が国の医療と薬剤費について 中島良郎 S.42. 6 ①④⑤⑤ G 
90 分業読本(1968) 日本薬剤師会 S. 43. 10 ③④⑤⑤ BG 
91 薬学概説 鵜飼貞二 S. 43. 10 ① CG 
92 医療保障入門 吉田秀夫 S. 43. 10 ① F 
93 分業読 本第2集(1969) 日本薬剤師会 S. 44. 10 ③ B 
94 日本の医療 奥山賢二 S.45. 1 ① AC 
95 薬事ハンドプック 1970 薬業時報社 S.45. 2 ①⑤ A 
96 第1回分業推進員研修会講演集 日本医薬分業実施推進同盟 S.45. 4 ③ BE 
97 薬局経営の明日を探る 田島義↑専 S.45. 6 ①⑤ BFG 

(薬局経営研究会報告書〉

98 欧州の薬剤師と薬局 会 水野睦郎 S.45. 8 ①③③⑤⑦ G 
(薬剤供給制度の今日的課題〉

99 最近の薬務行政第 3集 厚生省薬務局 S. 45.11 ⑤ G 
100 薬事ハン ドブック 1971 薬業時報社 S. H. 2 ①④⑤ AFG 
101 くすり公害 高橋暁正 S. H. 3 ① CG 
102 レセプト確認事務の実際 医科・歯科 社会保険研究所調査室 S.46. 4 ④ G 

(昭和45年12月改訂版〉

103 医療不信時代 水野草 S.46. 9 ①⑦ A 
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寄号 著 書 名 著 者 名 発行年月 内容区分 所在場所記号

a 104 第2回 分業後進研修会講演築 日本医薬分業実施推進同盟 S. 46. 11 ③ BE 
I1 105 分業読本(第l・2・3集〉 日本薬剤師会 S. 46. 12 ③ BE 
I1 106 薬事ハンドプァク 1972 薬業時報社 S. 47. 2 ⑤ BFG 
'1 107 分業速報集冊(1965.10.21-1971.5. 24) 日本医薬分業実施推進同盟 S. 47. 3 <I:③⑤ E 
108 一般分化史からみた世界薬史学 都築頼助 S. 47. 4 ① C 

11 109 健保後本改正と医薬分業 武見太郎 S. 47. 6 ① G 
110 健保抜本改正の意味するもの 日本医師会 S. 47. 6 ① G 

(破滅に向かう日本の医療保険)

I1 111 薬局の近代化 回島義1専 S. 47. 8 ③⑤ 日EFG

1111: 保険調~J (調剤j報酬の算定刻求事務1972) 大阪府薬剤師会 S.41. 9 ④ G 
113 医療制度(講座 ・現代の医療 2) 川上武，中川米造 S. 41. 11 ① ACFG 
114 国民医療をみ る限 江見康一 S. 47. 11 ①⑦ CEFG 

(ヨーロ ッパ医療制度を中心と して〉

115 最近の薬務行政 第 4築 厚生省薬務局 S. 41. 12 ⑤ G 
116 薬事ハンドプ y ク 1913 薬業時報社 S.48. I ⑤ AG 
111 薬学慨論 宮木高明 S.48. 2 ① CDFG 
118 薬学の歴史 ルネ・7，-7ル，グ ョル:;'l'j'{ル7i S.48. 8 ① CEG 
119 創立八十年記念 ・日本薬剤師会史1973 谷岡忠二 S. 48. 10 ① DEFG 
120 薬学 ・薬局の社会活動史 γl-;(・ウル9''l?"清水藤太郎 S. 48. 12 ① AF 

訳

121 薬事ハンドブック 1914 薬業時報社 S.49. 2 ⑤ A 
122 明日 をひらく 薬局経営 大槻 彰 S.49. 4 ③ G 
123 医業国営論 鈴木梅四郎 S. 49. 6 ① G 
12，¥ 新任薬剤師のための病診薬局ハンドブック 日本病院薬剤師会 S. 49. 6 ④ A 
125 薬局に生き る 草刈藤太 S.49. 9 ③ AG 
126 医薬分業のマ ニュア ル(実践と考察) (株) ライフサイエンス S.50. 1 ①③⑤ EF 
121 薬事ハン ドプタク 1975 薬業時報社 S.50. 2 ⑤⑤ A 
128 医薬分業に関する薬局等実態調査報告 厚生省薬務局 S.50. 6 ⑤ B E 
129 医療産業 (講座 ・現代の医療 5) 川上武，中川米造 S.50. 1 ③ ACG 
130 保険薬剤師必lJIi(問答形式による実務解説) 日本薬剤師会 S.50. 8 ④⑤ As 
131 医薬分業下の薬局経営(高度専門薬局への道) 大 槻 彰 S.50. 9 ③⑤ ABEG 
132 医薬分業を考える 太 田 秀，(，也 S.51. 2 ① E 
133 薬事ハンドブ y ク 1916 薬業略報社 S.51. 2 ⑤ A 
134 医薬分業に関する薬局等実態調盗報告 厚生省薬務局 S.51. 6 ⑤ E 
135 医市l百年史 厚生省医務局 S.51. 9 ① ACEG 
136 保険薬局業務指針(初版) 日本薬剤師会 S.51. 9 ②④ BE 
137 日本医療制度史 菅谷窓 S.51. 9 ① ACG 
138 転換期の医療(低成長下の医療問題) 川上武 S. 51. 11 ① C 
139 薬事ハンドブ y ヲ 1971 薬業時報社 S.52. 2 ⑤ AF 
140 妓 近 の 薬 務 行 政 第5m 厚生省薬務局 S.52. 2 ⑤ AB 
111 医薬分業に関する薬局実態調査報告 厚生省薬務局，日本薬剤師会 S.52. 7 ⑤ E 
142 医薬分業百年の裂表 藤森宗吉 S. 52. 12 ① BCDE 
H3 薬事ハンドプ y ク 1918 築業時報社 S.53. 2 ⑥ AFG 
144 分業に対応する薬局庖舗の実際 長島義隆 S.53. 6 ④⑤ B 
145 保険薬局業務指針(第 3版) 日本薬剤師会 S.53. 6 ②④ E 
146 (~険薬局業務指針(第 4 版) 日本薬剤師会 S. 53. 12 ②④ E 
147 医薬分業の実際 (17'ロfから経営ま で) 北J11和博 S.53. 8 ①②⑤ EF 
148 薬事ハンドブ y ク 1919 薬業時報社 S.54. 2 ⑤ A 
149 くすり の歴史 石坂哲夫 S. 54. 3 ① CDG 
150 (統)医薬分業のマニ ュアノレ (株)ラ イフサイ エン ス S. 54. 10 ①③④⑤ AE 
151 医薬品の尖際知識(第 2版〉 下村孟 S. 54. 11 ①③④ sG 
152 医薬品業界 吉田甚吉 S. 54. 12 ①③ sG 
153 薬事ハンドブ μク 1980 薬業時報社 S. 55. 2 ⑥ A 
154 医療行政の現況と展望 1980年版 (株)官報通信社 S.55.¥5 ① A 
155 薬学概論(改訂i曽補版) 新薬学研究社技術者集団 S.55. 9 ① CG 
156 薬学への慢言 昭和薬科大学創立50周年記念 S. 55. 10 ① ADG 
157 薬局調査レポート 1980年版 (VOL.17) 薬局新聞社 S. 55. 12 ⑤ B 
158 薬事ハンドプ y ク 1981 薬業時報社 S.56. 2 ⑤ A 
159 新版薬局 ・薬庖経営のすべて 松江満之 S.56. 4 ⑤ B 
160 薬学の歴史 石坂哲夫 S.56. 4 ① CG 
161 薬害(その医学的 ・薬学的 ・法学的側面) 曽団長宗 (編) S.56. 5 ① BCD 
162 クスリと社会(薬業社会学序論〉 吉岡 {言 S.56. 6 ①③ sCG 
163 日本の薬学(東京大学薬学部前史〉 根本曽代子 S.56. 7 ① CDG 
164 病 ・医院における 医薬分業実施告知文伊l 日本薬剤師会 S.56. 8 ①③④ E 
165 処方せん発行体験記 (第 1集〉 日本薬剤師会 S.56. 8 ③④ E 
166 保険薬局業務指針(第 5版) 日本薬剤師会 S.56. 9 ②③ B E 
167 燃える薬局集団“めだかの学校" 京極三朗 S. 56. 10 ③ G 

(ダイオ一躍進の秘密〉
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168 医療行政総覧昭和57年度版 医療行政調査会 s. 56. 11 ①⑥ A 
169 最近の薬務行政第6集 厚生省薬務局 S. 56. 11 ⑤ A B 
170 医薬分業の立体像(その現状と問題点) 木島昂 S. 56. 12 ①③ AB 
171 医療を裁く(l也に堕ちた日本の医療) 藤林貞治 S. 57. 2 ① F 
172 日本の病院 一条勝夫 S. 57. 2 ① C 
173 薬事ハンド プヅデ 1982 薬業時報社 S. 57. 2 ⑤ AC 
174 医療における医薬品の諸問題と将来の課題 日本医師会 S.57. 3 ① B 
175 新任薬剤師のための病診薬局ハ ンドプァク 日本病院薬剤師会 S.57. 4 ④ A 

(改訂新版〉

176 欧米の薬価指J!ii 日本製薬団体連合会保険薬価 S.57. 6 ①⑦ B 
研究会

177 医薬分業明日への対応 (株) ミクス S.57. 7 ⑤ D 
178 どうなる ?医薬分業(徹底座談会) 木島昂 S.57. 7 ①③ AG 
179 社会保険医療関係通知集 厚生省保険局医療諜 S.57. 8 ② B 
180 実践分業レポート(東京荷主日10年の歩み〉 蒲田薬剤師会 S.57. 8 ③⑤ E 
181 現代の医療問題(国民のための医療とは何か) 菅谷 章史 S. 57. 9 ① C 
182 ひと工夫からの発想 神田宣 S. 57. 11 ③⑤ B 

(あなたに医薬分業の勇気と知恵が涌く !) 

183 薬事法学講座 1 三鎗亮寿 S. 57. 12 ② B 
184 大衆薬の明日を採る 薬業時報社 S. 57. 12 ①⑤ AEF 
185 日本薬学会百年史 日本薬学会百年史編集委員会 S. 57. 12 ① BCG 
186 薬事ハ ンドブ yク 1983 薬業時報社 S.58. 2 ⑤ A 
187 製薬企業営業所における管理薬剤師マニ ， l~ 日本薬剤師会 S.58. 4 ⑤ AF 
188 上回の医薬分業 上回薬剤師会 S.58. 6 ①③ B E 
189 保険業局業務指針 58年改訂版 日本薬剤師会 S.58. 9 ②⑥ AFG 
190 薬事ハ ンドブ yク 1984 薬業時報社 S.59. 2 ⑤ A 
191 薬局 ・薬庖運用学 京極三朗 S.59. 2 ①③⑤ AG 
192 日本女子薬剤師会 30年史 1984 秋島ミヨ S.59. 3 ①③ BDE 
193 分業状況 日本薬剤師会 S. 59. 9 ⑤ E 
194 医薬分業基本通知銀(第 8版) 日本薬剤師会 S.59. 9 ② E 
195 医薬分業に関する医療機関実態調査報告 日本薬剤師会 s. 59. 11 ⑤ E 
196 最近の薬務行政第 7築 厚生省薬務局 S. 59. 11 ⑤ A s 
197 だれのための薬か 高野哲夫 S.60. 1 ① DG 
198 薬学慨論 金子太郎 S. 60. 2 ① AB 

(これから薬学を学ぶもののための〉

199 医薬分業に関する薬局実態調査報告 厚生省薬務局 S.60. 3 ⑤ sE 
200 保険薬局業務指針(第 7版〉 日本薬剤師会 S.60. 3 ②⑥ B E 
201 薬事法学講座 2 三輪亮要事 S.60. 4 ② B 
202 薬事ハンドブ γク 1985 薬業時報社 S.60. 4 ⑤ AC 
203 薬局経営論 吉岡信 S.60. 5 ①⑤ A B 
204 大阪府薬務行政40年のあゆみ 豊田庸 S.60. 7 ①③③⑥ ABDEFG 
205 薬剤師になるには 太田秀，川瀬清，小池盛明 S.60. 9 ① A 
206 大阪府薬雑誌、 VOL.36 NO.I0 1985 384 大阪府薬剤師会 S. 60. 10 ⑤ F 
207 薬局の新書IJ業経営 大槻 彰 ， 服 部 晃 S. 60. 12 ③⑤ AG 
208 薬害の社会学(薬と人間のアイロニー) 宝月 誠 S.61. 1 ① ABC 
209 薬局機能整備に関する報告書(薬局登備指針) 神奈川県薬剤師会 S.61. 3 ⑥ B 
210 薬学概論 辰野高司，川瀬清.高野哲夫 S.61. 3 ① CDG 
211 医薬分業とコミュ ニティ 木島昂 S.61. 4 ①③⑤ BF 
212 製薬企業営業所における管理薬剤師7ニ，a.86 日本薬剤師会 S.61. 5 @ A 
213 最近の薬務行政 61年度版 厚生省薬務局 S.61. 6 ⑤ AB 
214 保険薬局業務指針(第 8版〉 日本薬剤師会 S.61. 7 ②③ BE 
215 薬局開設ハンドプ yク 日本薬剤師会 S. SI ヨ ④⑤ AFG 
216 処方せん応告書業務指針 日本薬剤師会 S. 61. 10 ①④⑤ AF 
217 社会薬学入門 野口術 S.62. 3 ① AFG 
218 薬事ハンドプ yク 1987 薬業時報社 S.62. 3 ⑤ CD 
219 開局薬剤師 30年 水野隆郎 S.62. 3 ③③⑦ B 
220 巌近の薬務行政 62年度版 厚生省薬務局 S.62. 3 ⑤ B 
221 一般知識と倫理62年版 武田正三 S.62. 5 ① A 
222 医薬情報担当者のための一般知識.87 厚生省薬務局経済課 S.62. 6 ④ A 
223 薬歴の実際 秋葉保次，小林富次郎，水野 S.62. 6 ③⑥ ABF 

睦郎，吉田俊

224 百年史 東京薬事協会 S.62. 7 ① DG 
225 医薬分業の動向 日本薬~J ffi1j会 S.62. 9 ⑤ E 
226 薬学概論 辰野高司，川瀬m.山川浩司 S.62. 9 ① A 
227 保険医療と医薬品 三鎗亮寿，中村健 S.62. 9 ②③ B 
228 医薬情報活動と医薬情報担当者 堀岡正後 S.62. 9 ④ A 
229 厚生省五十年史 厚生省五十年史編集委員会 S.63. 5 ① B 
230 保険薬局業務指針 63年度版 日本薬剤師会 S.63. 6 ②⑥ ABF 
231 保険医療における医薬品使用の指針 厚生省保険局医療課 S.63. 7 ②④ B 
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図 1 発行書籍数の年次推移

発行年月が医薬分業法施行前(昭和30年以前)，

分業法施行後から処方襲料の引き上 げまで

(昭和31年 ~昭和49年〉お よび処方築料引き

上げ以後(昭和50年以後〉の 3区分に分けて

再集計し， 一表化すると表 3 (医薬分業関連

書籍の刊行年次別 ・記述内容別集計結果表〉

のとおりであ った.

この別表お よび表 3の内容について，前述

の調査事項別にみた調査結果の特徴とその考

察， ならびに，医薬分業活動の推移と背景か

らみた各時代の主要刊行書の著述内容につい

ての考察を以下に述べる.

(1)各種区分よりみた年代別刊行著書数の

構成と動向

1) 年次区分別にみた著書数の動向とその

背景

各著書の発行年月 日を10年ごとに区切り，

その聞の刊行著書数と時代背景との係わりを

グラフ化すると図 1のとお りとなり 3カ所

の突出した山が見られる.

最初の山は，1930~39年(昭和 5 ~14年〉

にみられるが，この時期は，1931年満州事変

の勃発から徐々に戦時体制下に入札やがて

1938年厚生省の新設などもあって，医薬制度

の改善について， 官民ともに活発な激論が展

開された時代である.

第 2番目の山は，1950~59年〈昭和25~34

年〉にみられるが，この時期は，第二次世界

対戦後，米国 GHQの占領政策の一つである

医薬分業制度の採用をめぐり，多くの激論が

展開されたこと，また，昭和31年の医薬分業

法制定に伴う激しい国会審議に際し，医師会，

薬剤師会の両者による激しいPR活動が行わ

れたためと推測される.

第 3の山は， 1970年〈昭和55年〉以降にみ

られるが，これは昭和49年の診療報酬の改正

に併せて，処方筆発行料が5点から一挙に50

点、へと大幅に引き上げられ，医薬分業への関

心が急速に高まり，処方筆の発行が各地で推

進され，それに伴つての実務書が出版された

ためである.

このことから，各著書を医薬分業法が制定

された昭和31年前と，処方筆の引き上げが行

¥ 

図 2 発行年別書籍数の構成比率
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われた，いわゆる分業・元年ともいわれる昭和

49年までと，それ以降の三つの時代区分に分

け，刊行冊数を再集計すると図 2のとおりで

あった.

図2に示すごとく，全体の 231冊 の う ち

45.9% (106冊〉 が昭和50年以降に刊行され

たものであり，昭和49年以前に刊行されたの

は， 54.1% (125冊〉であった. とくに，昭

和30年以前の冊数が27.7%と少ないのは，刊

行冊数自体が少なかったことも考えられるが，

これら年代の古い書籍の逸散が進行している

ためと考える.

2) 記述内容からみた著書数の動向

表 3に示したごとく ，著書の記述内容を七

つの区分に分類，集計し，これを構成比率の

高い区分の順に並べると，以下のとおりとな

る(冒頭の番号は，表 3の内容区分の番号を

示し， ( )内は， 合計種類数 231冊に対す

る構成比率である).

① 医薬分業史，制度 ・政策論

141冊 (61.0%) 

⑥ 行政 ・時事解説，実態調査，統計解説

49冊 (21.2%) 

③ 分業推進活動，啓蒙，実績報告

0.0 

~昭和30年

31-49年

50-63年

合計

(注〉

47間 (20.3%)

④ 実務指導 40冊 (17.3%)

⑤ 医療経済，薬局経営 36冊 (15.6%)

② 法律解説，行政指導 25冊 (10.8%)

⑦ 外国制度 14冊(6.1%) 

また，これらの内容区分ごとの構成比率を，

表 3に示した三つの時代区分に分けてグラフ

化すると図 3のとおりとなる.

この図 3より，次のごとき時代的な傾向が

伺える.すなわち，昭和30年以前は， ①の医

薬分業史，制度 ・政策論が主体で89.1%の多

きを占めているが，これは，まだ医薬分業が

法的に制度化されていなかったため，その制

度の必要性を主張することが必要であ ったた

めで，やがて時代とともにその割合は減少し

ている.逆に， ④の実務指導や⑤の行政 ・時

事解説，実態調査，統計解析の割合は，医薬

分業の実質的な進展とともに増加する傾向が

みられた.

また， ③の分業推進活動などは，各年代と

も2割前後の比率を占めているが，これは，

漸次，分業の進展をみているもののその割合

は依然として 1割を超えた程度の進展率であ

ることから，当然、と考えられ，今後ともこの

100.0% 

①医薬分業史，制度・政策論
②法律解説.行政指導
③分業後進活動.瞥書置，実績報告
④実務指導書
⑤医療経済，薬局経営
⑤行政 ・時事解説，実態調査，統計解説
⑦外国制度

図 3 年代別・記述内容別書籍数の構成比率
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0.0 100.0% 

~昭和30年

31-49年

50-63年

合計

図 4 年代別 ・著者区分別書籍数の構成比率

傾向は続くものと考えられる.

3) 時代区分と著者との関係

表3に示した著者の区分別冊数を，先に述

べた三つの時代区分に分けてグラフ化すると，

図 4のとおりとなる.

図 4のごとし昭和30年以前の著書では約

78%が個人名の著書であったが，時代の推移

とともに団体および官公庁による著書が増大

してきたことがわかる.

この傾向の要因としては，医薬分業の進展

に伴い，調剤報酬の手引書などをはじめとす

る実務指導書，また，実態調査などの出版物

が次々と公的機関から刊行され出したためと

考えられる.

4) 分業関係記述の割合

表 3に示したごとく，医薬分業関係の記述

が大部分の著書は，全部で96冊 (41.6%)で

あった.しかし，年次別でみると，分業関係

が大部分の単独書は，分業法制定前は6割以

上であったのに反し，制定後は 3割台と減

少していることが伺える.

5) 記述内容の地域性

表 3に示したごとく，記述内容がある程度

の地域性を有する著書数は， 19問 (9%)と

少なく，大部分は，地域と無関係の記述内容

である.

なお，特定地域の記述とは，別表 188番目

の「上回の医薬分業」のごとく，その内容が

特定地域内の実態などの解説書を示す.
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6) 記述内容の年代性

表 3に示すごと く，記述内容の背景が，分

業法制定以前か以後か，あるいは，その両方

にまたがっているかの 3区分についての著書

数の構成比率を考察すると，分業法制定前の

活動を芯述したものは72冊 (31.2%)で 7

割以上が分業法制定以後か，または，年次に

無関係の書籍であった.

(2)医薬分業活動の年代的背景と主要書籍

内容との関連

百年余に及ぶ医薬分業活動の歴史は，時々

の医療行政の流れの中で，多くの困難の道を

たどりながら，いくつかの節目となるべき事

象を経つつ，その基盤は，徐々に整備され，

進展の度合いは遅きも，漸く，国民医療の中

に徐々に定着しつつあることは，筆者らが第 1

1報で報告したとおりである.

本項では，この分業活動の歴史的流れをい

くつかの節目となる時代区分に分け，その時

代的背景とこの期に刊行された主要な関係書

籍の著述内容との関連を考察し，以下に述べ

る.

1) 明治・大正期

明治 7年の医制の発布から，明治23年の

「薬律」の制定までの聞は，わが国に薬事制

度が誕生する重要な時期であったが，これら

の政策は，おもに，明治維新政府が医療政策

の一環として主導性をもって運ばれたこと，

また，医師数に比して薬舗数および薬剤師数



が少なかった状況などのため，特段の医薬分

業活動は行われず，そのため，関係書籍の発

干Uは見当たらない.

しかしながら.r薬律」が制定されて，薬

剤師の身分法が確立され，かつ，正式に立法

化された医薬分業の規定が法律の附則によっ

て，骨抜きにされるにおよび，以後，全国規

模による薬剤師の分業推進活動が始まり，こ

の期より，分業関連書籍の発刊が始まるので

ある.

したがって，明治 ・大正期における分業関

連書籍は，別表に示されたごとく，発行数は

少ないが，医薬分業の必要論または反対論を

F 言己した制度論的なものがほとんどである.

この両論を代表するものとして，医師側よ

りの反対論を著した片山国嘉著の「医師薬剤

交付権論J.ならびに分業推進活動の先駆者

たる恩田重信著の「医薬分業戦」は， ともに，

当時の両サイドの思想、を初御させる.

なお，この間の議会活動の状況を記した著

書は，後年，昭和前期になって多く刊行され

ている.

その他，わが国初の薬事制度の解説書とし

て，下山H慎一郎，池口慶三著による「日本薬

制注解(初版)Jも刊行されている.この書

の内容は，たんに条文の解説に留まらず，制

度制定の経緯 ・背景をも記し，あわせて，薬

剤師側の主張と議会の討議内容を含め，詳細

に解説している価値高き論説書である.

なお，この明治 ・大正期全般にわたっての

医薬分業活動の内容と背景は，後述の昭和7

年発行の池松重行著の「医薬制度論と分業運

動史」に克明に著されている.

2) 昭和前期 (昭和元年~20年〉

明治 ・大正両時代にわたって繰り返された

「薬律」の付則条項の修正をめぐる議会活動

は，昭和期に入っても，年々の薬剤師数の増

加を背景に，活発な議会活動を中心とした分

業推進活動が進められた.したがって，この

聞に刊行の関係書籍数は， 別表に示すごとく ，

分業啓蒙書と.20年余に及んだ分業運動の活

動内容の紹介書が多く刊行された.このなか

でも，昭和7年刊行の池松重行著の「医薬制
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度論と分業運動史」は. 638頁に及ぶ大作で

あり，第 1編では，当時の薬剤師の調剤権，

医師の調剤権についての考え方，医薬分業の

意義やその論拠について，多くの関係者の主

張が紹介されている.また，本書には当時の

欧米24カ国の薬局制度とその業務も紹介され

ていることは，きわめて興味深いものである.

また，第 2編での運動史については，明治

・大正の全期にわたって，薬律の付則条項の

修正をめぐる議会活動のすべてにつき，その

背景と活動内容を克明に紹介しており，なか

でも注目すべきは，医師サイドの分業反対の

論陣の紹介，また，医薬関係者以外の文化人

の考え方として，森鴎外や賀川豊彦の医薬分

業観も長文で紹介するなど，当時の分業運動

のすべてを初御させる著書である.

なお，昭和10年には，当時の分業論争の背

景において，法学者の立場から，医師の調剤

権の正当性を論じた山崎佐著の「医師の調剤

能力」が頒布され，さらに，医師，薬剤師に

あらざる議員の立場からの医薬分業観と明治

以来の医薬分業にかかる議会審議の経緯を記

した武治勇記著「医薬分業読本J(全 287頁)

が昭和11年に，また，清水留三郎著「保健国

策と医薬制度J(全480頁〉が昭和13年に出版

され，また，昭和11年には，先に記した 「日

本薬制注解(初版明治44年)Jの改訂版 〈第7

版〉が内容も充実されて出版された.この書

はこの期までの薬事制度のすべてを解説した

貴重な著書である.

次いで，昭和10年に入っては，時代の推移

とともに，年々，菌防体制が強化され，医療

行政においても，その改善を図るため，政府

は厚生省の設置をはじめ医薬制度調査会を設

けて，制度の改善を行った行政の改革期であ

っTこ.

したがって，この期の刊行書籍には， 別表

にもあるごとく，医薬制度の改善に関連する

審議を背景に，関係者が医薬分業の妥当性を

著したもの，およびその審議の解説書が主に

刊行されている.



3) GHQ勧告から分業法制定まで (昭和

24~30年〉

昭和24年9月. GHQからの医薬分業の実

施勧告から始まる三師会の討議，政府関係調

査会での審議，また，それをめぐる国会審議

は，昭和30年8月まで 6年間にわたって，

医師会，薬剤師会の聞で虚々実々のかけ引き，

関係者の大集会，デモ行進など分業実現の可

否をめぐっての大闘争が展開された.

したがって，この間の刊行書は，主に，薬

剤師会またはその関係者による GHQ勧告内

容の紹介やそれをめぐる対応，また，分業法

の制定を討議する関係調査会の速記録や，そ

の解説書，改正法律の解説書がおもに刊行さ

れている.

ちなみに，主要書としセは，別表中の次の

ものが注目される.

① GHQ勧告内容等が具体的に記された

ものとしては.r医薬分業白書(医療制度研

究会編)j

② 分業法制定のための政府調査会(臨時

医療制度調査会〉の審議事項を紹介したもの

として.r日本薬剤師会雑誌 2月号(医薬制

度調査会速記録上)~4 月号(同下) J

③ 分業法制定時の解説書ならびに国会審

議内容を紹介したものとしては，高野一夫

「医薬分業とは」及び伊部英男 ・翁久次郎 ・

曽根田郁夫共著 「医薬分業に関する法律の解

説」

④ 分業法の一部改正の背景並びにその審

議課程を紹介した野沢清人著「医薬分業をめ

ぐる諸問題全5編」

⑤ 改正医薬分業法の解説書「医薬分業の

解説(熊崎正夫 ・尾崎重毅著)J

⑥ その他当時の医薬分業の理論書として

刊行された「医薬分業の理論と実際(篠原清

一著)J並びに厚生省が医制80年の歴史をま

とめた「医制八十年史j.Cなお，この「医制

八十年史」中には薬事制度の歴史とともに医

薬分業の歴史的変遷も記されている.) 

4) 分業法制定後の低迷期(昭和31~48年)

薬剤師悲願の分業法が施行されてからも，

昭和30年代は，医薬分業については特段の進
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展は見られなかった，それは，この間，薬事

法の改正，薬局の乱売問題，薬局距離制限法

の制定等，薬局にとって重大な関心事が生じ，

薬剤師の目がその方に向けられたためであっ

た.したがって， この聞にはとくに見るべき

著書の刊行はなかった.

しかし，昭和39年に入り， 日本医師会が分

業の必要性を提唱し始め，三師会での懇談会

が設けられるなどして，医薬分業の推進が積

極化される及び，これに関連して日本薬剤師

会より「分業読本」や「分業推進員研修会講

演集」などの医薬分業を進展させるための具

体的手法を記した参考書が刊行されるように

なった.一方，この時期より，各種の年刊誌

cr薬事ハンドブックj. r最近の薬務行政」な

ど〉に医薬分業の動向が毎年一定の頁をさい

て掲載されるようになった.

5) 分業元年からの進展期(昭和49~57年〉

昭和49年に行われた処方護料の大幅引き上

げを契機として，この期間の処方筆発行枚数

は年々大幅な増加を示した.

このような背景から，この期間には，次の

ごとき新しい出版傾向が見られるようになっ

た.

① 年々増加する保険薬局に対し，正しい

保険調剤の実践を促し，正しい保険請求

を行わしめる指導書が日本薬剤師会より

多く出版されるcr保険薬剤師必携，保険

薬局業務指針」など).

② 医薬分業の年々の進展状況を把握する'

ための統計報告書がされるようになる

cr医薬分業に関する薬局等調査報告書j).

③ 医薬分業の実践に成功した体験書が次

と々 出版される cr医薬分業の実際 ・ア

プロ ーチから経営までj. r処方筆発行体

験記j.rひと工夫からの発想」など).

④ 保険調剤の実施を前提とした薬局経営

の手引き書が出版され始める cr医薬分

業下の薬局経営j. r分業に対応する庖舗

の実際j. r新版薬局 ・薬居経営のすべ

てj.r医薬分業明日への対応」など).

⑤ これまでタブーとされていた医師サイ

ドより，医薬分業の実践的論説書が出版



されだす cr医薬分業の立体像J，rどう
なる ? 医薬分業〈徹底座談会)J.

以上のような新しい出版傾向がこの期にみ

られたが，さらに，この間には， 前 述 し た

そ「医薬制度論と医薬分業史J，r日本薬制注解」

および「医制八十年史」などと並んで医薬分

業史を調べる上に貴重な著書として次の二書

が刊行されている.

。 r医制百年史(厚生省 ・医務局)J:わ

が国の医療制度の百年間の動向を時代別

に解説した書で‘あるが，このなかには医

薬分業の歴史的動向が相当頁をさいて解

説しである.

。 ["医薬分業百年の裏表(藤森宗吉著): 

GHQの医薬分業の実施勧告から分業法

の公布までの経緯，また，分業法の公布

から施行までの関係者の動向，そして，

処方筆料の引き上げ前後の行政及び薬剤

師会など関係者の動きなどを，年次を追

いつつ，著者の論説を加えての解説書.

6) 患者指向調剤の目覚めとその実践期

(昭和58年~平成元年)

昭和50年代後半における急激な分業の進展

は， 50年後半に至って，やや低迷し始めた.

この原因の基本的背景と して，患者および医

師サイドの薬局への信頼関の欠如，分業メリ

ットに対する国民的理解の不足，そして地域

医療の中での薬局の働きの不十分が改めて関

係者で論議されるようになった.かくして，

この問題の打開をめざし，分業先進地区の薬

局や先覚者たちは，患者指向調剤の重要性と

その実践に着手した.

すなわち，薬歴利用による処方鑑査や投薬

指導の実践である.この業績は，徐々に患者

サイドの理解と行政面でも認められ，調剤報

酬中にも取り入れられ，この動きは全国的に

実践される ようにな った.

このような背景から，この期には， 日本薬

剤師会や先覚者から，薬局 ・薬剤師の役割，

医薬分業の使命，そして，医療や患者との関

わりの重要性を説いたつぎのごとき実践的解

説書や業績書が刊行される ようになった.

「上回の医薬分業(上回薬剤師会)J，r薬

局解説ハンドブック(日本薬剤師会)J，r処
方せん応需指針(日本薬剤師会)J，r薬歴の

実際(秋葉 ・小林 ・水野 ・吉田共著)Jなど

である.

また，この期には，高齢化社会における保

険医療の重要性や医療法改正による地域医療

の重要性を踏まえての関連書として， r保険

医療と医薬品〈三輪 ・中村共著)J，r地域医

療と薬剤師(日本薬剤師会)J，r保険医療に

おける医薬品使用指針〈厚生省保険局医療

課)Jなど，薬剤師業務と保険医療や地域医

療との関わりを解説した書籍が刊行されたの

も特徴である.

また，昭和も終わる63年には，厚生省が設

置50年の記念事業として「厚生省50年史」が

厚生省の総力をあげて出版されている.この

書は，医制発布以来の衛生行政の歴史的変遷

を克明に記し， とくに資料編では膨大な資料

と年表を付した他に類例なき行政史書であり，

医薬分業関連記述も時代別に史実に基づき相

当頁をきいて解説している.

5. むすび
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医薬分業の進展とともに，時代の要請に応

じて出版された数多くの分業関連書籍を悉に

ひもどくことにより，われわれは百年余にわ

たる医薬分業活動史の背景とその時々の薬剤

師の思考を正確に把握することがで‘きた.

とくに，この調査研究の過程で感じたこと

は，多くの関連書に記録されていた明治後期

の議会闘争の場で示された医薬分業の理念は，

高度化された現在の医療の場でもそのまま立

派に通用しうる内容であり，当時の先覚者の

思考の深さとその行動力に，その手法と成果

は別として敬意を表するものである.

さて，本調査研究では，調査手法でも述べ

Tこごとく，代表的図書館の蔵書により，その

研究に当たったが，別表および図 1にも示さ

れたごとく，明治 ・大正期の書籍の保存は想

像に絶して少なく ，改めて関連書籍の早期に

おける収集 ・保存体制の整備につき，何らか

の方策が必要であることを痛感した.ちなみ

に，その収蔵書数を図書館別に表にすると，



表 4 主要図書館の発行年代別蔵書状況

年 代 区 分
図書館名 合計

~昭和30年 昭和31~49年 昭和50~63年

A.国会図書館 8 (12.5) 23 (37.7) 47 (44.3) 78 (33.8) 

B. 日大図書館(中村研究室蔵書含 17(26.6) 9 (14.8) 43 (40.6) 69 (29.9) 

C.東大図書館 4 ( 6.3) 11 (18.0) 19 (17.9) 34 (14.7) 

D.明薬大図書館 o ( 0.0) 4 ( 6.6) 10 ( 9.4) 14 ( 6. 1) 

E. 日本薬剤師会 o ( 0.0) 10 (16.4) 28 (26.4) 38 (16.5) 

F.大阪府薬剤師会 o ( 0.0) 10 (16.4) 16 (15.1) お (11.3)

G .内藤記念館 57 (89.1) 43 (70.5) 25 (23.6) 125 (54. 1) 

合計種類数 64(100.0) 61(100.0) 106(100.0) 231(100.0) 

(注) ( )内の数値は，各年次ごとの合計種類数に対する各図書館の蔵書書籍数の比率(%)である.

表 4のとおりであった.

表 Hこも示されたごとく ，分業法制定前の

書籍については，その約 9割が内藤記念館に

収蔵されていたことは，改めて内藤記念館の

設立意義が評価され，かりに内藤記念館がな

き場合の古書の逸散については，肌寒さを感

ずるものであった.

一方，医薬分業の総本山たるべき薬剤師会

に，分業法制定前の関連書籍がほとんどない

ことに驚きを感じた.

謝 辞

終わりに，筆者らは今般の報告を基に，日

本薬剤師会ならびに全国薬局開設者の協力を

求めて，各地に散逸されている関連書の更な

る調査に努め，別表の充実を図り，引き続き

本誌での報告を予定致すものである.

なお，医薬分業の推進母体である日本薬剤

師会においても，内藤記念館が現在果たして

いる役割と同様に，関連文献の今後の収蔵保
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存について何らかの方策を，今後積極的に講

じられんことを切望する.

参考文献および注

本文中に掲載した参考書籍のほか，別表(医薬

分業関連図書一覧表)掲載書籍を参照.

Summary 

This report describes the results of the 

survey on the bibliographic items and the 

contents of the books， published up to this 

time in ]apan， related to the separation of 

medical practice and drug dispensing. The 

bibliographic items of 231 books in this 

field were surveyed in seven main libraries 

and are listed in Table. The relation of 

the contents of the books to the background， 

of the activity of the separation was also 

discussed. 

¥ 



薬史学雑誌
24(2)， 195~211 (1989) 

明治期を中心とした中国産繁用生薬の

輸入についての考察 (4)

とくに第 4期における大黄の輸入量ならびに

価格の変遷について

播磨章一*1 田中康雄*1

A Consideration on the Import of Chinese Crude Drugs of 

China Grown for General Use in the Meiji Era (4) 

Especially on the Transition of Rhuharb Import in the 

Fourth Period: Its Quality and Price 

Shoichi HARIMA*I and Yasuo TANAKA*1 

(1989年 9月30日受理)

1.はじめに

著者は先に本誌1)に明治期を中心とした中

国産繁用生薬の輸入について，わが国への大

賞の輸入量，ならびに価格の変遷を明治初期，

第2期，第3期の各期のそれぞれについて報

告した.今回は明治 ・第4期の最終の期間に

ついて引き続き標題の変遷について検索した

ので報告する.

2. 使用資料

検索に当たっては，政府統計資料の活用も

前回調査時と同様，大蔵省編纂，発行，大日

本外国貿易年表ト7lを主として時系列資料と

して用いた.

明治年聞の外国貿易の段階区分としてやは

り 「日本 貿易精覧J8)によって， 明治37年

(1904)から大正 3年(1914)の期聞を取 り上

げて当該期聞を明治期の終期とした.なお当

該期は 日露戦争から第一次世界大戦に至る時

期で，わが国の資本主義経済が飛躍的に発展

を遂げたが，それに対応して，外国貿易もい

ちじるしい進展をみた時期にあたる.

3. 検索結果

1) 明治第4期の貿易政策と財政状態の

関係

世界史的にみて，この時期は資本主義がい

わゆる自由主義の時代から帝国主義の時代に

はいり，圏内生産における独占がすすみ，産

業政策や貿易政策の面で保護主義的傾向が強

化された時期にあたる町.明治44年(1911)の

関税条約改正によって，わが国は，はじめて

関税自主権を獲得し，関税による産業保護政

策を展開できる基礎づくりができた.これは

当時の国際的な環境を背景として，それと密

*1近畿大学薬学部 Facultyof Pharmacy， Kinki University. 4-1， 3・chomeKowakae， Higashi 
Osaka， Osaka 577. 
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表 1 明治期外債引受地別一覧(実収額邦価換算)(単位:千円)

London 

第l回6分利付英貨公債 43.417 

第2回 ‘I1 50.219 

第1回4.5分利付英貨公債 125.547 

第2回 11 83.698 

第2回4分利付英貨公債 55.187 

5分利付英貨公債 ~06.087 

4分利付仏貨公債

第3回4分利付英貨公債 97.474 

英貨鉄道証券 13.729 

英貨鉄道債券 14.388 

仏貨国庫債券

1日h 計 589.747 

接な関連を保ちつつ打ち出されたのである 10)

1.1) 関税自主権の回復と税制

わが国は明治44年(1911)には，関税自主

権が完全に回復された.これは従来の日本資

本主義に欠けていた関税政策という手段を入

手したということであり，日本帝国主義の形

成にとってきわめて大きな意義をもったので

ある 11)

わが国の日清 ・日露戦役後の戦後経営事業

財源の調達には，一部は償金で，また一部は

公債の募集(外債はイギリス等で募集 ・表 1

参照〉によりまかなわれたが，なお少なから

ぬ部分を普通財源にまたねばならなかった12)

国債における外債の依存度は表 2に示すと

おりで外債の比率が増加している.

外債のうち，国家財政に関係のある項目に

ついては，①日露戦争，戦費公債，②戦後公

債， ③地方団体債， ④政府関係の社債等であ

る.表 3に示した.

さらに普通財源として第 1期では，明治29

年 (1896)国税営業税の新設，登録税新設，

酒税法の制定，葉煙草専売実施等を内容とす

るもので，またこの年に菓子税，船税，車税

等の諸雑税が整理されたので， 日本の税制は

かなりすっきりしたものとなった13)

第 2期は明治32年(1899)に地租増徴を中心

に行われた.政府は 2.5%の地租税率を 4%

に引き上げようとしたのであったが，議会の

反対意見を入れ，さしあたり明治32年(1899)
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New York Paris Berlin 

43.417 

50.244 

125.611 

83.740 83.698 

27.608 101， 855 27.593 

105.961 

159.347 

72.756 

330.620 367. 163 111.291 

表 2 国債における外債への依存度

(年末現在高，単位百万円)

国債年末 内外債の百分比
年 次

現在額 内国債外国債

1903 (明36) 53.896 82.6 17.4 

1904 (明37) 103.763 68.6 31. 4 

1905 (明38) 208.221 48.7 51. 3 

1906 (明39) 219.905 48.3 51. 7 

1907 (明40) 224.390 48.8 51. 2 

1908 (明41) 221， 451 48.2 51. 8 

1909 (明42) 258.555 55.3 44.7 

1910 (明43) 263.016 45.8 54.2 

1911 (明44) 255.542 44.8 55.2 

1912 (大元) 252.405 43.7 56.3 

1913 (大2) 259.171 41. 3 58.7 

1914 (大3) 256.078 40.1 59.9 

以降 5カ年に限り 3.3%とすることになっ

たのである.こ うした当初計画の一部挫折の

結果，消費税の増徴にウエートが傾くことに

なった.酒税， し〉うゆ税，葉煙草専売等の

増収がこれであり，とくに酒税は，この年に

従来の税収の首位を占めていて地租を凌駕す

ることになった.なおこ の年，所得税の改正

で法人所得にも課税対象を拡大したこと，公

社債の利子を特別扱いにし源泉課税方式をと

ったことなどが重要である.

第 3期の増税は明治34年 (1901)に行われ，

さらに酒税増徴， ピール税および砂糖消費税

増徴を主たる内容とした.これは北清事変の

支弁費として要求されたものであり，消費税



名 称 額面発行地

表 3 明治の日本外債一覧

引受先 発行年月日 目

(単位千円)

的

<戦争外債>

第 1回6分利付英貨 1， 197，630 ロンドン，ニュ ー
公債 ヨーク

第2回6分利付英貨 117，156 向上
公債

第 1回4，5分利付 292，890 同上
英貨公債

第2回4，5分利付 292，890 ロンドン，ベルリ
英貨公債 ン，ニューヨーク

笑国銀行団，ク ーン 1904年 5月 戦費調達
.ロエプ商会

向 上 1904 11 向上

向上 1905 3 同上

英国銀行団， ドイツ 1905 7 戦費調達 ・高利
銀行団 11ーン ・ロ 内国債借替
エプ商会

第2回4分利付英貨 24基， 075 ロンドン，ベルリ 向上およびロッチノレ 1905 11 6分利付国庫債
公債 ン，ニューヨーク，ド商会(仏) 券償還

<戦後外債>

5分利付英貨公債 224，549 ロンドン，パリ

4分利付仏貨公債 174，150 パリ

第3回4分利付英貨 107，393 ロンドン
公債

英貨鉄道証券 14，645 ロンドン

英貨鉄道債券 14，645 ロンドン

仏貨国庫債券 77，400 バリ

言十 1， 657， 423 

<地方団体債>

東京旧債整理及市区 14，580 ロンドン
改正事業公債
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名古屋上下水道事業 7，816 ロンドン
等公債

横浜第2回水道公債 7，000 ロンドン

京都事業公債(追加 1，950 バリ

東京電気事業公債 89，564 ロン ドン，パリ，
ニューヨー ク

横浜第2回瓦斯事業 1， 200 ロンドン
公債

計 173，637

政府関係社債

関西鉄道株式会社債 9，763 ロンドン

英国銀行団，ロッチ 1907 3 
Jレド商会

ロッチノレド商会 1910 5 

英国銀行団
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興銀引受， ロンドン 1909 7 
売出

同 上 1912 1 

興銀引受，ロンドン， 1912 2 
ニューョ-11，ノミリ
売出

1912 4 

第1・2回6分利
付英貨公債償還

5分利付内国債
償還

海外売出内国債
償還

鉄道特別会計に
属する短期の負
債整理

向上

市区改正 ・隅田
川工事 ・旧債償
還

横浜港改良設備
及び海面埋立

瓦事業
電気軌道 ・水道

水利水道 ・道路
拡張，電気事業
.旧債償還
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名 称 額面 発 IT 地

北海道炭坑汽船第株式四 9，763 ロンドン
会社 l 

南満州鉄道株式第会社 39，052 ロγ ドン
1回

同 第2回 19，526 ロンドン

日本興業銀行第13回 19，526 ロンドン，パリ

南満州鉄道株第式会社 19，526 ロンドン
3回

社松井モスリン紡第績l会回 250 

北海道拓殖銀第行 5，000 
8回

南満州、|鉄道株式第会社 58，578 ロソドン
4回

東洋拓殖株式第会社1回 19，350 パリ

言十 200，334 

累 計 2，031， 394 

のみの増税であるという点に特徴をもっ凶.

上記の経過について，第4期は明治37年

(1904) 3月，政府は日露戦役の財源として，

広範な増税を提案し，第20回帝国議会の協賛

を得 4月 1日からこれを実施した.このと

きで増税の計画は，現行の租税中増税しうる

ものはすべてこれを増徴し，また数種の新税

を創設する方針であって，これらの税法の改

正または制定を「非常特別税法」とし、う単行

法の中に包括規定することにした15) そして

この法律で増徴されるものは，表4に示す19

品目で，その中は新設されたものとして，毛

織物消費税と石油消費税があり，また民事訴

訟用印紙および商事非訟事件用印紙の貼付額

が引き上げられた.

1. 2) 第2次増税計画

ところが戦局が進むにつれて，さらに税収

を高めるため，明治37年 (1904)政府は11月

第21回議会に対して，第2次増税計画を提案

した.この第 2次計画は非常特別税法の改正

という形をと っていたが，これによ って増税

されるものはさらに拡大された.

この増税は日露戦役と L、う非常事態に対応

する臨時の税として課せられたものであり，

平和回復の翌年末かぎり廃止されることにな

っていた.表 4に示すように第 1次増税では

総額6，220万 2千円増収のうち，地租が 38.4

ヲ| Sーぷえ~ 先 発行年月日 目 的

興銀取扱，チャータ 1906年1月 同上
ード銀行引受

興銀取扱， ロンドン 1907 7 
売出

11 

向上 1908 6 
向上 1908 12 

1908 12 

セーノレフレザー商会 1909 4 政府引継
引受

向上 1910 6 

1911 l 

1913 3 

%， 砂糖消費税が 13.2%， たばこ専売益が

13.6%と，この 3者で 4，061万円， 65.2%に

達していた.所得税，営業税，鉱業税の増徴

分はあわせて 1，040万円16.8%であった.第

2次増税においても，総増収計画額7，413万

円の約4分の 1に相当する1，864万円は地租

の増徴によるものとされ，ついで塩専売益金

が 21.9%，印紙収入が 14.9%を占めた.も

っとも第2次増税計画においては，塩専売を

除けば，第 1次に比べて直接税の増徴に期待

するところが比較的多く，関税，消費税，通

行税の増収分が総額の14.7%であるのに対し

て，所得税，営業税， 鉱業税，相続税の合計

が22.6%に達していた.このとき消費税負担

がすでに限界に達していたのである.関税は，

第 1次 3.8%から第2次 3.6%にさがり税額

も比例して低率額にな った.これは国内一般

産業の生産性を引き上げるのに非常に役立っ

た.いうまでもなくわが国薬業界においても

例外ではなかった山.

2) 明治第4期における輸出入貿易の実態

明治37年(1904)から大正3年(1914)の11カ

年においては日露戦役があり，わが国は結局，

勝利を得た. しかしこの戦時財政の半ばは外

債によって賄ったのであって，戦争後におい

てその元利払いは日本貿易に対して大いなる

負担となった17)しかも戦後のわが国は産業

(198 ) 



(単位:千円)非常特別税法による増収計画内訳表 4

次2 第次1 第

% 

25.3 
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7.8 
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額

18，641 
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2，566 
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0.3 
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明治37年
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1/ 40年

1/ 41年

ν42年

1/ 43年

1/ 44年

大正 1年

1/ 2年

3年

年

企

& 

5，842万9千円 とな って 1.4倍， 輸入額は，

同じ期間に 3億7，136万 1千円から 4億6，423

万4千円とな って 1.2倍となって，関税政策

の面からも貿易の増進がはかられたことが

うかがえる.

日露戦争をき っかけと して，貿易はめざま

しい進展をみせたのであるが，同時に，輸入
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H 

革命を進行させること になり，その経済拡充

には資本を必要とし，また満州経営にも投資

を行う必要があった.こうして外債問題は当

該期の重大問題となった山.表 5に示すよう

にこの期間における貿易統計によると，輸出

額は明治37年 (1904) 3億1， 926万 1千円で

あったが，戦後の同年43年 (1910)には4億



表 6 貿易取引における邦商の地位(単位 :%) 

輸 出 輸 入
年 次

邦商 外商 邦商 外商

明治34年 24.8 75.2 37.0 63.0 

39 36.5 63.5 46.6 53.4 

44 51. 5 48.5 63.8 36.2 

超過の傾向がしだいに目立つようになった.

表 5に示すように，明治39年(1906)と同42

年 (1906)を除いて， 毎年輸入超過となって

いる.他方， わが国は， 日露戦争の戦費17億

ユ， 600万円(各省の臨時事件費 2億3，800万円

を合計すると，実に 19億5，400万円の巨額に

なる〉や戦後の経営のために総額約20億円に

のぼる外貨を導入したのであるが，その利払

費は年間約 1億円を必要とした. 表 2に外貨

導入累年比較表を示す19)

貿易面における輸入超過の傾向に加わって

巨額の正貨流出を招き，第一次大戦前の 日本

資本主義にと って重大な問題として，所謂，

戦後のインフレーション景気を惹起した20)

3) 貿易の内商，外商の比率

第 4期では，わが国の輸出入取引における

邦商の地位が高まり商権の回復がすすんだ.

すなわち表 6に示す よ うに21> 神戸税関調

査による神戸港貿易の統計では，明治34年

¥1900)に，輸出貿易の取扱高は邦商24.8%，

外商75.2%，輸入では邦商37.0%，外商63.0

%で，輸出入ともに外商が邦商を圧していた

のが，戦後の明治44年 (1911)になると，輸

出では邦商 51.5%， 外商 48.5%， 輸入では

邦商 63.8%， 外商 36.2%とその地位が逆転

し，邦商が外商を完全に圧倒するよ うになっ

ている 22) このように， 日露戦争をきっかけ

として.貿易はめざましい進展をみせたので

あるが，同時に，輸入超過の傾向がしだいに

骨立つようにもな った.

4) 関税制度について

第 1報から第3報には既述のよ うに，わが

国の関税制度は各国との条約によって定めら

れた.すなわち安政 5年(1858)イギリス，ア

メリカ，フラ ンス，ロ シヤ，オラ ンダの 5カ国

と締結し，その6年 6月には横浜，長崎，函館

(2∞)} 

表 7 輸入税額と平均税額の比率

税額比率

年 次 西暦 輸入税額 輸入額 高税品
にたい 額に
し たいし

千円 男6 男6
明治44年 1911 42，007 8.2 15.1 

45 1912 58，242 9.4 18.6 

大正2年 1913 73，580 10.1 20.0 

3 1914 50，512 8.5 19.8 

4 1915 30，195 5.7 17.3 

5 1916 33，832 4.5 11. 5 

6 1917 38，019 3.7 8.5 

7 1918 62，696 3.8 8.3 

8 1919 69，435 3.2 8.6 

9 1920 74，413 3.2 8.3 

10 1921 89，172 5.5 11. 8 

(注) 1. 移入税額を抜く.

2. W明治大正財政史』第8巻， 831項 か

ら作成.

に運上所(後の税関)を置き，慶応 3年(1867)

には神戸港を開港し21に 慶応 2年 (1866)改

税約書を締結し輸出入税および貿易規則等を

制定した.わが国に関税制度がで‘きた最初で、

ある.条約改正は明治27年 (1894)になって

漸く進渉し，同年 8月，日英通商航海条約23)

の締結公布を始めとして，明治28年 (1895)

3月には日米通商航海条約の締結がなされた.

これらの改正条約は明治32年 (1899) 7月を

もって実施されたことにより，ここに40有余

年来の宿願であった関税定率法制を制定する

時代が熟して きた.しかし政府はそれより以

前の明治27年 (1894)よりその調査の歩を進

めており，明治30年 (1897)になって早くも

制定された.関税定率法は同年 (1897) 3月

法律第14号にて公布され明治32年(1899) 1 

月 1日より 施行された.内容としては貿易品

を3種に分類し第一種を有税品とし，第二種

を免税品とし，第三種を禁製品とした.有税

品は最低を 5%とし，逓増して40%までの幅

を作った.品目を16類に分け，通常の完成品

は20%として これを基点と して，第 1:天然

物未成品，第2:学術器具，原料品，第3: 

機械類運搬用具，第4:半製品，第5:日用

消費品等，第6:著{多品，第 7:酒，煙草等

，々 序に従ってその負荷税率を増加させ，第



6，蓉修品は率多くし，酒，煙草はさらに増

大した.したがって平均税率 10.52%になっ

ていた.関税定率法の制定に伴って，その基

本となる関税制度も同時に帝国関税法として

確定せられた.すなわち第13議会に提出し，

両院の決議を経て，明治32年 (1899)法律第

61号を以て公布された2日.

当時は他国間の調整があったとはいえ輸入

品については加重な税率をかけていたことに

なる.輸入税額と平均税額比率については表

7にみるように関税収入額はしだいに増加し

Tこ.

大戦中には，一般物価の騰貴のために，平

均税額比率は，輸入総額にたいして 8ないし

11%程度に低下している.しかし，わが国の税

率は，そのほとんどが従量税率であったため

に，物価騰貴の影響をうけて，実質的な税率

は，諸外国にくらべてかなり低率であり，産

業保護の効果も，この面から重大な制約をう

けていた.なお，この時期における租税収入

中に占める関税収入の割合は表 8に示すよう

に，明治末期は10%以上であったが，その後

は10%以下であって，収入目的からみても関

税の意義は，それほど重大なもの とはいえな

くなってきたのである.大戦後，輸入税率の

引き上げが行なわれた物品は，染料医薬品・

表 8 租税収入中に占める関税収入の割合

会計年度 西暦 A関税
収入

B租税容 A/B 入総

(千円) (千円) C%) 
明治44年度 1911 48，518 421， 481 11.5 

45 1912 68，496 455，919 15.0 

大正2年度 1913 73，722 469，608 15.7 

3 1914 44，228 427，071 10.4 

4 1915 32，165 413，625 7.8 

5 1916 35，918 454，499 7.9 

6 1917 45，186 560，960 8.1 

7 1918 68，937 755，709 9.1 

8 1919 81，135 1，008，020 8.0 

9 1920 69，371 938，057 7.4 

10 1921 100，941 1，001，555 10.1 

(注) 1. 各年度決算額，租税収入には印紙収入
および専売益金を含む.

2. 大蔵省主税局『明治，大正，昭和にお
ける国の歳入一覧表~ C昭31)による.
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鉄鋼 ・ソーダ ・亜鉛 ・銅などであって，その・

ほか砂糖，羊毛，製粉，乳製品などについて

も保護関税運動が行われていた ようである拘- 1 

また生薬原料の関税については項を追って述

べることにしたい.

明治第 4期はその年限が短い割合には，経

済的，貿易的材料が多く，かつ，きわめて変

化に富んだ事柄が多い.すなわち，租税(関;

税)，公債， 紙幣の運用，戦後の運営等， お

よそ財政貿易に関する主なる綱目がほとんど

網羅されており，明治期を通してみるならば

欧米先進国の数百年間の経験をわずか，明治

期40有余年間の短日月の間に経過しつくした

といっても過言ではないといえる.これらの‘

事柄が大黄の輸入に関してどのように影響を

もったか等を政府統計資料について個別に分

析調査し，関連情報を整理しつつ諸関係を検

証することにした.

5) 大賞の輸入資料の検討

当該期は日本経済が第2次発展を示すので

あるが，以前から引き継いだ産業革命の進行少

軍需品の輸入等が戦役のため膨張して，貿易

関係は入超を示している.とくに関税収入に

ついてはかなり安定した値を保っていること

が伺える 27)

大賞の年度別輸入数量ならびに輸入元価に

ついて展開したのが表 9に示すとおりであ

表 9 大黄の年度別輸入の推移

年号 西暦 輸{〉書量輸?d?価銭/斤

明治36年 1903 160，968 23，367.000 14.50・

37 1904 114，668 16，779.780 14.60， 

38 1905 95，407 13，391. 010 14.00' 

39 1906 151，996 22，907.000 15.00' 

40 1907 210，170 26，679.000 12.60 

41 1908 236，060 30，312.000 12.80' 

42 1909 124，956 17，517.000 14.00' 

43 1910 128，944 17，599.000 13.60' 

44 1911 122，419 17，418.000 14.20， 

大正元年 1912 150，599 20，660.000 13.70' 

2 1913 150， 487 22， 961. 000 15.25. 

Tota! 1，646，674 229，590.790 

Av. 149，698 20，871. 890 13.94 



る28)

関税条約改正 〔明治44年(1911)J後，関税

自主権を獲得しての輸入品の集計であり，輸

入税の財源も この時期わが国として重要な ウ

エイ トを占めていたことはい うまでもない.

関税も第 2 次増税計画の中で第 1 次 3.8~ぎか

ら3.6%に引き下げがあり 29九わが国薬業界

の生産性を上げるのにも役立ったようである.

大賞の通年の輸入業績としては前第 3期と

はパタ ーンが違っており戦役後半〔明治38年

(1905)Jには 9万5千斤減少した実績として

集計されている.輸入元価の面では明治38年

(1905)の最も輸入量の 少なかった翌年明治

39年 (1906)が最も高くその後は安定した値

として受け止めることができる.

5.1) 第3版・日本薬局方公布下における

大賞の需給状況

わが国薬局方は明治19年(1886)6月の初

版創定に係り，明治24年 (1891) 5月改正せ

られ，明治39年 (1900)3月勅令をも って日

本薬局方調査会官制を発布せられ，次に明治

39年 (1906)7月第3改正日本薬局方(以下

日局 3)が発布された.日局 3発布以来，明

治40年7月防疫用石炭酸の追加，同明治43年

(1910) 5月阿片の条項に追加があり，明治45

年 (1912)3月内務省令第2号を以て日本薬

局方第 2表および第3表に掲げるもの以外に

劇薬の品目に改正があった.このように明治

期にはいっそう局方は整備された感がある抑.

したがって「日局 3Jは内務省令第5号を

もって明治40年 (1907)1月1日より施行す

るが，ただし前日本薬局方所定の薬品は本方

施行後といえども明治40年 (1907)12月31日

までは本方とともになお其効を有する特例が

与えられた31)まもなく薬事制度がこの時期

改正され，なかでも最も重要なるものとして

指定薬品制度が実施された.すなわち，明治

40年 (1907)4月9日法律第35号による「薬

品並薬品取り扱い規則改正の件」の骨子をな

すものであり，この改正では追加条項20余項

に渉り広範囲にわたった.なかでも不正薬品

の処方，薬品営業者の行政処分等を規定した

ところにあった.これら公布とともに内務省

(202 ) 

令第7号をもって薬品営業並薬品取扱規則第

38条の 3によって下記薬品を指定するとして

指定薬品71種が公布された.生薬関係では

大賞越幾斯をはじめ，麦角越幾斯，巴豆油，

吐根，阿片丁幾，杏仁水，キナ皮，綿馬越幾

斯，吐酒石，カ ンタ リス丁幾等，他60種であ

る32) このように明治40年(1907)1月に 「日

局 3Jが施行され，同年 (1907)4月には薬

品並薬品取扱規則改正があり大黄越幾斯等指

定薬品が公布された.薬業界では時恰も日露

戦役による需給増大を見越して国内外をとわ

ず仕入れ在庫した薬品について「日局 3Jと

指定薬品71種(大賞を含む〉の公布により，

前日本薬局方所定薬品の有効期限の延期等々

について請願申告を試みた文書が散見された

ので一部を以下紹介する.

請願副申書

1. 客月20日附ヲ以テ前日本薬局方所定薬

品有効期限ノ延期ヲ請願イ土候通リ今回ノ御規

定ハ前例ニ反シ有効期限ノ短キタメニ到底該

期間内ニ処分ヲ全ウスル事能ノ、ズ此憧経過致

候トキハ由々敷損失ト困難 トニ遭遇可致候間

爾来組合ハ其ノ損失トナルヘキ薬品ハ……略，

として

明治40年 (1907)6月12日付けて‘大阪薬種

卸仲買商組合総取締小西儀助iが内務大

臣原敬蹴宛に提出している 33) さらに

は当該期の関税改正で以前に見越し買い入れ

したものと未だ契約未済で今後も輸入しなく

てはならない薬品について，重要記事と して

記録されている内容は以下，

1. 現今薬品ノ市場ニ存在スルモノ平年ニ

此、ン多額ナノレハ以不ノ 原因ニ依ル即チ明治37

年 (1904)，明治38年 (1905)ノ戦役ニ際シ多

クノ軍需品ト共ニ多量ノ薬品購売ニ付到底平

年時ノ供給力ヲ以テ臨ムヘカラズ依テ各自資

力ノ許ス限リ海外ノ取引高ト内地ノ製造高 ト

ヲ増加シタリシカ一朝平和ニ復シ軍隊ノ内地

ニ帰還シタル後ノ、著シク其需要量ハ減少スル

モ海外取引先トノ契約量ヲ依然輸入シタル持

越品今猶多キト明治39年 (1906)3月発布同

年10月実施セラレタル改正関税率中薬品ノ税

率ヲ 5分以上引上ケ ラル， ニ付其施行以前ニ



於テ平年以上ニ見越輸入シタル持越品今猶多

キカ故ナリ……略

明治37， 38年 (1904~1905)の戦役による弊

害ひずみが法改正，発布と重なったために薬

業界では混乱を生じていることは明らかであ

った加. 表 9に示すとおり大黄の輸入におい

ても明治38年(1905)は例年に比較し輸入量が

最小であ った.戦後処理の明治39年(1906)に

は年平均に輸入量が戻り，明治40年(1907)に

は契約実行分であろうか通期平均の50%弱増

の輸入数量であった.したがって輸入元価も

斤当たり 12銭6厘と通期平均以下で輸入して

いる.

5.2) 輸入元価の指数換算

わが国の金本位制採用後は銀本位制時代に

比べ国際的にも優位な位置をせしめたが，同

時に物価は上昇を示すようになり，国際的に

物価の安い品を輸入する入超の状態が続く こ

とにな ったことは上述した(表5参照).

かつ明治37， 38年 (1904~1905) の日露戦役

にはいり戦費の一部を内国債の海外売り出し

により英貨債に依存発行して 1億 9千万円余

の外貨を調達しその他外債を含めると実に 7

億円を収集することになった35) このように

物価上昇，財政不安の下での貨幣価値につい

て第4期には再評価する必要に迫られた.そ

こで大賞の輸入元価を通年で評価するため一

般物価指数加を代表格として用い当時も主食

としていた米価を対比の必要上指数換算37)し

たものを使用した.さらに人口の増加につい

ての指数加も併合することにした.人口学的

弾力性係数39)が正常に働きはじめたのがわが

国でも漸く明治期にはいってから評価できる

のでこれを対象と して本報では用いた.

表10に示すとおり，明治15年 (1882)をす

べて 100に指数換算比較一覧表にして年度ご

との値をみる. 日露戦役時の明治 37，38年

(1904~1905)，物価指数， 1. 69， 1. 95，に上

がっているが大黄の輸入元備は1.17， 1. 25倍

にとどま っており安定した数値と して得られ

るがなぜか人口指数に比例している.やはり

疾病の治療に適合した輸入量として解釈する

ことが妥当だと思われる.明治44年 (1911)

(203 ) 

年

表 10 輸入元価指数表

物価 米価 輸入元全人口
号 西暦指数指数価指数指数

明治15年 1882 100 100 100 100 

16 1883 93 70 89 101 

17 1884 87 58 92 102 

18 1885 90 73 128 102 

19 1886 92 63 97 103 

20 1887 97 56 83 104 

21 1888 99 55 90 104 

22 1889 96 67 99 105 

23 1890 107 100 118 107 

24 1891 103 79 127 108 

25 1892 109 81 103 109 

26 1893 115 83 111 110 

27 1894 120 99 98 110 

28 1895 121 100 73 112 

29 1896 133 108 107 113 

30 1897 148 134 165 114 

31 1898 155 168 102 115 

32 1899 160 112 127 116 

33 1900 166 134 123 117 

34 1901 158 137 117 119 

35 1902 153 142 125 120 

36 1903 164 162 147 122 

37 1904 169 148 122 124 

38 1905 195 144 117 126 

39 1906 187 165 125 12渇

40 1907 199 185 105 127 

41 1908 187 179 106 129 

42 1909 186 148 117 130 

43 1910 194 195 133 132 

44 1911 212 236 118 134 

は物価上昇はさらに激しく米価も著しく上昇

して第一次世界大戦前のインフレーション前

兆とも考えられる高値ではあ ったが，依然と

して大黄の輸入元価は安定した値として得ら

れた.

5.3) 大賞の関税

日露戦役後は関税定率法の改正があった.

これは明治36年 (1903) に制定されたもので

ある.一方，当時の関税定率法は外国条約の

束縛により固定税率の有利な輸入適用は充分

徹底され活用できる状態ではなかった ようで

ある.現行条約は明治44年 (1911)をも って

満期とし以後通商条約改正とともに協定税率

の束縛を免れ，文字どおり自主権を確立でき



表 11 大賞の関税表 (単位 :克)

年 号 大輸賞入 輸第 6類の西暦 関税 入関税斤当り

明治15年 1882 2.66 4.28 12.07 

20年 1887 3.18 4.65 10.09 

25年 1892 2.78 4.99 12.27 

30年 1897 2.48 4.82 12.67 

34年 1901 9.96 9.92 13.92 

40年 1907 2.29 6.30 14.81 

44年 1911 1. 93 5.46 14.23 

45年 1912 4.32 5.04 13.72 

た.これによりわが国の関税制度を一貫して

充実せられることになった.すなわち，政府

は当該案を第26議会に提出しその協賛を得，

明治43年 (1910) 4月15日法律をもって公布

され，明治44年 (1911) 7月17日より 施行さ

れることにな った仙.

大賞の輸入関税については第6種GROUP.

VI 薬材化学薬類爆発薬 Drugs， Chemicals 

Medicines， Compounds or Preparations 

These of & Explosives に分類されており

第 6類の輸入関税と大賞単独の輸入関税を一

覧表にして示したものが表11である41) 5年

間隔による実績でとらえた.大賞について明

治34年 (1901)を除いては，概略順調な課税

率であると思われる.第6類との関係では日

露戦役の処理と して物価上昇に伴うインフレ

ーションの影響で多少乱高気味が 6類でみら

れるのが明治40年 (1907)以降である.その

後大正 9年 (1920)の関税率改正により税表

番号 (130)輸入税法の改正点が示され従来関

税として大黄は旧税法百斤当たり 2円60銭課

税されていたが，今次の改正によって新しく

無税とな った生薬類は大黄をはじめ甘草，吐

根，桂皮，パッチェリ一葉，竜胆，ゲンチア

ナ根，麦角，丁香であ った.同時に生薬とし

て抽出された甘草越幾斯は，従来，従価2割

であ ったものが，追加修正によ って従価 1割

に引き下げられた.この物品は， 醤油な どの

調味料，その他の薬品として用いられるもの

で， 当時，満州、1，蒙古方面で本邦人による製

造が行われる ようになり，その保護をはかる

ために引き下げが行われたのであった42)

6) 輸入港別の大黄実績

大賞の輸入港別に輸入量，元価を評価でき

る数値が表12である.

当該期のわが国の開港場は6港であるが，

函館，新潟の両港は大賞の輸入実績がなかっ

たので作表の中にいれずに省略した. 5カ年

間隔(一部短縮〕の統計資料山から検討する

とやはり日露戦役中に先物買い契約による需

要見込み買いを行った結果の持越品で在庫過

剰をかかえた大阪港，既述したように(大阪

薬種仲買商組合に代表される〉年度別にみて

も異状なほどに輸入量が多く各港年度別輸

入量を比較しても独り大阪港が明治 40年度

(1907)には，140.254斤と 各港平均値が 2桁

に対し3桁になっているため在庫過剰になっ

たこともうなずける.在庫過剰になると飯売

競争になりダンピングが行われ，市場流通が

乱脈に落ちいって採算がとれなくなり，結果

として，品質管理確保がおろそかになる.輸

入業者は経営上赤字を埋めるために他品当該

品を安価な他の無関係の偽りの粉末等で増量

して大賞等の他の高価なものに置きかえ不良

医薬品と して市場に横行させたものである.

大阪にて大賞その他，生薬で時期を同じくし

て不良医薬品の問い合わせを関係官庁にあ っ

た.その内容が熊本県庁の事例についての文

章があるので44) それを散見すると以下のよ

うになる.

明治44年 (1911) 8月付けをも って大阪薬

種卸仲買商組合総取締により組合員に対して l

粉末薬品の取扱い方法について内務省衛生局

より受け取った通牒を照会して大阪府衛生課

においても同様当該品の取扱について も十分

厳重な御達しとして注意怠りないよう取扱う

べき通知をした.これによると熊本県知事川

路利恭が内務省衛生局長，小橋一太宛，下記

の薬品は日本薬局方の甘草，表蓮，大賞，桂

皮等を粉末としたるものと認め薬品営業並び

に薬品取扱規則第26条を適用 し取締りしなく

てよいかどうかの問い合わせをした.内容は

明治44年 1月18日

品名

局外純度慣用薬
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局外純度品

唐甘草末

局外品

唐甘草末 16銭位 ¥ 大阪某 48銭位

以上を医師または売薬業者等において該品

を臼本薬局方の甘草，義蓮，大黄，桂皮等を

t粉末となしたるものと誤解もしくは安価なる

ゆえをもって故意に購入しようとしているも

のとおもわれるので試買品を添えて検査を申

し入れ，送付した.回答として(原文〉
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熊本県知事宛

として不良医薬品扱いで、処理された.この

様に局外，唐大黄，局方，大賞等は繁用生薬

として不良医薬品にまで使用され繁用される

ところまでになっていた.西洋医学が普及し

た明治第4期になって漢方療法が徐々に後退

していると思われるにもかかわらず量的に使

用されていることがわかった.このように大

黄は売薬業者聞における，いわゆる売薬とし

て，また配置業者等によって日本全国或いは

アジアの各地に販売された記録をみかける所

から意外に普及度が高かったものと思われ

る4日.

7) 清固ならびにその他港から大賞輸入の

実態

当該期では日清戦役も終了し10年以上も経

たことでもあり，一般貿易も清国の港，香港

と活発になった.したがって輸入金額的に少

ないとはし、え神戸港には清国始め 7港の外国

港から大黄の輸入が行われたことがあげられ

る.ーどくに日露戦役前後が一般貿易が圏内の



物価上昇などの影響から外国に安価良品を求 最小量の輸入実績が明治37年 (1904)で従来

める輸入品が多くなってきた(6) 大賞の輸入 の慣例から考えられる輸入価は必ずしも高値

量については継続して年次毎に輸入実績が求 ではなく 14銭代であり通期高値の第2位で第

められるが，わが国の輸入港別に輸入元価に 1位は明治39年 (1906)の斤当り 15銭 9厘8

差異があることが前項，表12によって理解で 毛である.この時期は戦後で圏内での財界は

きる.そこで本項では神戸港における輸入相 大いに潤いまた世界市場も活況を呈していた.

手国別に仕出港によって rCIFJか rFOBJ したがって清国産地相場も アジア市況元価生

条件等の輸入条件は不明であるが輸入価にど 薬相場全体が高値を呼び大黄も高値を示して

のような影響を及ぼすかの実例について述べ いたものと思われる仰.

る(7) 次に各国からわが国各港への大賞輸入にあ

神戸港の輸入総額 たり国内景気は明治38年 (1905)頭初は輸入

年号(西暦)神戸港の輸清国より神戸占有率 増加率も高 く入超であったが大きく経済も伸
入寄 港へ輸入総額 (B) 長している.戦局拡大とともに軍費が放出さA) (B) ¥A 

明治年(1 内 内 れ，金融も緩和された.したがって物価の上
36(1903) 154，534，013 25，234，141 16~ 

昇も来たした時期であり 50〉，また大賞輸入量
37(1904) 174，855，201 34，014，141 19~ 

38(1905) 228，614，005 25，167，287 11~ 
も増加のきざしがみえてきた.これに反し明

39(1906) 192，190，166 26，013，798 12~ 
治37年 (1904)は輸入を全般に手控えたの

40(1907) 223，437，566 23，965，070 12~ 
で結果として市場品が払底 した.明治38年

41(1908) 191，080，866 21，302，855 11~ 
(1905) 7月以降，非常特別輸入税51)の増諜に

42(1909) 184，224，779 18，809，714 10~ 
伴い増諜以前にと L、う大賞の著大の見越輸入

43(1910) 231，925，358 33，728，164 15~ 
を誘致したといえ よう.当時パ/レチック般隊

44(1911) 258，488，650 27，578，322 11~ 
全滅に続き講和の風聞も伝わり，前途の好況

を予測し思惑輸入の多かったことが上げられ

大黄の輸入・ 清国より 神戸港へ
る.戦勝の一時の活況もそう長くは続かなか

明治 斤 円 銭 った.明治41年 (1908)末には漸く沈衰の傾
36(1903) 37，780 5，590 14.80 向が生じ明治42年 (1909)に至っては，不景
37(1904) 7，335 1，097 14.96 

気がますます進んでさらに銀塊の暴落，北清
38(1905) 27，998 3，925 14.02 の恐慌，此の時期に起こった日貨排斥運動等
39(1906) 36，333 5，805 15.98 不安因子がかなり累積され一般景気は萎縮の
40(1907) 43，122 5，297 12.28 状態となった経緯mを背景と して各国からの
41(1908) 47，776 5，140 10.76 輸入状況を判断したい.
42(1909) 12，143 1，246 10.26 次の 3表は，それぞれ大賞の輸入を表13に
43(1910) 10，250 1，180 11.51 示すとおり清国からであり，表14には香港か
44(1911) 13，782 1，957 14.20 

神戸港の総輸入額に占める清国からの輸入
表 13 大賞の輸入 ・清国より神戸港へ

額は上記によると平均して13~になる他の開 年 号 西暦数(斤)量
元価 円/斤

港地に比して決して少なくない占有率である.
(円) (銭)

さらに第4期中に輸入した大賞の年度別輸入 明治36年 1903 37，780 5，590 14.80 

状況についても上記に示すとおりである山.
" 37年 1904 7，335 1. 097 14.96 

" 38年 1905 27，998 3，925 14.02 
大賞の輸入量は期中戦後より増加傾向にある " 39年 1906 36，333 5，805 15.98 
が明治42年 (1909)より 減少線をたどってい

Total 109，446 16，417 
る.輸入量の最も多い明治41年(1908)が斤 Av. 27，362 4，104 14.99 
当り 10銭代で安価に値歩みがなされている.
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国の量，単価をまとめると下記のごとくにな

り，明治38年(1905)以外は平均の14銭 8厘

4毛に近い単価として輸入されていることが

わかる.

大賞の輸入・香港より神戸港へ

年
円/斤
(銭)

元価
(円)

数量
(斤)西暦

表 14

号

銭

14.68 

15.88 

13.65 

大黄の清国，上海，香港の総輸入量

明治年 斤 円

36(1903) 76，190 11，181 

37(1904) 37，895 6，018 

38(1905) 57，506 7，850 

39(1906) 47，974 7，551 

Total 219，565 32，600 

14. 12 

16. 15 

12.43 

14.85 

1， 800 

4，656 

2，330 

832 

12，747 

28，826 

18，749 

5，602 

1903 

1904 

1905 

1906 

明治36年

.1/ 37年

1/ 38年

1/ 39年

14.59 

9，618 

2，405 

65，924 

16，481 

Tota! 

Av. 

15.74 註 :清国産の香港を経由して輸入したもの

大賞の輸入・上海より神戸港へ

輸入元価からは最低は斤当たり 12銭 4厘 3

毛で香港より，最高は16銭 1厘 5毛でやはり

香港より元価が得られるが輸入量と輸入元価

から経済原則がもたらす通常の判断をすると

き，必ずしも通用しない.香港の相場がかく

も大きく動く 経済事情の原因の一つには欧州、|

産大黄が英国，仏国の貿易関係者によ って国

際港香港に持ち込み清国産として，あるいは

清国産に混合して清国産として高い値をつけ，

再び自国欧州に逆輸入するケースも多かった

ようである.その聞の一部が香港からわが国

への輸入された記録がある 54)

香港では清国の生産量と需要，供給の関係

の他に欧州産の輸入によりかなり変動する大

黄の相場値があったため最高，最低の輸入元

価として変則的な統計記録が得られたと思わ

れる.

記録によると慶応 3年 (1867)仏国の領事

が Rheum.0伍cinaleの苗を大賞産地より自

国へ持ち帰り，これを栽培し清国産大黄に変

14.84 Av. 表 15

円/斤
(銭)

元価
(円)

数量
(斤)

明治36年

11 37年

11 38年

1/ 39年

14.77 

15.28 

14.82 

15. 13 

3，791 

265 

1， 595 

914 

25，663 

1， 734 

10，759 

6，039 

西暦

1903 

1904 

1905 

1906 

号年

6，565 

1，641 

44，195 

11， 049 

Tota! 

Av. 14.85 

ら，表15には上海からの，それぞれ神戸港に

受け入れをおこなった年度別展開一覧表であ

る53)

日露戦役の前年と戦後 1年間の時期をとら

えた輸入量と輸入元価を比較対象とした場合

量的には下記のごとく 4カ年合計で清国

〈各港〉 よりは約 50% を占める. 輸入斤数

109，446斤で第 l位であり次いで香港，上海

となる.占有比として清国港は 109，446斤で

輸入全体の 49.85%占有.上海港は 44，195斤

で輸入全体の 20.13%占有.香港は 65，924斤

で輸入全体の 30.02%占有となる.また輸入

各国よりの大黄輸入実績表 16

大正元年 (1912)明治40年(1907)明治35年(1902)

13.74銭

12.97 

20，085円

575 

146，169斤

4，430 

12.43銭

19.61 

21. 05 

15.01 

25，113円

1， 459 

4 

103 

202，019斤

7，441 

19 

686 

14.83銭

15.15 

18，964門

55 

国 125，804斤

印 363

殖

国

羅

清

仏

英

韓

進

12.81 20，603 160，732 12.69 26，679 言十 12渇，207 18，719 14.83 210，170 

仏印:仏領印度支那 (FrenchIndo.China) 

英殖:英領海峡植民地 (BritishStraits Settlement) 
退羅:(Siam) 
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わらない恨茎を得た報告もあるこ とから，当

時の仏国生産量の調査により正確度を高める

ことができると思 う.

8) わが国の大賞の輸入

5カ年間隔で各国からの大賞の輸入業績を

集計したのが表16である 55) 清国以外に5カ

国から積出されていることがわかる.しかし

圧倒的に清国が多い.韓国，英殖，遅羅から

は15カ年に 1回のみの輸入であ った.ここで

は大量輸入した相手国のものだから安値で輸

入できる経済原則が通用するよ うである.

低値が 12銭 4厘 3毛が清国よりで明治 40年

(1907)度輸入のもので高値は同年，韓国か

らの21銭 5毛と英殖からの19銭 6厘 1毛が 1

斤当りの輸入値であった通年で‘清国分が最高

の輸入量であ った.

4. 考 察

前述のごとく，明治期を 4期にわけて大賞

の輸入流通について検索した.明治第4期の

外国との貿易は， 日露戦役をきっかけとして

一般貿易は大いに振興すること になったが，

内容からいって入超が目立って大きくなって

いる.その背景として諸種の条件が考えられ

るが，まず明治44年 (1911)の関税条約改正

によって，はじめて完全な関税自主権を獲得

できたことである.このことによって圏内産

業の輿進や貿易政策の面で企業等の保護育成

により独占施策を容易に進め得た時期でもあ

る.さらに外債の募集にあたっても 明治30年

(1897)に早くから金本位制に移行しており国

際舞台で活躍するための素地が十分醸成して

いた.したがって金融事情も充実していたこ

とであって外債導入の是非論は別にして国際

的に財政面で信用を得ていたといえ よう .他

方戦時下の経済体勢も大きく影響している と

いえる.

明治初期の外国貿易業務としては税関の集

計業務等は初期に比し第4期には40有余年の

進歩のあとがみられる.

たとえば神戸港一港を取り 上げて大賞の輸

入先の相手国の仕出港は単に国名のみの記録

に止まっていて詳細な仕出港は判明しえなか
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ったが， しかし当該期は既述のごとく神戸港

に輸入した大賞の仕出港は，実に清国の各港

他逗羅 (Siam)に至るまで7港の仕出港が量

と輸入元価が明確化されていて大黄の産地の

流通経路を追及するのに役立つと思われる.

経済面からみるとき政府の貿易政策も直接

邦人の手で輸出入を促進する邦商が初期には

ほとんどないに等しい比率であ ったがこの時

期，神戸港の輸入でも64%までが邦商で占め

られていることからも輸入業務の正確さが増

したもの と思われる.加えて何よりも明治44

年 (1911)に関税自主権を獲得で‘きたことが

より関税に対し認識を深め，業にあたって国

際的視野を広めたのではなL、かと思われる.

日清日露戦役を経てさらに国際的地位が政

治，経済，文化の面でもわが国は評価された

時代であ った.

大賞をはじめ輸入生薬類についても明治初

期からの税制法も改訂し，輸入構造の面では

頓税 iC.1. FJ iF. O. BJ方式による輸入手

続き，金本位制による定着等，いずれのファ

クターを取っても大賞の輸入について斤量な

らびに元価算出に当たってかなり確実な集計

資料が多くみられ当該期は現代化に通じる充

実した時代となってきたと評価できょう .な

おわが国は明治44年 (1911)に行われた条約

改正によ って，はじめて完全な関税自主権を

確立し，圏内産業の保護と並んで輸出入貿易

の増進がはかられた.

また「日局 3Jは生薬類の品質確保し品質}

低下防止のために大きな貢献をはた したこと

があげられる.

このようにして以上の事柄から西洋医学と

東洋医学〈漢方医学〉の比が西洋医学に偏重

の傾向があった.この時期の11年間の大賞輸

入平均 149，698斤に対し明治終期までその平

均値が輸入され，かつ全人口指数上昇比1.34 

に比L1.18倍比とい う安定した元価で-輸入で‘

きたことである.

大賞の医療需要を各種の製剤より判断して

その価値を位置づけるとき，当時は今日と同

じように漢方薬の構成生薬として配合されて

いたことは勿論のこと，秘伝の売薬の処方と



Lても，配置売薬の処方にも配合されている

ことから，施療者になじみの生薬として処方

された結果，明治通期において安定した需要

の一定化が図られたことがうかがわれる.一

般に大黄は緩下作用すなわち栄養障害を伴わ

ない潟下効果およびそれに付随した健胃効

果のもとに用いられてきているが， 漢方医学

的にはこれらの症状は更に一次原典に存在す

る「挟血」によるものと思われ，それを駆除

することのできる大賞の本質的作用によるも

のと推察することができる.かようなことか

ら漢方医療の各分野において極めて利用度の

高い貴重な生薬であったことを感じざるをえ

ない.

5. まと め

中国産大黄について，輸入統計等の諸資料

をもとに，明治第4期におけるその輸入量な

らびに輸入元価の推移について検索した.

1) 輸入統計資料は多角的に視点が拡がっ

て，開港各港の外国別個々の輸入詳細につい

て算出されており，評価しうる値として利用

できるまで充実したように思う.

2) r日局 3Jが当該時期，明治39年(1906)

に公布され内容も改正された.さらに薬事制

度の改正も明治40年 (1907) に「薬品並薬品

取扱規則改正の件」が取り上げられ指定薬品

に大賞が収載された.したがっ不良医薬品の

取り締まりも活発化したが，大賞も不良医薬

品として摘発の対象となっている.度を重ね

ることにより贋偽品が減少し，輸入に当たっ

て大賞の優良品〈局方適)が選ばれ，水際で

充分吟味されたであろうことが想像できる.

3) 弊制改革において，既に金本位制も定

着し輸入に当たって貨幣換算の誤差も減少さ

れ，貿易業務の取扱いも正確さを増して，初

期にみられた計算違いのような初歩的なトラ

フ.ルはほとんどなくな ったといえよう.

4) 輸入貿易の制度上の変更も漸く落ち着

きを見せ定着したので輸入手続きに無駄が

:省かれ正確さが増したように思われる.
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Summary 

On Rhubarb(“Rheum勺producedin Chi-

na， the change of its import volume and 

cost during the 4th period of the Meiji 

Era was investigated from the various data 

inclusive of import statistics. 

1. The impoI't statistical data were made~ 

in this period， in a many-sided view to 

show calculations in the individual detail 

by export country at every open port in 

Japan. In this sense， it is considered that 

such data became well developed to utilize 

as value and information worth to evaluate. 

2. In said period， the 3rd Edition of the 

Japanese Pharmacopoeia (the JP III) was 

proclaimed in 1906. Furthermore， the 

pharmaceutical a任airssystem was reformed 



in 1907. At the same tim巴， “A Revision 

of the Regulations on the Drugs and the 

Handlings of Drugs" was taken up， in which 

Rhubarb was admitted as designated drug. 

In consequence， the control on inferior drug 

was activated， and Rhubarb became the 

subject to be checked for inferior drug to 

expose. With repetition of the control and 

exposure， counterfeit or imitation of Rhu-

barb decreased in number. In the condi-

tion， it can be supposed that Rhubarb 

might be selected in excellent product 

(conformed to the Pharmacopoeia) for im-

port and carefully examined at the water-

side. 

3. By a reform of the monetary system， 

(211') 

the gold basis was duly fixed to make the 

di妊erencein money conversion reduced at 

the time of importation. In addition， a 

correctness was further induced in the 

handling of import business. It can be said 

that fundamental troubles， such as miscal-

culation which had been often complained 

at the initial period， almost disappeared in 

this period. 

4. Finally， the change in the system of 

import business was gradually stabilized to 

fix among the trade circle. Therefore， it is 

considered that the wastefulness was elim-

inated to increase correctness in the im-

port procedure in the period. 



薬史学雑誌
24(2)， 212-215 (1989) 

ヘルスケアの視点による大衆薬評価に関する研究(1) 

日中医療史からみた薬物の統合的認識について

高 橋 最*1

The Study of OTC・DrugsEstimation Standing a Point of Health Care (1) 

Introduction to Integrated Understanding for Use Medicine 

on the Medical History in Japan and China 

Akira T AKAHASHI判

(1989年9月30日受理)

1. は じ め に

医薬の起源は民族の発生と期をーにしてい

るといわれ，まさに地域とそこの人々の歴史

の中に存在してきた.医薬は病気を治す手段

だけではなく，生活するためのさまざまな環

境の中で疾病の予防や健康維持など多元的な

目標と価値を持ち続け発展してきている.

科学的存在としての医薬は経験や知見に基

く実践を積み重ねて得たそれぞれの民族に継

承された技術の結品物である.そしてその科

学性は，民族の思想と無縁でなく ，世界観，

疾病観の影響を受け，民族固有の医学思想の

もとに形成されている.

医薬が生命科学を構築する素材のーっとし

て，今後どのような特性をもつべきであるか

を考察することは，現在の医学思想が大きく

変化しつつある中できわめて興味あることで

あり，とくに歴史的存在として経てきたその

発展のプロセスからそれを検討することによ

って重要な視点が提供されるであろう.

この研究は，医薬が民族とともに発展をし

てきたという素材な視点に立って，人々が白

からのヘルスケアに用いる医薬品としてはそ

れがどのような論理性と科学性をもつべきで

あるのか，現在の自然科学が ヒトの機能を要

素に解体して論証している中で，新しい方法

論を論じるものである.

2. 中国で認識された医薬に関する考察

人類文化の発祥の一つの地域である中国に

おける医薬の起源とその発展を見ることは薬

物史的史観の上で意味がある.その象徴的な l

書物として神農本草経が上げられよう.その

内容は神仙の術に深い関係がある1J 事実神

仏思想は元来が不老長寿思想であり，この目

的の一つが健康の維持であり，その手段とし

ての本草が薬物として本草経の中に集成され

ている.また当時，中国では疾病治療や不老

長寿には，五味，五穀，五薬の調和がその病

を養うとされ，飲食物が健康維持，疾病予防

に重視されていた.この ような認識が底流に

あったため，神差是本草経では医薬を一つのポ

テンシャルのみで‘評価するのでなく，生理的

本l 武田薬品工業株式会社 Takeda Chemical Industries， Ltd. 12-10， Nihombashi 2・chome，Chuo-
ku， Tokyo 103. 

(212 ) 
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一方，薬物療法に関するものとしては，後

漢末の傷寒論が重要な位置を占めている 2)

これは後代にさまざまな影響を与えることに

なるが，きわめて具体的，即戦的であること

に加え，とくに注目すべき点は疾病を動きの

中で捉え，これに固有の治療法を提示してい

ることである.すなわち，症候の経過を三陰

三陽の六部の病期として捉え，病態を表裏 ・

寒熱 ・実虚の三つのカテゴリ ーで整理した.

傷寒論はこれらの病態変化に対し演鐸法によ

り生体を認識した (Fig.1). これらの主要な

認識法は後世，唐 ・金元 ・明清の代により深

度をますが，底流にある疾病思想を修正する

ものではない.ただ金元時代は北方の征服民

族支配の影響を受け，医学思想が多様化し病

態論は複雑化していった. 明清では医薬の適

用に関する治療上の技術面の研究が進み，薬

能〈補収散潟)，薬理〈温補平補)，効能〈補

益法疾〉の運用法が整備された.

中国の医 ・薬学は近代の所調「科学知見」

がまったくないなかで， ヒトを病人としてつ

ぶさに把握していた.そのなかで医薬をし、か

にして適用させるかという 実践的な面が強《

認識され，漢方医学を実践的な治療学に完成

させた.[""科学主義」万能で，ますます技術

的分化していく今日の医療のなかで， も 一う~ -.

度医療とは，薬学とはを問L、直す基本的なも

のを，その歴史は示しているものと思われる

のである.

3. わが国における医薬の発展

わが国の薬物学は曲瀬道三による本草学の

著書をもって啓蒙時代に入る.宗，金，元，

明の諸家の説を要約し，多くの著作を発表し

Tこ.

江戸時代に貝原益軒による即物的な薬史観

の下で，採集や鑑識などの日常性に関するも

の，食用 ・解毒などの食性等が啓蒙された.

また，これらは当時名物学(鑑別 ・照合)，物

産学(品種〉とともに本草学として発達し3)

しだいにいわゆる博物学として明治の近代科

学の中に移っていった.'

江戸 ・明治の時代は，わが国の文化的 ・歴

(214 ) 

史的背景のなかで，民族の精神が高揚した時

代である.それはキリスト教 ・社会主義 ・農

本主義 ・自由民権思想などがさまざまに織な

す市民思想を育んでいった.こ のなかで医学

や薬学は蘭学の影響により西洋自然科学へ変

質していく こと になる.それは中国医学によ

り認識されていた診断即治療とし、う有機的な

病人への対応で、はなく，対象を要素に還元し

て捉えるという新しい科学思想であった.ま

ず，医学の基礎としセ，物理，化学，解剖，

生理，病理，薬理を必須のものとする学問的

分化が進んだことである.

一方，薬学も博物学を経て，化学，合成，

製造が重視される非ヒト系分野の学問に分化

していった.

中国医学の真髄は病人の体質 ・条件に基づ

いた症候療法である.個人的背景や個性を重

視する対症療法である.これに対して新しい

医学や薬学はヒトを同質化し，一般化し，数

量化つまり記号化によって患者を把握しよう

とするものであった.

わが国の医学 ・薬学の思想は中国医学の流

れをくみ，全体を通してヒトをみる医療をつ

くってきたのであるが，西洋合理主義，価値

観の下で“科学"の洗礼を受け，東洋の精神

は次第に医療から姿を消していくことになっ

Tこ.

4. もう一つの科学へ

現在の医薬にとって最も必要とされている

点は，薬学史の中にみられたように哲学性を

もつことであろう. ヒトと医薬の科学に関す

る哲学である.た:とえば生命の統合的機序か

ら部分を抜きとり， ミクロへ還元的に因果律

をきわめていく姿勢ではなく，背景全体の中

に問題を統ーして評価してL、く方法論を考え

る必要があるのではないか.総合的に認識す

ることによって医療を社会や文化の次元で理

解する ことが可能となり，そこに倫理の必然

性も芽生えてくる.

第二の点は変化する環境へ対応しているヒ

トの生理システムの認識，つまり動的平衡と

しての生体機序の理解である.ヒト の生理現



象は外界の刺戟に対する受動的な反応と，内

部における自己調節性の能動的反応との統合

として現われていることを考慮する必要があ

る.この点は第二報以下で詳細に述べるが，

ヒトへの働きを動的に捉える一つの試みとし

て生態学的薬理学4) の考えを提言する(ここ

では医薬とヒトとの接点に両者のフレキシプ

ルな接合概念を提言する).

第三点は，非生命体として提供されている

現在の科学モデルはこの点論理的に問題があ

るということである.生体は日和見的 ・動的

に，多元的 ・自己調節的に機能しているゆえ

この機序へアクセスする新しい論理が必要と

いうことである.これらは傷寒論の六経思想

にもみることができる し，神農本草経にある

薬物の上 ・中 ・下薬の三品分類も，薬物と ヒ

トの生態学的な関係を認識した上と考えられ

るのである.

5.結論

人類は白からの経験を通して自然を利用す

る方法を数多く学んで‘きた.医薬はまさにそ

の代表というべきである.その歴史は中国に

おいては，陰陽，表裏，寒熱，実虚その他の

様々なカテゴリ ーを用い人聞が自然と対応し，

同化する方法を考え実践してきた.外界因子

を十分に理解し， 内的因子の調和の方法を模

索したのである.

しかし 17世紀ヨーロ ッパに生まれ， 19世

紀に体系化された新しい科学は視点を部分に

おき全体像を把揮するのではなかった.非生

命のモデルによる論理に基づいて物質世界の

究極の解明を唯一の目標とした.医学薬学の

分野で一般的な視点も生命を要素に還元して

疾病や治療をみるものである.しかし，こ の

方法論によれば，科学の進歩に伴いますます

知見は複雑化 ・微視化し， 人間の全体像から

遠ざかっていくことになる.それゆえヒト機

能の統合性とそのための精綴なシステムを理

解し，その知識を体系化する新しい方法論が

必要になっている.その視点に立てば疾病の

多様性や個体差の背景が理解できるはずであ

り，さらに医療に関する統合性の意味や ヒト

(215.) 

を視野においた薬学がみえ，今後の社会にお

ける病態の多様化と，高齢者の増加した疾病

構造の中で，ヘルスケアのための医薬品が，

その歴史的存在としての意義が明らかになる

ものと思われる.

この論文は第二報以下で扱うこれらの点に

ついての問題を指摘しつつ，人間と自然を統

一的に把握した中国医薬学理論のエコロジー

性を評価し，セルフケア医薬品の評価の方向

性を論じた.
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Summary 

At present， the scientific access to the 
relationship between human beings and 
drugs is based on a methodology which 
analyzes and divides the action of a certain 
material on a living body into its compo-
nents in one direction reductively. How-
ever， can the significance of the relationship 
betwe巴nman and drugs be comprehended 
by this kind of structural form of research 
in which one corresponds to another one ? 
Such a viewpoint is a logical phenomenal 
epistemology which regards man as a static 
eXlstence. 

In the history of the medical relations 
between Japan and China， the concept 
underlying Chines巴 medicineattempted to 
understand man dynamically in the loco-
motive system of nature. This concept 
saw drugs as an entity corresponding to 
nature and treated their specificity in the 
epistemology of nature. 1 think that such 
an attitude is not unscientific， but prescien-
tific. 

In this study， 1 have considered a new 
methodology which evaluates the present 
scientific knowledge based on such an in-
terpretation of drugs and have attemted to 
establish this methodology as a science. 
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一般用医薬品の評価に際して留意すべき

生理学的統合性と薬理学的特異性

高 橋 最本l

The Study of OTC-Drugs Estimation Standing a Point of Health Care (11) 

Physiological Integrity and Pharmacological Speci:ficity to Be 

Considered in the Evalution of OTC-Drugs 

Akira T AKAHASHI判

(1989年9月30日受理)

1. はじめに一科学の遭元主義性と生命の

統合性との殺離一

17世紀に生まれ，21世紀と対面している現

代の科学は帰納的検証を目標に要素に還元す

る論理を手法として，多くの“科学的"事実

を明らかにした.たとえば，組織から細胞へ，

細胞から細胞内小体へ，型態学的研究法を導

き，また生理的機様についても同じ論理によ

り分子生物学レベルまで，生命機序の一部は

理解された.

しかし，こうして得られたミクロの事象や

それらの総合されたものとしての全体は生命

の「モノ」レベルにおける静態的なスケッチ，

あるいは一つの因果律の下での描写であるに

すぎない.すなわちこれらは統合された機能

や秩序そのものである生命の理解には至って

いないのである.

そこで医薬品の検証において，このような

レベルにおける問題に対してはどの ように対

応すべきか，論点を整理することが重要であ

る.本報では生理活性物質生体との係わり 1>

に関して， 要素還元的アクセスによる所の問

題点を抽出する.そのために，生命現象が要

素還元的に微分され，解析された膨大な結果

と，マクロにおける統合的理解，あるいは臨

床応用に結びついていない意味等において，

両者の事離の大きい二つの事例について検討

する

2. リンホカイン機能の統合性

リンホカインは日ンパ球内で生成される分

子量数万の生理学的活性をもっ蛋白質の総称

である.現在20数種発見され，それらの作用

は数多くの文献で明らかにされたが2> その

機序はリンパ球内の各特異的な機能を免疫調

節システム全体の中で活性化しつつ， リンホ

カイングループとして免疫細胞系の恒常性維

持に係わっていることである.すなわち系と

して機能していると考えられることが現象面

場1 武田薬品工業株式会社 Takeda Chemical Industries， Ltd. 12-10， Nihombashi 2-chome， Chuo-
ku， Tokyo 103. 

(216 ) 



Lymphokines Tab¥e 1 

vd

一

φ

L

E

 

--
-

V

「
I
ll
i
z

-

-

f

 

‘.‘-

F
し

曹

-

A

一

5
5官
同

↑

1
5五
百
回

E
a
D
S
E
E
-
刊
U
H
ロ
。
王
宮
司
巴
口
同

Inhibition 

MIF (inhibition of 

M. migration) 

Enhancement 

MAF (activating) 

MCF (chemotactic) 

SMAF (specific M. arming) 

IF (M. activating) 

LT (cell toxicity) 

Target cell 

Macrophage 

PMNCF (chemotactic) 

ECFL (eosinophi¥ chemotactic) I 

二手

LIF (inhibition of ¥eucocyte 

migration) 

L T (toxicty) 

MF (b¥ast formation) 

T-cell 
ILl (di妊erentiation)

IL2 (proliferation) 

1L3 (induction) 

IF (K-cell activate) 

L T (toxicity) SF (supression of 

B-cell MF (b¥ast formation) Ab-production) 

BCGF (growth factor) 

TRF (B-cell di任erentiation)

Hetero ce¥u¥ar 
SMAT (toxicity) 

antlgen 
IF (anti virus) 

IF (anti tumor) 

Granu¥ocyte 

によると. B細胞は突然変異などで置かれて

いる抗原環境に巧みに適応しつつ. Ig構造

のV領域を修正し，再構築し，適応 Igを産

生している削. 抗原抗体反応の一対一対応の

意味は，アミノ酸配列のある拡がりのなか

で，自律的に最適産生を選択しているという

ことである.この知見はリンホカインの適時

対応の調節性と同様な現象であり，生命現象

の理解に新しい方法論を示唆しているようで

ある.

「科学」は帰納検証を目標として生命の要

素，機序を解析したが，統合機能としての生

命体本質の理解のためには，もう一つの科学

論理，演緯法が有用である.そしてヒトが三

次元構造的に，時間の経過とともに係わって

いる医療や保健の場においては，両方向のア

クセスで理解する必要があり，とくに臨床経

験や薬理の理解 ・評価についてはこの統合的

視点がきわめて重要である.

における知見である. Table 1はリンホカイ

ンの機能を統合的な調節因子と捉え，允進性

と抑制性の二つの作用に区分して示した.

生理学的活性因子としてリンホカインの働

きは，表に示すごとくミクロレベルの調節的

な統合性の結果として，マクロにおいては細

胞同志の作用にも係わり，最終的に免疫能，

炎症，アレルギ一等を構成していく 3) この

場合，マクロファージ.T細胞. B細胞は免

疫システムに入ってきた情報を，それぞれが

独立して処理し，伝達しているのではなく，

その環境条件を生命維持の方向に，個と全体，

すなわち細胞と システムが相互自律的に機能

し，結果として生命体の統合的な秩序維持に

係わっている姿と見ることができる.その場

合， リンホカイ ンはこの反応を統合的にレギ

ュレートしていることが現象的に演緯できる

のである.

MITの利根川による抗体産生メカ ニズム
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Table 2 Spectrum of Ascorbic Acid Function in Physiological Process 
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3. アスコルビン酸作用の生理学的スペク

トル

アスコルピン酸の生理 ・薬理機序は生化学

的な酸化還元系の調節に基づくものである.

現在報告されているもの日を Table2にまと

めた.その作用はまさに三次元的構造のスベ

クトルであり，その「深さJ，1"総合性J，1"あ

いまい性」が認識できる.一般の医薬は薬理

学的構造特性をもつことから，生体への作用

は直接的，特異的であり，その臨床的有用性

の確認も比較的容易かつ可能である.これに

対しアスコルビン酸は，1) 生理学的二次或

は三次反応の誘導した間接的作用である.2) 

マクロファージ貧食能と免疫関与のように生

物学的機能に係わっている巨視的作用面があ

る等があげられる.このようにアスコルビ ン

酸は他のビタミンと相異しその作用点は多層

性であり，また生理学的活性が多方向性で，

因果律的には生体内環境依存性のいわば生体

(218 ) 

内調節因子としての普偏性にあるといえる.

Fig.lはその特性をミクロにおける特異性

とマクロへの一般性を同一レベルでみたもの

で，図はビタミンをその正常値の範囲と一日

所要量とを対比させた.また折線グラフは正

常値の最小値をそル濃度で、表わしたもので，

各ビタミンを比較した.

ピタミンの生化学的動態は図に示されるよ

うに四つの化学反応レベルに分けられる.第

ーはニコチ ン酸，VC，VEのク'ループ，これ

らは mgmolレベルで作用し，作用量の幅も

大きい，生化学的には酸化 ・還元反応系に関

与するも のである. 第二は VB1，VB2， PA 

のグループ.μgmolレベルに作用量があり，

生化学的には補酵素としてエネルギ一代謝に

関与するもの. 第三は VB12，VKのグルー

プ ngmol レベルで作用し反応は特異的

で化学構造の転移や生合成に関与する.第四

はVA，VD，葉酸で，いずれにも相当せず蛋

白質等高分子が関与する生理作用に係わって
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他のク・ループとはまったく異種の評価方法論

が必要である.医薬の評価の目標はマク ロレ

ベルでの生物学的活性または臨床的効果で、あ

るが， ミク ロレベルでの一般的動態と しては

多層の生体内環境に適応するための普偏的な

生理活性動態がある(たとえば濃度公配によ

る追出反応，強制ポンプ， レセプタ ーによる

選別，免疫恒常システム等).す なわ ち生命

機序として科学的事実の一つ一つがそれぞれ

の帰納的検証された知見を満足して機能して

いることは考えられず，これら普偏的生化学

的背景のなかで目的的な統合した作用として

“秩序の水準"で適応しているものと考えら

れる.それはリンホカ インにおいては恒常性

の調節因子と しての作用であり，アスコルピ

ン酸では特定の濃度域における多層性の反応

である.

(219 ) 

Fig.1 

いる ものである.これらの生化学反応は第ー

から第三に従いその反応域は狭く，固有な反

応をもち，第三から第ーに従い広域かつ非特

異的反応を示す.とくに vcは Table2に

示すように broadsp巴ctrumである.

医薬としてのピタミン四群それぞれの反応

性を把握するためには，おのおののもつ固有

な化学的特性を軸にした相対系で、の新しい評

価法を設定する必要があり，薬力学的 ・薬剤

学的な「モノ」側面の検証の他に，相互の生

体への反応系の位置づけを留意することが不

可欠である.おのおのの生理的意義は第一義

的にはそれぞれのモル濃度域や所要量 ・薬用

量との相対関係が重要である.

アスコルビン酸の場合は血中濃度が 7，∞o
~9， O∞ ng/ml とし、う広い正常値幅のなか

での specificityで，多重階層のさまざまな

因子の関与または影響を受け つつの 多彩な

broad spectrumにおける相対価値である.



4. 結 論 一 一¥←

医薬や生理活性物質の生体への係わりの実

際を理解するために，要素還元的に現象の帰

納的検証ではその把握に限界があることを考

察した.

生物学的活性物質の生体へ加えられる生理

的な意義は，最終的には相対的なパランスや

調和とし、う生体の秩序のなかに組み込まれる

という 主体的側面である.その出力は生物活

性であり，或は吸収された無反応性である.

すなわち相対的な位置づけで把握する視点が

重要なのである.生化学や薬理学の知見は

ad-h∞ な認識に終ることなく ，生命の統合

性の中へ演揮できる手法の中へ活かしていく

ことが必要である.

漢方方剤は陰陽と L、う要素とその調和概念

を基本において構成される処方であるが，さ

まざまなカテゴリーにより 生薬を方剤に組み

合わせていく.また病人を把揮する パラ メー

タも多様であるが，とくに治療に当たって患

者の愁訴や虚の対象叩》を優先的に目標とす

る8)等の実践医療が重視され， 方法論として

いわゆる「証」が認識されるのである.ここ

では相対的に疾病が動的状態として認識され，

疾病を生体内外の要素の総合として把握され

ることが特徴である町. 個々の生薬や方剤は

長い試行錯誤の経験の中で，それぞれの処方

全体の中に位置づけられ，方剤と証の調和が

重視されている.

漢方のこのような生命認識の方法論につい

て，現代医学の真の検証はない.ただ帰納検

証による明知された対象に対して“科学"の

尺度による評価のみによ って判断されている

にすぎない.そのアクセスに一つの糸口を与

えてくれるのが生理活性物質の三次元的構造

・機能特性とその調節性である.さ らに利根

川の 19の産生機構のなかに，遺伝子レベル

での生体の応答性に大きな示唆がうかがわれ

る.

アスコルビ ン酸や リンホカインの生体機能

に対する生理活性特性が相対的に評価できる

ためには，漢方におけるフレキシフ.ルな処方

(220 ) 

構成や証に対しての弁証法的な病態認識など

生体への統合的係り合いへの視点が必要で，

それはミクロとマクロの二極を視野においた

相対的な統合評価という新しい方法論を導く

ものである.
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Summary 

The method Gf natural science is based 

on grasping phenomena through experience 

and observation， and then inducing and 

reducing the phenomena to their elements. 

It is called the “scientific" method， and it 

is useful for the cytopathological access to 

diseases and the bi∞hemical analysis of 

morbid states. However， life has a dynamic 

order in its multiphase mechanism: its in 

vivo condition. So the di任erentiated“sci-

entific" facts hav巴 relativemeaning only. 1t 



is necessary to recognize it. 

The physiological output of lymphokines， 

the unique position of ascorbic acid in the 

physiological multiphase functions， and the 

like， show the importance of the microscop-

ic access and the macroscopic access com-

bined. These cases cannot be explained 

by the category of pharmacology in which 

¥ 

(221 ) 

one factor is equivalent to another factor. 

To evaluate the OTC-drugs which target 

physiological situations， it is necessary to 

develop a method for evaluating the pro-

prieties of the obtained results by integrat-

ing and deducing the data !about the inte-

gral biological mechanism. 
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ヘルスケアの視点による大衆薬評価に関する研究 cm)
薬力学的統合性からみた医薬品評価試験法

の特異性とその位置づけ

高 橋 最*1

The Study of OTC・DrugsEstimation Standing a Point of Health Care (111) 

Specificity and Positioning of Drug Experiments Concerned 

with Pharmacodynamics Integrity 

Akira T AKAHASHI*1 

(1989年 9月30日受理)

1.はじめに

現代科学が従来よりとってきた方法は経験

と観察に基づく事象の帰納的検証である.こ

れに対しでもう一つの新しい方向性が見えは

じめている.それは生命現象を統合性の視点

で把握し，検証するもので，機序に係わる自

律性や自己組織化という動的なアナログ的側

面を重視し，評価する立場である.ここでは

このように構造論的人体機能に対して，医薬

品評価上の問題点を考察する.

2. 生体に関する知見の統合と演揮

(1)免疫ゲロプリンの産生機序の例

生体は内外のさまざまな抗原環境へ適応す

るため，精微でかつ自律的な Ig産生機構を

有することが明らかにされた1J 利根川によ

ると抗原との反応に都合のし、し、ように遺伝子

の塩基配列を変え〈スプライシング)，適応

訟 を産生してし、く機構があることである.

この研究は，さまざまな生化学的メカ ニズム

には一対一対応の化学反応のセオリーの背景

に，生物学的次元から行われる動的平衡を選

択する自律調整能の存在を示唆した.

(2)ホロンによる生命認識論

生体構造の特長は多層性にある.その多次

元空間の中でミクロレベルの個は，全体の中

の一成分としてたんに加算される平面的存在

ではない.個は独立的に，一つの層(ループ)

における自己組織現象と L、う生命秩序の形成

に係わり，さらに上位の複合的な秩序の維持}

に加わっていく 2) 実際に生きている系にお

いては個と全体は選択的な相互依存の関係に

あることが観察されている.このこ とからも

要素還元論的では生命の本質は捉えられず，

一つの層の個が，他の層では全体と しての機

能をもつような新しい概念のホロンが，まさ

に生命の秩序や調和と L、う全体認識論に重要

な示唆を与えているのである.

生命はミクロからマクロへの連動した働き

がけが本来の姿であり，現代の科学の示す研

究方法とは逆向きに機能している ことが，改

*1武田薬品工業株式会社 Takeda Chemical Industries， Ltd. 12-10， Nihombashi 2・chome，Chuo-

ku， Tokyo 103. 
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めて現在の研究方法論の中に再認識されつつ

ある.ホロニズムの視点はまさに東洋的思想、

に類似する.とくに陰陽のカテゴリーで全体

を統一的調和により把握する漢方医学に連が

る.たとえば生体における水分の偏在を水毒

といい，病態を湿邪とするが，局所の湿邪，

水毒は患者全体をみれば水分が偏在し結果は

脱水状態，つまり燥邪と考えるがごとき，動

的な病態把握にホロニズム思想がある.また

生命に動的な秩序を想定しているが，これに

対し弁証法的論理で、把渥ぜきる方法論を内在

している.これらは現代の要素還元的研究の

方法に疑問を提起していることである.

(3)ファジィ 3)による統合への科学化

それを解決する方法論の一つに検証データ

のファジイ的な取組み方がある. ミクロレベ

ルの生化学的現象を生体のマク ロ次元へ演縛

する「不定の生命現象」を包括的に捉え，理

解し，評価する方法である.生命秩序はある

システムと して営まれているので，確定して

いる機序を説明するものについて， も確実なも

の，不確実なもの，または欠落している要素

などをファジイ集合として整理，把握し，実

証できる事実を認知しつつ，一方で他や全体

を推論する方法である心. 多様なミク ロの生

化学データについて，要素集合の関係や因子

の解析を行うために，基礎 ・臨床ならびに外

挿データ等のファクトデータを整理統合する

必要があり，そのなかで可変量データの集合

ファジイデータベースを体系づける.このよ

うにして既知のデータ，不定の要素を一定の

ルールのもとに集合論的に包括し，システム

化することによりさまざまな生命機序の，よ

り高次の層への関与が理解され，その最適レ

ベルの範囲が推論され得る.

医 ・薬学の分野でのこの手法の開発はない

が，薬理機序の予見 ・推論，異物に対する反

応の予見，副作用の予見，生薬の有用成分の

予知，漢方の証 ・病態の解析，ある種の成人

病予防薬の開発等への応用が可能と思われる.

3. 医薬品に関する各種試験法の位置づけ

前節で生体に関する知見，データを生命現

象のマクロの方向へ統合 ・演縛することの可

能性について記述した.このような視点から，

現在医薬品というモノの単位の評価が生体へ

の係わりに関してどのように認識されている

かを，試験法を通して検討する.

化学物質の生体への取組みのミクロの部分

の解析を目的として，生化学的手法による各

種の試験法が行われている.これをマクロの

次元で見た場合，その背景には次のように三

つの特性が条件的に存在していることを留意

する必要がある.

すなわち第ーは生体反応への係り合いから

のデータの問題，第二は試験法自体の特殊性

による試験成績の問題，第三は個体差に係わ

る反応動態等である.これらについてさらに

その特性を規定する薬理学的なそれぞれ二つ

のパラメータで位置づけし，全体に対する意

味を考える.

(1)生体反応への係わり

ある物質についての生体の反応性がその反

応を構成している生化学的機序〈薬理作用〕

の単位反応の特性と試験成績データの確度に

影響を与えるもの.反応の型式が単純であれ

ば得られるデータ確度は高く，生体反応の多

層的構造に関与しない場における評価になる
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(ビタミン欠乏症に対するピタミンの作用，

酸塩基中和，殺菌等).一方，生理機作が強

く干渉する ような多相〈層〉の反応の場合は

当該医薬のヒトに対する作用活性はそのデー

タ確度における相対評価であり，当該試験法

にその匿薬の生体に対する固有の特異的評価

はしにくい修飾されたものとなる(降圧作用

.αトコフェロールの抗動脈硬化作用).

(2)試験法に固有な限界性

試験方法によって測定，評価できる対象に

生理学的相異があること.すなわち試験法に

より試験成績データの確度や拡がりが存在す

ることである.医薬の場合，化学的要素の入

る試験法はデータ確度は高く，拡散は少ない.

7ことえば無作為のヒト試験よりも対象を絞り

応答性を単純化したもののほうがデータ拡散

は少ない.したがって臨床的有用性確認の試

験はその試験法の関与する単位反応の多相性



ない.これらは試験法の問題に帰着する.

以上に示した試験の生理学的な背景，要素

を基に，現在行われている各種試験法の意味

を考えると，その試験尺度やパラメータはさ

まざまであるが，それぞれ固有の限定された

条件，範囲における試験法の意義を説明して

いるということである.

それらを共通の次元でそれぞれの関連性を

Fig.lのごとく示した.また各種試験法に反

応する生体の構造的特長を把揮すべく，その

全体像をそれぞれ Fig.2のように位置づけし

た. Fig.2ではこれら試験法の特性面におけ

る位置関係を表現するために二次座標を設定

し， Fig.lに用いられた指標に従い，反応性

・データ確度，データ拡散度をおいた.

の有無を確認し，必要の場合それら多種多相

について係わるデータを把擾，その水準を確

認しておくことが求められることになる.

(3)個体差発現性的への関与

個体により単位反応から得られるデータに

拡散(変動幅〉がある.臨床生化学検査にお

ける生体構成成分等個体差の少ない対象の反

応は単一反応に近く，データの拡散も少ない

が，血清酵素 (GOT，GPT等〉等反応が多

相のものはデータ拡散が大きく個体差の現れ

やすい試験対象である日. 臨床試験や疫学調

査データの評価は個体差が表現される多様な

単位反応の，かつ輔榛度が著しく高い試験法

固有の評価をしているだけであり，したがっ

て当該物質の絶対評価になっているとはいえ

、、
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Fig. 1 Correlation and Speci五cityof the Backgrounds in Drug Experiments 

A: laboratory medicine test， B: pharmacological test， C: metabolism test， 
D: chronic toxicity， E: clinical trial test， F: epidemiology. 

Drug experiments are investigated about six tests such as basic biochemical 

test， clinical trial test and epidemiology. In order to cleare the characteristic 

of drug examination， three specificity are observed. In which the bioreaction 

are get with a unit reaction and a data authenticity， and the experiments 
with a data authenticity and a data expansion and the individual presenta. 

tion with a data expansion and a unit reaction. 
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Fig.2の第 2象限(右下〉に位置づけられ

るものは単一反応で構成される臨床検査，化

学実験法等量的評価で判断される試験法が該

当するが，第4象限(左上〉には多層の複次

反応、で構成されるデータ拡散度の大きいマク

ロレベルの対象， ヒト試験や疫学調査等が位

置づけられる.これらの聞に各種の試験法が

図のごとく配置される.

現在，医薬の試験は第2象限から第4象限

の方向に，すなわちA方向性で示す方向に帰

納的検証を目標に階段的に行われているのが

一般的である.そして被験薬物により この方

向性Aが， Ml， M2， M3， M.， Msのごとく，

それぞれの段階で評価されつつ行き詰まって

いる形になっている.これらの試験され，検

証された試験の量(試験レベル，実施回数，

データ数等〉と試験段階，試験の方向(内容

等〉はそれぞれのベクトルとして表現する こ

とができょう .つまりそのベクトルの大きさ

が薬物それぞれの試験法からの評価すなわち

意義づけを意味していることになる.そして

たとえば，ベクトル M1は円内の M1まで，

M2は円内の M2 までの水準に評価されるべ

く〔真実〕をもつにもかかわらずそれができ

ないのは方法論的に試験法とその評価方法に

重大な原因があるものと考えられるのである.

各ベクトル相を点検し， 高次の第4象限の

試験内容の評価が可能な検証論理を，新しい

科学知見を活用しつつ構築する必要がある.

4. 結 論

漢方の診断は所謂四診(望診，問診，聞診，
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切診〉によって行われる.その判断の基準を

単純化すると，①表裏・寒熱 ・実虚などの陰

陽メルクマールによる病態の認識，②その情

報と病状により病位 ・病期，すなわち六経な

どの病態レベルを認識しく証の決定)，③次

いで治療原則の検討，④それに基づいた治療

方法の検討と L、う 11照序である.

第 1報 Fig.lは病気 (R)とその原因・誘

因 (a~e) の関係を漢方の診断手順に従いモ

デル化したものであるが，経験と観察に基づ

き，帰納・演緯法により診断が決定されてい

くプロセスを図示した.表裏 ・寒熱 ・実虚の

判断の際に参考因子である生体のさまざまな

生理的状態の把短や病期の判断に，図示する

ような各レベルにおける情報に基づく総合診

断，また生体の統合性を第一義におき，デー

タに基づきいくつかの病態を演緯し判断して

いったのである.

この方法論は「科学」にとってはなじまな

い論理である. 日本では明治に近代科学の時

代になり，ま ったく新しい科学論理によりこ

の方法論は医学から姿を消すことになった.

しかしホロニズム的生理機能の把握法や機能

をファジィ論理で評価できる手法もある現在，

人体の三次元的機能構造に対して必ずしも帰

納検証に基づく科学的点検だけが正しいとは

いえないのである.

生体の総合的機能に対応してフレキシフツレ

な演線的評価試験法の開発が必要である.
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Summary 

The living body and the life mechanism 

are regarded as an aggregate of biochemical 

reactions. The materials and energy which 

participate in the reactions are the nutritive 

substances taken from the outside， and the 

metabolites and physiologically active ma-

terials inside the body. Of cours巴 micro-

scopic physicochemical phenomena and the 

mechanism of the reaction systems pro-

grammed in the gene are basically involved 

in these reactions. 

On the other hand， drugs have micro-

scopic biochemical potentialities which a妊ect

the complex integrity of life. These poten-

tialities can be expressed as vectors on the 

in vivo coordinates. For example， drugs 

have pharmacokinetics， physiological fea-

tures and power in certain points of action， 

and their outputs may be recognized as 

their pharmacological actions. 

1t may be considered that various testing 

methods for drugs measure and evaluate 

the length of these vectors. Whether these 

testing methods are satisfactory for the 

evaluation of the vectors or not exerts 

serious e任'ect on the evaluation of the 

drugs. The sum and product of the vec-

tors of the mechanism and action of a 

drug are understood as its commitment to 

the life mechanism and the general being 

of the human. Thus， drugs have the po・

tentialities which a丘ectthe integrity of life_ 

1n order to correspond to life macroscop-

ically， not only the testing methods for 

inducing and reducing the microscopic evi-

dence to their elements， but also those 

methods for deducing the sum and product 

of the vectors are necessary. 
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肥後細川藩の御薬園，蕃滋園の肩額について

浜田善幸IJ*1

On the Tablet of“Ban-ji・en，"the Herbal Garden 

of the Fief of Hosokawa， Higo 
¥ 

Toshiyuki HAMADA判

(1989年5月30日受理)

第90回日本医史学会総会が，本年5月13.

14日の両日，熊本市で、開催された.地元のこ

ととて，態本県内の医師の先生方の参加も多

く. 13日夜の懇親会では，いろいろな先生方

との接触があった.その中で，現在八代市で

福田産婦人科医院を営み，一方では，画に文

に走にとご活躍1>の福田瑞男先生とお会いし

て，蕃滋園の扇額のその後について，先生が

すでに『熊医会報~2> に発表しておられるこ

とをうかがった.

江戸時代，熊本の細川藩の御薬園の蕃滋園

には，野呂元丈の揮篭になる扇額が掲げられ

ていた.w肥後医育史~3> および『 日本薬園史

の研究t>にその写真が収載されていて，前

書に「藤井家と特殊の関係のあった熊本市の

医師故池田采熊(前名大賀采〉の家に秘蔵さ

れてをる」とあったものである.

戦後その行方について探したこともあった

が，結局詳細がわからずに，心の隅にひっか

かっていたものである.それが思いがけず，

医史学会総会で判明したので，福田先生のお

許しを得て，転載させていただくことにした.

本文は『熊医会報』に 2回にわたって掲載

されたものである .w熊医会報』は限られた

人しか見る機会がないので，本誌に再録して

今後の参考に供する.

扇額 「箸滋圃J後日談5>

波止杏_ 6)

編集委員会に早く着き過ぎた.戸棚から山

崎正草著「肥後医育史」を取り出す.なに気

なくパラパラと頁を繰る .I蕃滋園」という

扇額の写真が私の目に飛びこむ.どこかで見

たような書だなあーと記憶をたどりつつ，下

の説明文を読む.

「一此の額は今，藤井家と特殊の関係にあ

った，熊本市の医師，故池田采熊(前名大賀

采〉の家に秘蔵されてをる一」と載っている.

池田采熊というのは私の祖父にあたる.その

長女淑子が私の実母.

祖父は明治の中頃ドイツ留学 3年を終えた

洋行帰へりの小児科医で，いうなれば本県に

おける，近代西洋医学の草分け的存在だった.

幼少の頃，私は新市街(練兵町〉の祖父の

家，大賀小児科で育った.祖父は昭和 4年，

私が7才の時に亡 くなった.I肥後モツ コ

スの骨頂」といわれた祖父の面影は，幼な心

にも厳然、と焼きついている.
ちかと

次いで私の父親人が福田産婦人科病院をそ

の地に併設開業したので私は小学は慶徳小学

校，中学は熊本中学 (1日制〉と進み，専医を

出るまでそこでワルを発揮する破目に陥入る

*1熊本工業大学 Kumamoto Institute of Technology. Ikeda 4-22-1. Kumamoto 860. 

(227) 



のである.

ところで， r蕃滋園」の扇額は，正月元日

を除いてはめったに子供など入れなかった奥

座敷にあった.中学 3年頃の記憶だが，それ

は床の間と相対した暗い欄聞の中央に，古色

蒼然と して確かに懸っていた.

そもそも「蕃滋園」は宝歴六年 (1756)肥

後藩主細川重賢公の命によって，藩の医学，

寮一帯春館の学生のために，薬草，薬木の類

を植栽させたところ.俗にお薬園と称された.

薬園の隆盛は即ち医学の興隆を来し，以後，

時代とともに曲折盛衰をみながらも明治 3年，

藩政の改革まで 115年間継続され，肥後医育

史を飾った場所である.

説明文は更に次のように読く.

「園成るに及び，源兵衛(藤井氏)，扇額

の揮竜を藩公重賢に請ひたるに， ~吾に於い

て書くこといと易けれど斯くのごときは宜し

く天下斯道の大家に依頼すベし』とて，首時

和漢本草学の泰斗にして幕府の欝官たる野呂

元丈に嘱せられ成ったのが即ち， r蕃滋園」

の扇額である」と .

思うに私は，歴史的由緒あるこの屑額が，

いつどのような経路で租父の手に入り秘蔵し

てきたのか，祖父も父もともに故人となった

いま知る由もない.ましてや，この扇額が昭

和20年 7月 1日， B29による熊本大空襲で，

病院，わが家もろとも焼失してしまっている.

祖父がドイツ留学から帰朝時，持ち帰った数

百冊に及ぶドイツ医学の原書も同じ憂き目に

あっているのだが遺憾この上もない損失であ

る.

さて，再び扇額に話を戻すが，記録によれ

ば額面の裏には次のように誌されてあったと

伝えられている.

東都物産家官醤 野自玄丈老御筆

御次より御渡被成候

宝暦八稔六月 御薬園

因みに，r蕃滋園」は初め 500坪後に 1595

坪の園地に薬草薬木 829種が栽培された.そ

して再春館筆頭教授には，本草に詳しくまた

物産学に造詣深かった当代屈指の古方医村井

(228 ) 

見本トが任命された.その村井見本卜と再春館

「蕃滋園」については，本邦鳴矢の医育とし

て日本医薬学史に記されているという. (以

下，次号に続く〉

(続き)1>

降って終戦後の話になるが，たしか昭和37

年の秋頃のある日，熊本から「蕃滋園」の属

額のことについてお伺いしたいと，私は二人

の客の訪問を受けた.ご老人の方は同仁堂会

長 上野景治氏であり，も うひとりの方は熊

大薬学部長野々村進教授であった.

聞くところによると「一熊大薬学部と県薬

剤師会は医育の地熊本にあった薬園「蕃滋

園」にかかっていた扇額を探し求め，行方を

追ってきた.そして上妻博之先生(郷土史家，

植物学者，元県文化財専門委員〉にお聞きし

たら，あるいは池田采熊氏(大賀采〉と最も

近いご親族のお宅に残存されているのではな

いか一」ということで参上された由.

私がかくかくしかじかと，疎開寸前に焼失

した旨を伝えると，ガツクリと首を落された.

ー綾の望を抱いてのご来訪だっただけに，失

望の色は濃く映った.それもその筈，いうな

れば熊大薬学部にとっては，その前身再春館

・薬園にかかわる，およそ 230年前に書かれ

たゆかりの代物だったからである.

序ながら江戸中期の儒者で，時習館創設

とともに初代教授となった秋山玉山，更に村

井見本卜，その長男村井琴山，見本トの孫村井貫

山等の書や掛軸が，私の祖父大賀采の床聞に J

懸っていたのを見たという人は多い.それら

もムザムザと灰;瞳に帰してしまったのであろ

うか.難を逃れたのか，日奈久の福田家秘蔵

のものかは知らぬが，横井小楠，広瀬淡窓，

勝海舟，元田東野，藤田幽谷，藤田東湖，立

原翠軒，立原杏所，土肥樵石等，幕末の志士，

儒学者，書家の軸物は，わが家にし、まもいく

つか残っている.

ここで更に「蕃滋園」にちなんで祖父大賀

采の名前が出たので，多くの逸話を残した異

風者の一面を額っておこう.一当時山崎町に

大賀という先生がし、ま した.イ中々 元気でした.

患者を怒るので有名でした.摘績を起して電



はず

話が晩にかかるけん， 脱してをし電話局か

ら「あぎゃんこつしては困る」というと，そ

んなら電話はやめたと言った位の人だった一

斉藤宗積先生談.

一電話をやめたというのはこ うだもんな.

「先生，患者にお茶ば飲ませてよございます

かJという電話がかかったので「よしょし」

というてやったら，また夜中に電話がかかっ

て 「し、さぎゅううましゃしてのんだ」と知ら

せたそうだ.そんな具合で夜半に何ベんもか

かるから，やめたということですーこれは出

悶令寿先生談.

道理で直系の孫である私も，無類の電話嫌

L、なのである.隔世遺伝なのであろうか ?

話は二転三転してとどまる所を知らぬが，

更にひとつ附言しておきたいことがある.こ

の 「蕃滋園」の扇額についてのおぼろげなが

らの私の知識については，卒運にも私の熊本

中学 (1日制〉時代の思師であられる山崎貞土

先生(現肥後さざんか協会会長〉との出会い

があったからなのである.

先年，熊中卒業40周年同窓会の席上 r-;r-¥

のうちにお邪魔したとき座敷に通されて「蔀

滋園」の額が懸ってたのを覚えてるよ.あれ

C 229) 

は焼失したってね」と寂しく申された声がし、

まなお耳から離れない.

いまにして 「溶滋闘」の扇額の行方につい

て，:tJ，が書き残しておかないことには，肥後

の文教文化を語るとき，特に肥後医育史上こ

の上ない貢献を果した「蕃滋園」の業績まで

忘却のかなたに置き去りにされては叶わない

と思ったからである.肥後六花を始め， 花を

愛する肥後人のひとりとして，あえてこの欄

に執筆させて頂くことにした.(62.5.15) 
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薬史学雑誌投稿規定改訂予告

本誌投稿規定については， 1990年度総会に

おいて全面的改訂が予定されています.その

骨子は，薬史学会通信 No.9(1989年12月)第

1ページにあります.

この件に関する質疑は，本会事務所にお問

い合わせください.

編集幹事

¥ 



日 本 薬 史 学 会 会則
(1988年4月総会で一部改正)

第 1条 本会は日本薬史学会 TheJapanese 格は終身とする.

Society of History of Pharmacy 

と名付ける.

第 2条本会は薬学，薬業に関する歴史の調

査研究を行い，薬学の進歩発達に寄

与する ことを目的とする.

第 3条 本会の目的を達成するために次の事

業を行う .

1. 総会(毎年日本薬学会の年会の

時に行う)• 

2. 例会(研究発表会，集談会)• 

3. 講演会，シンポジムウ，ゼミナ

ール，その他.

4. 機関誌 「薬史学雑誌」の発行，

当分の間年2回とする.

5. 資料の収集，資料目録の作製.

6. 薬史学教育の指導ならびに普及.

7. その他必要と認める事業.

第 4条 本会の事業目的に賛成し，その目的

の達成に協力しよ うとする人をもっ

て会員とする.

第 5条 本会の会員および年額会費は次の通

りとする.

通常会員

学生会員

外国会員

賛助会員

名誉会員

5，000円

2，0∞ 円

5，αゅ円

30，0∞ 円(一口)

随意

第6条名誉会員は本会の発展に寄与したも

ので会長の推せんによって選任し，

総会の承認を得るものとし，その資

第 7条本会に次の役員をおく .会長 1名，

幹事若干名，評議員若干名，役員の

任期は 2カ年とし重任する ことを認

める.

1. 会長は総会で会員の互選によ っ

て選び，本会を代表し会務を総

理する.

2. 幹事は総会で会員の互選によっ

て選び，会長を補佐して会務を

担当する.

3. 幹事中若干名を常任幹事とし，

日常の会務および緊急事項の処

理ならびに経理事務 を担当す

る.

4. 評議員は会長の推薦による.

第 8条 本会に事務担当者若干名をお く.運

営委員会は会長これを委嘱し，常任

幹事の指示を受けて日常の事務をと

る.

第 9条 本会の事業目的を達成するため別に

臨時委員を委嘱することができる.

第10条本会は会長の承認により支部又は部

会を設けることができる.

第11条 本会の会則を改正するには総会で出

席者の過半数以上の決議によるもの

とする.

第12条本会の年度は，毎年 4月 1日に始ま

り，翌年 3月31日に終わる.

第13条 本会の事務所は東京都八王子市堀之

内 1432-1東京薬科大学内におく.

編集幹事 :JII i頼 清，山田光 男，滝戸道夫

平成元年 (1989)12月25日 印刷 平成元年12月30日 発行

発行人 :日本薬史学会野上 寿

印 刷 所 東京都文京区小石川 2-52ー 12 サンコ ー印刷株式会社

製 作 :東京都文京区弥生2-4-16 (財)学会誌刊行セ ンタ ー
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⑨工場見学のご案内……ご希望の方には、火~金曜・1日2回、最新設備の製剤工場見学にご案内し

|内藤記念くすり博物館 l
l島町 エーサ河川島工圏内




